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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市職員等の旅費に関する条例

の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国家公務員等の旅費制度の見直しによる国

家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に

伴い、経済社会情勢の変化に対応するととも

に、事務負担を軽減するため、旅費の計算等

に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを

行い、適正な支出を図るよう必要な事項を定

めることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市交流会館の開館時間及び休館日を改

めることとした。 

 

２ 亀岡市交流会館の施設を市外在住の者が使

用する場合において、使用料の加算額を５割

相当額に改めることとした。 

 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行す

ることとした。 

かめおか乳幼児教育センター条例

要綱 

 

１ 亀岡市において乳幼児教育・保育の質の向

上及び子どもの健やかな成長への支援を図る

ため、かめおか乳幼児教育センター（以下

「センター」という。）を設置することとし

た。 

 

２ センターは、次の事業を行うこととした。 

⑴ 乳幼児施設、小学校及び福祉施設との連

携や交流に関することとした。 

⑵ 乳幼児教育・保育の質の向上に関するこ

ととした。 

⑶ 乳幼児期と小学校期の接続と連携に関す

ることとした。 

⑷ 子どもの育ちに合った支援や相談に関す

ることとした。 

⑸ 乳幼児期の保護者、保育者等への支援に

関することとした。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、社会の変化

に対応した乳幼児教育・保育の質の向上及

び子どもの健やかな成長への支援に関し必

要な事業 

 

３ その他所要の規定を設けることとした。 

 

４ この条例は、令和７年４月１日から施行す

ることとした。 
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特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分引き上

げることとした。 

⑴ 令和６年１２月支給の期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．７００月分 １．７５０月分 

 

⑵ 令和７年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．７００月分 １．７２５月分 

１２月 １．７５０月分 １．７２５月分 

合計 ３．４５月分 ３．４５月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和６年１２月１日から適用することとした。ただし、１

の⑵の改正については、令和７年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給、期末手当及び勤勉手当並びに各

種手当等について、次のとおり改正することとした。 

⑴ 本給の改正 

ア 世代間の給与配分の観点から、初任給及び若年層に重点を置きながら給料表の給料月額を

増額改定することとした（改定率 平均３．３９％）。 

イ 職務や職責をより重視した給与体系を導入するため給料表を切り替えることとした。 

⑵ 期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正 

ア 令和６年１２月支給の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ０．０５月分（再任用

職員は０．０２５月分）引き上げて、次のとおりとすることとした。 
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 現 行 改正案 増 減 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の122.5 100分の127.5 100分の5 

（幹部職員） 100分の102.5 100分の107.5 100分の5 

（再任用一般職員） 100分の68.75 100分の71.25 100分の2.5 

（再任用幹部職員） 100分の58.75 100分の61.25 100分の2.5 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の102.5 100分の107.5 100分の5 

（幹部職員） 100分の122.5 100分の127.5 100分の5 

（再任用一般職員） 100分の48.75 100分の51.25 100分の2.5 

（再任用幹部職員） 100分の58.75 100分の61.25 100分の2.5 

合 計    

（一般職員） 100分の225 100分の235 100分の10 

（幹部職員） 100分の225 100分の235 100分の10 

（再任用一般職員） 100分の117.5 100分の122.5 100分の5 

（再任用幹部職員） 100分の117.5 100分の122.5 100分の5 

 

イ 令和７年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の125 100分の125 100分の250 

（幹部職員） 100分の105 100分の105 100分の210 

（再任用一般職員） 100分の70 100分の70 100分の140 

（再任用幹部職員） 100分の60 100分の60 100分の120 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の105 100分の105 100分の210 

（幹部職員） 100分の125 100分の125 100分の250 

（再任用一般職員） 100分の50 100分の50 100分の100 

（再任用幹部職員） 100分の60 100分の60 100分の120 

合 計    

（一般職員） 100分の230 100分の230 100分の460 

（幹部職員） 100分の230 100分の230 100分の460 

（再任用一般職員） 100分の120 100分の120 100分の240 

（再任用幹部職員） 100分の120 100分の120 100分の240 
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⑶ 各種手当の改定 

ア 地域手当 

 国が地域手当の級地の区分及び支給割

合を見直すことに準じ、地域手当の支給

割合を段階的に見直すこととした。 

イ 通勤手当 

 通勤手当の支給月額の限度額を１箇月

当たり１５万円に見直すこととした。 

ウ 扶養手当 

 配偶者に係る手当を段階的に廃止し、

子に係る手当を段階的に増額することと

した。 

エ 管理職員特別勤務手当 

 週休日以外の日における支給対象時間

帯を午後１０時からに拡大することとし

た。 

オ 住居手当 

 再任用職員についても支給の対象とす

ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年１２月１日から適用することとした。ただ

し、１の⑴のアの改正については、令和６年

４月１日から適用、１の⑴のイ、⑵のイ及び

⑶の改正については、令和７年４月１日から

施行することとした。 

 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 本市一般職員の給料表改定に準じ、本市会

計年度任用職員の給料表の給料月額を増額改

定することとした。 

 

２ 本市一般職員の期末手当及び勤勉手当の支

給割合の改正に準じ、本市会計年度任用職員

の期末手当及び勤勉手当の支給割合を改める

こととした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年４月１日から適用することとした。 
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条 例 
 

 亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３５号 

 

亀岡市職員等の旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 亀岡市職員等の旅費に関する条例（昭和３７

年亀岡市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第２条第１項第３号中「在勤庁」の次に

「（常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権

者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命

令権者」という。）が認める場合には、その住

所、居所その他旅行命令権者が認める場所）」

を加え、同項第５号を削り、同項第６号中「配

偶者」の次に「（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

次条第２項において同じ。）」を加え、同号を

同項第５号とし、同項に次の１号を加える。 

⑹ 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法

（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４

第１項に規定する旅行業者をいう。）その

他規則で定める者（以下この号において

「旅行業者等」という。）であって、市と

旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対し

て旅行に係る役務その他規則で定めるもの

を旅行者に提供することを約し、かつ、市

が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る

旅費に相当する金額を支払うことを約する

契約をいう。次条第７項において同じ。）

を締結したものをいう。 

 第３条第２項第１号中「赴任のため」を「赴

任のための」に、「伴なう」を「伴う」に改め、

同項第２号中「赴任のため」を「赴任のため

の」に改め、同条第５項中「出発前に」を削り、

「を変更（取消しを含む。以下同じ。）され」

を「の変更（取消しを含む。以下同じ。）を受

け」に、「において」を「その他規則で定める

場合には、」に改め、「があるときは、当該金

額」を削り、「となった金額で市長が」を「と

なる金額又は支出を要する金額で規則で」に改

め、同条第６項中「交通機関の事故又は」を削

り、「市長が」を「規則で」に改め、同条に次

の１項を加える。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定

する場合において、市が旅行役務提供契約に

基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があ

るときは、これらの項に規定する者に対する

旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に

対し、当該金額を旅費に相当するものとして

支払うことができる。 

 第４条第１項中「任命権者若しくはその委任

を受けた者（以下「旅行命令権者」とい

う。）」を「旅行命令権者」に改め、同条第３

項中「旅行命令等を変更」を「旅行命令等の変

更を」に、「これを変更」を「、その変更を」

に改め、同条第４項中「これを変更するには」

を「その変更をするには」に、「当該旅行に関

し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提

示して」を「規則で定める事項の記載又は記録

をし、当該事項を当該旅行者に通知して」に改

め、同項ただし書を次のように改める。 

 ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又

は記録をするいとまがない場合は、この限り

でない。 

 第４条第５項を次のように改める。 
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５ 前項ただし書の規定により旅行命令書等に

記載又は記録をしなかった場合は、できるだ

け速やかに旅行命令書等に同項に定める事項

の記載又は記録をしなければならない。 

 第４条第６項を削る。 

 第５条第１項中「された」を「を受けた」に

改める。 

 第６条及び第７条を削る。 

 第８条中「旅費は」の次に「、旅行に要する

実費を弁償するためのものとして規則で定める

種目及び内容に基づき」を加え、同条を第６条

とする。 

 第９条から第１１条までを削る。 

 第１２条第１項中「する者は、所定の請求

書」を「するもの並びに旅費に相当する金額の

支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定

の請求書（当該請求書に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。第５項

において同じ。）を含む。以下この条において

同じ。）」に、「旅費額」を「旅費又は旅費に

相当する金額」に改め、「その旅費」の次に

「又は旅費に相当する金額」を加え、同条に次

の３項を加え、同条を第７条とする。 

４ 支出命令権者は、その支払った概算払に係

る旅費の支給を受けた旅行者が第２項の規定

による旅費の精算をしなかった場合又は前項

の規定による過払金の返納をしなかった場合

には、当該支出命令権者がその後においてそ

の者に対し支払う給与又は旅費の額から当該

概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金

額又は当該過払金に相当する金額を差し引か

なければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作

成されているときは、電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって規則で定めるも

のをいう。次項において同じ。）をもって提

出することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が

電磁的方法により行われたときは、支出命令

権者の使用に係る電子計算機に備えられた 

ファイルへの記録がされた時に当該請求書又

は資料を提出したものとみなす。 

 第１３条から第２４条までを削る。 

 第２５条を次のように改め、同条を第８条と

する。 

 （旅費の調整） 

第２５条 任命権者は、この条例の規定により

旅費を支給する場合において、当該旅行にお

ける特別の事情又は当該旅行の性質により不

当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要と

しない旅費を支給することとなるときは、そ

の実費を超えることとなる部分の旅費又はそ

の必要としない部分の旅費を支給しないこと

ができる。 

 第２６条を第９条とする。 

 別表を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （適用） 

２ この条例による改正後の亀岡市職員等の旅

費に関する条例の規定は、この条例の施行日

以後に出発する旅行から適用し、同日前に出

発した旅行については、なお従前の例による。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例（昭和３１年亀岡市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 
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第９６０号令和７年１月１５日発行 

 第２条第３項中「亀岡市職員等の旅費に関

する条例（昭和３７年亀岡市条例第１４号）

中第１８条第２項及び第３項の規定を除き」

を「亀岡市職員等の旅費に関する条例（昭和

３７年亀岡市条例第１４号）を」に改める。 

（選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

４ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３５年亀岡市条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第１項中「費用弁償として亀岡市職

員等の旅費に関する条例（昭和３７年亀岡市

条例第１４号。以下「旅費条例」という。）

中、亀岡市副市長相当額の旅費を」を「亀岡

市副市長相当額の旅費を費用弁償として亀岡

市職員等の旅費に関する条例（昭和３７年亀

岡市条例第１４号）の例により」に改め、同

条第２項を削る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３６号 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市交流会館条例（平成８年亀岡市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の２を次のように改める。 

 （開館時間及び休館日） 

第２条の２ 会館の開館時間は、月曜日から木

曜日までにあっては午前９時から午後５時ま

で、金曜日から日曜日までにあっては午前９

時から午後９時までとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条第１項の許

可を受けた場合における別表第１に掲げる施

設（スポーツクライミング施設を除く。）を

使用することができる時間は午前９時から午

後９時までとし、宿泊の場合は、午後２時か

ら翌日の午前１０時までとする。ただし、市

長が必要と認めるときは、これを変更するこ

とができる。 

３ 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、

市長が必要と認めるときは、随時に開館又は

休館することができる。 

⑴ 火曜日 

⑵ １月１日から同月３日まで及び１２月 

２９日から同月３１日まで 

 別表第１第１項備考１及び同表第２項備考１

中「３割」を「５割」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 かめおか乳幼児教育センター条例をここに公

布する。 

 

   令和６年１２月２１日 
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第９６０号令和７年１月１５日発行 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３７号 

 

かめおか乳幼児教育センター条例 

 

 （設置） 

第１条 亀岡市において乳幼児教育・保育の質

の向上及び子どもの健やかな成長への支援を

図るため、かめおか乳幼児教育センター（以

下「センター」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとお

りとする。 

  名 称  かめおか乳幼児教育センター 

  位 置  亀岡市大井町並河検見ケ上７番

地 

 （事業） 

第３条 センターは、次の事業を行う。 

⑴ 乳幼児施設、小学校及び福祉施設との連

携や交流に関すること。 

⑵ 乳幼児教育・保育の質の向上に関するこ

と。 

⑶ 乳幼児期と小学校期の接続と連携に関す

ること。 

⑷ 子どもの育ちに合った支援や相談に関す

ること。 

⑸ 乳幼児期の保護者、保育者等への支援に

関すること。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、社会の変化

に対応した乳幼児教育・保育の質の向上及

び子どもの健やかな成長への支援に関し必

要な事業 

 （職員） 

第４条 センターに所長その他必要な職員を置

く。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３８号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７０」を「１２月に支

給する場合においては１００分の１７５」に

改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１７０」を

「１００分の１７２．５」に、「１００分の

１７５」を「１００分の１７２．５」に改め

る。 

 

   附 則 
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第９６０号令和７年１月１５日発行 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、令和６年１２月１日からこの条例の施行

の日の前日までの間に支払われた給与は、こ

の条例による改正後の特別職の職員で常勤の

ものの給与に関する条例の規定による給与の

内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３９号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の     

１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０２．５」を「１００分の 

１０７．５」に改め、同条第３項中「１００

分 の １ ２ ２ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の     

１２７．５」に、「１００分の６８．７５」

を「１００分の７１．２５」に、「、１００

分 の １ ０ ２ ． ５ 」 を 「 、 １ ０ ０ 分 の    

１ ０ ７ ． ５ 」 に 、 「 、 １ ０ ０ 分 の     

５８．７５」を「、１００分の６１．２５」

に改める。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

１０２．５」を「１００分の１０７．５」に、

「１００分の１２２．５」を「１００分の 

１２７．５」に改め、同項第２号中「１００

分 の ４ ８ ． ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の     

５１．２５」に、「１００分の５８．７５」

を「１００分の６１．２５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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 別
表
第
１
（
第

４
条
関
係
）
 

行
 
政
 
職
 
給
 
料
 

表
 

職
員
の

 
区
 
分

 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

給
料

月
額
 
給
料
月
額
 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
 

 
1
 

円
 

1
8
3
,
5
0
0 

円
2
3
0
,
0
0
0 

円
2
6
1
,
3
0
0
 

円
2
8
7
,
3
0
0
 

円
3
0
9
,8
0
0
 

円
3
3
5
,
0
0
0
 

円
3
7
3
,
4
0
0 

2
 

1
8
4
,
6
0
0 

2
3
1
,
5
0
0 

2
6
2
,
3
0
0
 

2
8
8
,
9
0
0
 

3
1
1
,5
0
0
 

3
3
6
,
9
0
0
 

3
7
6
,
0
0
0 

3
 

1
8
5
,
8
0
0 

2
3
3
,
0
0
0 

2
6
3
,
3
0
0
 

2
9
0
,
4
0
0
 

3
1
3
,2
0
0
 

3
3
8
,
7
0
0
 

3
7
8
,
3
0
0 

4
 

1
8
6
,
9
0
0 

2
3
4
,
5
0
0 

2
6
4
,
3
0
0
 

2
9
1
,
9
0
0
 

3
1
4
,7
0
0
 

3
4
0
,
5
0
0
 

3
8
0
,
5
0
0 

5
 

1
8
8
,
0
0
0 

2
3
6
,
0
0
0 

2
6
5
,
3
0
0
 

2
9
3
,
4
0
0
 

3
1
6
,1
0
0
 

3
4
2
,
2
0
0
 

3
8
2
,
4
0
0 

6
 

1
8
9
,
7
0
0 

2
3
7
,
5
0
0 

2
6
6
,
3
0
0
 

2
9
4
,
9
0
0
 

3
1
7
,4
0
0
 

3
4
3
,
9
0
0
 

3
8
4
,
7
0
0 

7
 

1
9
1
,
3
0
0 

2
3
9
,
0
0
0 

2
6
7
,
3
0
0
 

2
9
6
,
3
0
0
 

3
1
8
,7
0
0
 

3
4
5
,
5
0
0
 

3
8
6
,
8
0
0 

8
 

1
9
2
,
9
0
0 
 
2
4
0
,
5
0
0 

2
6
8
,
3
0
0
 

2
9
7
,
6
0
0
 

3
2
0
,0
0
0
 

3
4
7
,
2
0
0
 

3
8
8
,
8
0
0 

9
 

1
9
4
,
5
0
0 

2
4
2
,
0
0
0 

2
6
9
,
3
0
0
 

2
9
8
,
8
0
0
 

3
2
1
,3
0
0
 

3
4
8
,
8
0
0
 

3
9
0
,
8
0
0 

1
0 

1
9
6
,
2
0
0 

2
4
3
,
4
0
0 

2
7
0
,
3
0
0
 

3
0
0
,
3
0
0
 

3
2
3
,1
0
0
 

3
5
0
,
5
0
0
 

3
9
3
,
1
0
0 

1
1 

1
9
7
,
8
0
0 

2
4
4
,
8
0
0 

2
7
1
,
3
0
0
 

3
0
1
,
8
0
0
 

3
2
4
,9
0
0
 

3
5
2
,
1
0
0
 

3
9
5
,
3
0
0 

1
2 

1
9
9
,
4
0
0 

2
4
6
,
2
0
0 

2
7
2
,
3
0
0
 

3
0
3
,
2
0
0
 

3
2
6
,6
0
0
 

3
5
3
,
7
0
0
 

3
9
7
,
5
0
0 

1
3 

2
0
1
,
0
0
0 

2
4
7
,
4
0
0 

2
7
3
,
3
0
0
 

3
0
4
,
6
0
0
 

3
2
8
,3
0
0
 

3
5
5
,
2
0
0
 

3
9
9
,
7
0
0 

1
4 

2
0
2
,
7
0
0 

2
4
8
,
6
0
0 

2
7
4
,
3
0
0
 

3
0
5
,
7
0
0
 

3
3
0
,0
0
0
 

3
5
6
,
9
0
0
 

4
0
2
,
0
0
0 

1
5 

2
0
4
,
4
0
0 

2
4
9
,
8
0
0 

2
7
5
,
3
0
0
 

3
0
6
,
7
0
0
 

3
3
1
,7
0
0
 

3
5
8
,
5
0
0
 

4
0
4
,
2
0
0 

1
6 

2
0
6
,
1
0
0 

2
5
1
,
0
0
0 

2
7
6
,
4
0
0
 

3
0
7
,
9
0
0
 

3
3
3
,4
0
0
 

3
6
0
,
1
0
0
 

4
0
6
,
5
0
0 

1
7 

2
0
7
,
4
0
0 

2
5
2
,
1
0
0 

2
7
7
,
4
0
0
 

3
0
9
,
1
0
0
 

3
3
5
,0
0
0
 

3
6
1
,
7
0
0
 

4
0
8
,
3
0
0 

1
8 

2
0
9
,
0
0
0 

2
5
3
,
2
0
0 

2
7
8
,
7
0
0
 

3
1
0
,
7
0
0
 

3
3
6
,7
0
0
 

3
6
3
,
5
0
0
 

4
1
0
,
2
0
0 

1
9 

2
1
0
,
6
0
0 

2
5
4
,
3
0
0 

2
8
0
,
0
0
0
 

3
1
2
,
3
0
0
 

3
3
8
,4
0
0
 

3
6
5
,
0
0
0
 

4
1
2
,
1
0
0 

2
0 

2
1
2
,
1
0
0 

2
5
5
,
4
0
0 

2
8
1
,
2
0
0
 

3
1
3
,
9
0
0
 

3
4
0
,0
0
0
 

3
6
6
,
6
0
0
 

4
1
3
,
9
0
0 

2
1 

2
1
3
,
6
0
0 

2
5
6
,
4
0
0 

2
8
2
,
5
0
0
 

3
1
5
,
4
0
0
 

3
4
1
,5
0
0
 

3
6
8
,
0
0
0
 

4
1
5
,
7
0
0 

2
2 

2
1
5
,
2
0
0 

2
5
7
,
4
0
0 

2
8
3
,
8
0
0
 

3
1
7
,
0
0
0
 

3
4
3
,1
0
0
 

3
6
9
,
6
0
0
 

4
1
7
,
5
0
0 

2
3 

2
1
6
,
8
0
0 

2
5
8
,
4
0
0 

2
8
5
,
0
0
0
 

3
1
8
,
6
0
0
 

3
4
4
,7
0
0
 

3
7
1
,
2
0
0
 

4
1
9
,
3
0
0 

2
4 

2
1
8
,
4
0
0 

2
5
9
,
4
0
0 

2
8
6
,
2
0
0
 

3
2
0
,
2
0
0
 

3
4
6
,2
0
0
 

3
7
2
,
7
0
0
 

4
2
1
,
1
0
0 

2
5 

2
2
0
,
0
0
0 

2
6
0
,
4
0
0 

2
8
7
,
3
0
0
 

3
2
1
,
7
0
0
 

3
4
7
,6
0
0
 

3
7
4
,
6
0
0
 

4
2
2
,
7
0
0 

 

2
6 

2
2
1
,
7
0
0 

2
6
1
,
3
0
0 

2
8
8
,
5
0
0
 

3
2
3
,
4
0
0
 

3
4
9
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第９６０号令和７年１月１５日発行 

第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項中第１号を削り、第６号を

第５号とし、第２号から第５号までを１号ず

つ繰り上げ、同条第３項第１号中「配偶者」

の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」

を加え、同条第４項中「及び第３号から第６

号までのいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき６，５００円、同項第２号に

該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」

と い う 。 ） に つ い て は １ 人 に つ き     

１０，０００円」を「に該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる子」という。）につい

ては１人につき１３，０００円、同項第２号

から第５号までのいずれかに該当する扶養親

族については１人につき６，５００円」に改

め、同条第５項中「（以下「特定期間」とい

う。）」を削り、「特定期間」を「当該期

間」に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 前各項に規定するもののほか、扶養親族

の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶

養手当の支給に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 第１１条を次のように改める。 

第１１条 削除 

 第１１条の２第２項中「１００分の   

６．０」を「１００分の８．０」に改める。 

 第１２条第１項第１号中「道路（以下」の

次に「この条において」を加え、同条第２項

第１号中「相当する額（以下」を「相当する

額（次項において」に改め、「。ただし、運

賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得

た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」

という。）が５５，０００円を超えるときは、

支給単位期間につき、５５，０００円に支給

単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が

２以上の交通機関等を利用するものとして当

該運賃等の額を算出する場合において、１箇

月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 合 計 額 が    

５５，０００円を超えるときは、当該職員の

通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い

支給単位期間につき、５５，０００円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）」を削

り、同項第３号中「（１箇月当たりの運賃等

相当額及び前号に定める額の合計額が   

５５，０００円を超えるときは、当該職員の

通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い

支給単位期間につき、５５，０００円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）」を削

り、同条中第６項を第７項とし、第３項から

第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数

で除して得た額（交通機関等が２以上ある

場合においてはその合計額）及び前項第２

号に定める額の合計額が１５万円を超える

職員の通勤手当の額は、前２項の規定にか

かわらず、当該職員の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、１５万円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額とする。 

 第１８条の２第１項中「第９条」を「第９

条第１項」に、「勤務した」を「勤務をし

た」に改め、同条第２項中「週休日以外の日

の午前０時から午前５時までの間」を「午後

１０時から翌日の午前５時までの間（週休日

等に含まれる時間を除く。）」に改め、同条

第３項中「各号に定める額」の次に「（前２

項に規定する勤務に従事する時間を考慮して

規則で定める勤務をした場合にあっては、そ

の額に１００分の１５０を乗じて得た額）」

を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事す

る時間等を考慮して規則で定める勤務をした

職員にあっては、それぞれその額に１００分

の１５０を乗じて得た額）」を削る。 
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第９６０号令和７年１月１５日発行 

 第２０条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の    

１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を  

「１００分の１２５」に、「１００分の７１．２５」を「１００分の７０」に、「、１００分の

１０７．５」を「、１００分の１０５」に、「、１００分の６１．２５」を「、１００分の  

６０」に改める。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に、「１００分の

１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を  

「１００分の５０」に、「１００分の６１．２５」を「１００分の６０」に改める。 

 第２４条の２中「、第１０条、第１１条及び第１１条の３」を「及び第１０条」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

行 政 職 給 料 表 

職員の 
区 分 

 職務 
 の級 

 
号給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員 

 
1 

円 
183,500 

円
230,000 

円
265,300 

円
298,800 

円
321,300 

円
355,200 

円
408,300 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200 

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700 

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200 

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700 

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000 

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300 

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500 

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700 

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000 

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300 

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500 

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700 

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500 
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「給与条例」という。）第 

２０条第２項及び第３項並びに第２１条第２

項の改正規定を除く。次項において同じ。）

による改正後の給与条例（次項において「改

正後の給与条例」という。）の規定は、前項

の規定にかかわらず、令和６年４月１日から

適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の給与

条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の給与条例の規定による給与の内払とみ

なす。 

 （号給の切替え） 

４ 令和７年４月１日（以下「切替日」とい

う。）の前日において給与条例別表第１の給

料表の適用を受けていた職員であって同日に

おいてその者が属していた職務の級が附則別

表に掲げられている職務の級であったものの

切替日における号給（次項及び同表において

「新号給」という。）は、切替日の前日にお

いてその者が属していた職務の級及び同日に

おいてその者が受けていた号給（同表におい

て「旧号給」という。）に応じて同表に定め

る号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

５ 切替日前に職務の級を異にする異動をした

職員の切替日における新号給については、そ

の者が切替日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、国の例により必要

な調整を行うことができる。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養

手当に関する経過措置） 

６ 切替日から令和８年３月３１日までの間に

おける第２条の規定による改正後の給与条例

（以下「第２条改正後給与条例」という。）

第１０条の規定の適用については、同条第２

項中 

「⑸ 重度心身障害者（心身の障害の程度

が終身労務に服することができない程 

度である者をいう。）       」 

とあるのは 

「⑸ 重度心身障害者（心身の障害の程度

が終身労務に服することができない程

度である者をいう。） 

 ⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻 

関係と同様の事情にある者を含む。 」 

と、同条第４項中「１３，０００円」とある

のは「１１，５００円」と、「とする」とあ

るのは「、同項第６号に該当する扶養親族に

ついては３，０００円とする」とする。 

（令和８年３月３１日までの間における地域

手当に関する経過措置） 

７ 切替日から令和８年３月３１日までの間に

おける第２条改正後給与条例第１１条の２第

２項の規定の適用については、同条第２項中

「１００分の８．０」とあるのは「１００分

の７．０」とする。 

 （国の例引用） 

８ 附則第３項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し疑義が生じた場合

は、国の例による。 

 

【附則別表 省略】 

 

「掲示済」 
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 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４０号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年亀岡市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

給 料 表 

 職務 
 の級 

 
号給 

1 級 2 級 

給料月額 給料月額 

 
1 

円 
183,500 

円 
230,000 

2 184,600 231,500 

3 185,800 233,000 

4 186,900 234,500 

5 188,000 236,000 

6 189,700 237,500 

7 191,300 239,000 

8 192,900 240,500 

9 194,500 242,000 

10 196,200 243,400 

11 197,800 244,800 

12 199,400 246,200 

13 201,000 247,400 

14 202,700 248,600 

15 204,400 249,800 

16 206,100 251,000 

17 207,400 252,100 

18 209,000 253,200 

19 210,600 254,300 

20 212,100 255,400 

21 213,600 256,400 

22 215,200 257,400 

23 216,800 258,400 

24 218,400 259,400 

25 220,000 260,400 

26 221,700 261,300 

27 223,000 262,200 

28 224,300 263,100 

29 225,600 263,900 
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3
0
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3
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備
考
 

勤
務
条
件
を
考
慮
し
、
市
長
が

規
則
で
定
め
る
職
に
あ
る

者
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の

額
に
４
，
０
０
０
円
を
そ
れ

ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る

。
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正後の亀岡市会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定を適用

する場合においては、この条例による改正前

の亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、改正後の条例の規定による給与の内

払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４１号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７０」を「１２月に支

給する場合においては１００分の１７５」に

改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１７０」を

「１００分の１７２．５」に、「１００分の

１７５」を「１００分の１７２．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 （期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、令和６年１２月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に支払われた期末手

当は、この条例による改正後の議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 22 

第９６０号令和７年１月１５日発行 

 

規 則 
 

 亀岡市公印規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３４号 

 

亀岡市公印規則等の一部を改正する規則 

 

（亀岡市公印規則の一部改正） 

第１条 亀岡市公印規則（昭和３０年亀岡市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表 

整理 
番号 

名称 
様式 

（別掲） 
寸法 

(ミリ平方) 
書体 使用区分 保管者 個数 

1 亀岡市印 1 24 隷書 市役所名をもってす
る重要な文書 

総務課長 1 

2 亀岡市印 1 10 楷書 職員証用 人事課長 1 

3 亀岡市印 1 12 隷書 国民健康保険特定疾
病療養受療証、国民
健康保険標準負担額
減額認定証、国民健
康保険高齢受給者
証、国民健康保険限
度額適用・標準負担
額減額認定証、国民
健康保険資格確認
書、国民健康保険資
格確認書（特別療
養）、健康保険被保
険者受給資格者票、
健康保険被保険者手
帳、特定同一世帯所
属者異動連絡票及び
旧被扶養者異動連絡
票 

保険医療課
長 

1 

4 亀岡市役所印 2 30 隷書 市役所名をもってす
る軽易な文書 

総務課長 1 

5 亀岡市役所印 3 24 隷書 市役所名をもってす
る戸籍関係文書 

市民課長 1 
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6 亀岡市長印 4 24 てん書 市長名をもってする
文書等 

総務課長 2 

7 亀岡市長印 4 30 てん書 市長名をもってする
文書（表彰状専用） 

総務課長 1 

8 亀岡市長印 4 7 楷書 個人番号の通知カー
ド、個人番号カー
ド、特別永住者証明
書及び在留カード記
載事項用 

市民課長 1 

9 亀岡市長印 4 15 楷書 福祉医療費受給者
証、精神保健福祉手
帳異動訂正及び福祉
タクシー・バス・自
家用車燃料給油利用
券専用 

障がい福祉
課長 

1 

こども医療費受給者
証、児童手当・特例
給付に係る認定通知
書・額改定通知書・
支給事由消滅通知
書・認定請求却下通
知書・支払差止通知
書及び特定者資格証
明書・特定者用定期
乗車券購入証明書用 

子育て支援
課長 

1 

10 亀岡市長印 5 20 てん書 戸籍法（昭和22年法
律第224号）、住民
基本台帳法（昭和42
年法律第81号）及び
公職選挙法施行令
（昭和25年政令第89
号）に基づく事務及
び証明、印鑑登録証
明並びに電子証明事
務用、特別永住者証
明書交付予定通知書
並びに特別永住者に
係る送付及び報告書 

市民課長 1 

11 亀岡市長印 4又は5 20 隷書 府民税、市税の更正
（決定）通知書、過
誤納金還付通知書、
過誤納金充当通知
書、減免決定通知書
及び座振替領収済通
知書 

税務課長 1 

     死体埋火葬許可、火
葬場使用許可及び火
葬執行証明 

市民課長 1 

国民健康保険の資格
に関する文書、国民
健康保険料に関する 

保険医療課
長 

1 
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文書、国民健康保険
の諸給付に関する文
書及び国民健康保険
法第113条の2に基づ
く文書並びに後期高
齢者医療保険料の更
正（決定）通知書、
過誤納金還付通知書
及び過誤納金充当通
知書 

  

介護保険被保険者の
資格に関する文書、
介護保険料の納入の
通知に関する文書、
介護保険被保険者の
認定に関する文書、
介護保険の諸給付に
関する文書、主治医
意見書の内容確認書
（おむつ代医療費控
除用）及び障害者控
除対象者認定書 

高齢福祉課
長 

1 

健康診断受診（結
果）通知書、診療報
酬請求書、各種診断
証明書及び各種予防
接種済証 

健康増進課
長 

1 

12 亀岡市長印 4又は5 10 
15 

隷書 府民税、市税、その
他税外収入金の納入
（納税）通知書、同
督促状及び同催告書 

総務課長 各1 

13 亀岡市長印 6 （直径）
7.5 

隷書 国民健康保険資格確
認書、国民健康保険
資格確認書（特別療
養）、国民健康保険
標準負担額減額認定
証及び国民健康保険
限度額適用・標準負
担額減額認定証に係
る認定並びに異動訂
正用 

保険医療課
長 

5 

14 亀岡市長印 7又は8 24 隷書又
はてん
書 

税務関係の公簿によ
る証明専用 

税務課長 1 

自動車臨時運行許可
用 

市民課長 1 

国民年金関係の公簿
による証明専用 

市民課長 1 

     国民健康保険の公簿
による証明専用 

保険医療課
長 

1 

民生関係の公簿によ
る証明専用 

福祉事務所
長 

1 

15 亀岡市長印 9 20 隷書 亀岡市立文化セン 
ター使用許可書 

各文化セン
ター館長 

各1 
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     亀岡市交流会館使用
許可書 

交流会館長 1 

亀岡市環境プロモー 
ションセンター使用
許可書 

環境政策課
長 

1 

16 亀岡市副市長
印 

10 21 てん書 副市長名をもってす
る文書等 

総務課長 1 

17 亀岡市長職務
代理者印 

11又は12 20 楷書 府民税及び市税の更
正（決定）通知書、
納税通知書及び税務
関係の公簿による証
明専用 

税務課長 1 

税督促状用及び税務
関係の公簿による証
明専用 

税務課長 1 

戸籍法及び住民基本
台帳法に基づく事務
及び証明、印鑑登録
証明並びに電子証明
事務用、特別永住者
証明書交付予定通知
書、特別永住者に係
る送付及び報告書並
びに死体埋火葬許
可、火葬場使用許
可、火葬執行証明、
自動車臨時運行許可
用並びに国民年金関
係の公簿による証明
専用 

市民課長 1 

国民健康保険及び国
民年金関係の公簿に
よる証明専用 

保険医療課
長 

1 

介護保険被保険者の
資格に関する文書、
介護保険料の納入の
通知に関する文書、
介護保険被保険者の
認定に関する文書、
介護保険の諸給付に
関する文書、主治医
意見書の内容確認書
（おむつ代医療費控
除用）及び障害者控
除対象者認定書 

高齢福祉課
長 

1 

     健康診断受診（結
果）通知書、診療報
酬請求書、各種診断
証明書及び各種予防
接種済証用 

健康増進課
長 

1 

民生関係の公簿によ
る証明専用 

福祉事務所
長 

1 
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18 亀岡市長職務
代理者印 

12 25 隷書 市長印に準ずる 総務課長 2 

19 亀岡市会計管
理者印 

13 21 てん書 会計管理者名をもっ
てする文書等 

会計課長 1 

20 亀岡市何何部
（室）長印 

14 20 てん書 部（室）長名をもっ
てする文書等 

各部（室）
長 

各1 

21 亀岡市会計管
理室長印 

15 20 てん書 会計管理室長名を 
もってする文書等 

財産管理課
長 

1 

22 亀岡市何何課
長印 

16又は17 20 隷書 課長名をもってする
文書等 

各課長 各1 

23 亀岡市立何何
文化センター
館長印 

18 21 隷書 館長名をもってする
文書等 

各文化セン
ター館長 

各1 

24 亀岡市立人権
福祉センター
館長印 

19 21 隷書 館長名をもってする
文書等 

人権福祉セ
ンター館長 

1 

25 亀岡市立何何
児童館館長印 

20 21 隷書 館長名をもってする
文書等 

各児童館館
長 

各1 

26 亀岡市文化資
料館長印 

21 18 てん書 文化資料館長名を 
もってする文書等 

文化資料館
長 

1 

27 亀岡市消費生
活センター所
長印 

22 21 隷書 所長名をもってする
文書等 

消費生活セ
ンター所長 

1 

28 京都府亀岡市
福祉事務所印 

23 21 隷書 福祉事務所名をもっ
てする文書等 

福祉事務所
長 

1 

29 京都府亀岡市
福祉事務所長
印 

24 18 隷書 福祉事務所長名を 
もってする文書等 

福祉事務所
長 

1 

30 亀岡市福祉事
務所長印 

25 タテ15ミリ
メートル 
ヨコ10ミリ
メートル 

てん書 身体障害者手帳療育
手帳異動訂正及び障
害福祉関係の公簿に
よる証明専用 

障がい福祉
課長 

1 

31 亀岡市福祉事
務所何何課長
印 

26 20 隷書 福祉事務所の課長名
をもってする文書等 

各課長 各1 

32 亀岡市立何何
保育所印 

27 21 楷書 保育所名をもってす
る文書等 

各保育所長 各1 

33 亀岡市立何何
保育所長印 

28 18 楷書 保育所長名をもって
する文書等 

各保育所長 各1 

34 亀岡市立本梅
こども園印 

29 21 楷書 こども園名をもって
する文書等 

本梅こども
園長 

1 

35 亀岡市立本梅
こども園長印 

30 18 楷書 こども園長名をもっ
てする文書等 

本梅こども
園長 

1 

36 亀岡市立森の
自然こども園
東本梅印 

31 21 楷書 こども園名をもって
する文書等 

森の自然こ
ども園東本
梅園長 

1 
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37 亀岡市立森の
自然こども園
東本梅園長印 

32 18 楷書 こども園長名をもっ
てする文書等 

森の自然こ
ども園東本
梅園長 

1 

38 亀岡市立山の
自然こども園
別院印 

33 21 楷書 こども園名をもって
する文書等 

山の自然こ
ども園別院
園長 

1 

39 亀岡市立山の
自然こども園
別院園長印 

34 18 楷書 こども園長名をもっ
てする文書等 

山の自然こ
ども園別院
園長 

1 

    「 

 別掲中            を削り、「３」を「２」に、「４」を「３」に、「５」を 

               」 

「４」に、「６」を「５」に、「７」を「６」に、「８」を「７」に、「９」を「８」に、 

「１０」を「９」に、「１１」を「１０」に、「１２」を「１１」に、「１３」を「１２」に、

「１４」を「１３」に、「１５」を「１４」に、「１６」を「１５」に、「１７」を「１６」に、

「１８」を「１７」に、「１９」を「１８」に、「２０」を「１９」に、「２１」を「２０」に、

「２２」を「２１」に、「２３」を「２２」に、「２４」を「２３」に、「２５」を「２４」に、

「２６」を「２５」に、「２７」を「２６」に、「２８」を「２７」に、「２９」を「２８」に、

「３０」を「２９」に、「３１」を「３０」に、「３２」を「３１」に、「３３」を「３２」に、

「３４」を「３３」に、「３５」を「３４」に改める。 

（かめまるランド条例施行規則の一部改正） 

第２条 かめまるランド条例施行規則（令和４年亀岡市規則第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条中「、健康保険証」を削る。 

 （亀岡市こども医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第３条 亀岡市こども医療費助成条例施行規則（平成５年亀岡市規則第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第１項中「こども医療費受給者証交付・再交付申請書（別記第１号様式）を」を「被保

険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であることの確認を受け、こども医療費受給者証

交付・再交付申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて」に改め、同条第２項を削る。 

 第６条第１号中「被保険者証等の記載事項」を「被保険者、組合員若しくは加入者又はその被

扶養者の資格に係る情報」に改める。 

 別記第１号様式備考中「健康保険証」を「医療保険の保険者から交付された資格情報のお知ら

せ、資格確認書等」に改める。 

 別記第４号様式中 

「 

                          を 

                         」 

「 

                          に改める。 

                         」 

亀 岡 市 之 印 

３歳未満・就学前・小学生・中学生・多子世帯 

３歳未満・就学前・小学生・中学生・高校生年代 
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（亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部

改正） 

第４条 亀岡市老人医療費支給条例施行規則

（平成１４年亀岡市規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

 第１２条第４号中「に係る加入保険者証の

記載事項」を「の資格に係る情報」に改める。 

 別記第２号様式中「被保険者証（又は組合

員証）に添えて」を「被保険者、組合員又は

加入者であることの確認を受けるとともに」

に改める。 

 別記第１２号様式中「「被保険者証（又は

組合員証）」及び」を削る。 

（亀岡市国民健康保険条例施行規則の一部改

正） 

第５条 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭

和５３年亀岡市規則第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１１条を次のように改める。 

 （資格確認書の交付） 

第１１条 世帯主は、その世帯に属する被保

険者に係る資格確認書の交付を求めるとき

は、別記第２号様式により交付を申請しな

ければならない。 

 第１２条の見出し中「被保険者証」を「資

格確認書」に改め、同条第１項中「被保険者

証」を「資格確認書」に改め、「直ちに」を

削り、「申請しなければならない」を「申請

することができる」に改め、同条第２項中

「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同

条第５項中「被保険者証」を「資格確認書」

に改め、同項を第６項とし、同条第４項中

「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同

項を第５項とし、同条第３項中「被保険者

証」を「資格確認書」に改め、同項を第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があっ

たときは、資格確認書を世帯主に再交付し

なければならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （資格情報通知書の再通知） 

第１２条の２ 世帯主は、その世帯に属する

被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚

し、又は失ったときは、別記第３号様式の

２により再通知を申請することができる。 

２ 資格情報通知書を破り、又は汚した場合

の前項の申請には、同項の申請書に、その

資格情報通知書を添えなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があっ

たときは、資格情報通知書を世帯主に再通

知しなければならない。 

 第１３条の見出し中「被保険者証」を「資

格確認書」に改め、同条第１項中「被保険者

証」を「資格確認書」に、「２年」を「５

年」に改め、同条第２項中「被保険者証」を

「資格確認書」に改める。 

 別記第１号様式中「被保険者証及び」を削

る。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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第２号様式（第１１条関係） 

国民健康保険 資格確認書交付申請書 

 （宛先）亀岡市長 

資格確認書の交付について次のとおり申請します。 

申請日      年   月   日  

申
請
者 

住所  

氏名  電話 －    － 

世帯主からみた続柄 □世帯主本人 □世帯員（   ） □その他（       ） 

世
帯
主 

氏名 
  

個人番号             

※代理人が申請する場合は、別途、委任状の添付が必要です。 
 
※ここから下の太枠内は、交付を希望する者について記入してください。 

住  所 
□ 同上 

１ 

（フリガナ）  （申請理由） 
１．紛失  ２．カード返納  ３．介助 
４．その他（              ） 氏 名  

（個人番号）             生年月日      年   月   日 

２ 

（フリガナ）  （申請理由） 
１．紛失  ２．カード返納  ３．介助 
４．その他（              ） 氏 名  

（個人番号）             生年月日      年   月   日 

３ 

（フリガナ）  （申請理由） 
１．紛失  ２．カード返納  ３．介助 
４．その他（              ） 氏 名  

（個人番号）             生年月日      年   月   日 

４ 

（フリガナ）  （申請理由） 
１．紛失  ２．カード返納  ３．介助 
４．その他（              ） 氏 名  

（個人番号）             生年月日      年   月   日 

５ 

（フリガナ）  （申請理由） 
１．紛失  ２．カード返納  ３．介助 
４．その他（              ） 氏 名  

（個人番号）             生年月日      年   月   日 

（記載上の注意）

申請理由欄 

の補足説明 

１ マイナンバーカードを紛失又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元に
ない。 

２ マイナンバーカードを返納する予定である。 
３ 介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資

格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である。 
４ その他 

※マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情を具体的に記載
してください。 

 
 
 
（注）マイナンバーカードを取得していない者及びマイナンバーカードを取得して

いるが保険証利用登録を行っていない者には、申請によらず資格確認書が交付
されるため、申請の必要はありません。 
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 別記第３号様式中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第１２号様式中 

「              「 
 

              を              に改める。 
 

             」              」 

療養の給付を受ける
ことができなかった
（ 被 保 険 者 証 が  
使えなかった）理由 

療 養 の 給 付 を   
受 け る こ と が   
できなかった理由 

第３号様式の２（第１２条の２関係） 

 

資格情報通知書 再通知申請書 
 

被 保 険 者 

記号・番号 
亀 

 

      － 

○新  

      － 

世 帯 主 

住所  

氏名  

再
通
知
す
る
被
保
険
者 

氏名 生年月日 個人番号 

    年  月  日             

    年  月  日             

    年  月  日             

    年  月  日             

    年  月  日             

    年  月  日             

    年  月  日             

申 請 理 由 紛失・盗難・焼失・毀損・その他  

注）１ 毀損等で資格情報通知書のある場合は、必ずこの届に添付してください。 

  ２ 紛失等で後日失った資格情報通知書を発見したときは、返還してください。 

 

 上記のとおり申請します。 

 

      年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 
申請者 住  所                       

 

 
 氏  名                       

 

  個人番号              

  
電話番号                       
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 別記第１７号様式の２中 

「 

 

                          を 

 

                         」 

「 

 

                          に改める。 

 

                         」 

（亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する規則の一部改正） 

第６条 亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する規則（平成１３年亀岡市規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「短期証若しくは資格証明書のいずれかを交付し」を「保険料滞納世帯に対して、保

険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主等が保険料を納付しない場合で 

あって、特別な事情があると認められない場合に特別療養費の支給を決定し」に改める。 

 第２条第４号中「令第１条の３」を「令第２８条の６」に改め、同条第５号中「法第９条第３

項」を「法第５４条の３」に改め、同条第６号中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条

第７号を削り、同条第８号を次のように改め、同号を同条第７号とする。 

⑻ 資格確認書（特別療養） 施行規則第２７条の５の２第４項の資格確認書（特別療養）を

いう。 

 第２条第９号中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同号を同条第８号とし、同条中第 

１０号から第１３号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第３条及び第４条を削る。 

 第５条の見出し中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条第１項中「法第９条第３項」

を「施行規則第２７条の５の２」に、「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条第２項を削

り、同条第３項中「前２項の規定によるほか、」を削り、「被保険者証」を「資格確認書」に改

め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「前３項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と

し、同条を第３条とする。 

 第６条の見出し中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条第１項中「被保険者証」を

「資格確認書」に改め、同条第２項中「被保険者証」を「資格確認書」に、「法第９条第３項又

は第４項」を「施行規則第２７条の５の２」に改め、同条第３項中「被保険者証」を「資格確認

書」に、「施行規則第７条の２第３項」を「施行規則第２７条の５の２第３項」に改め、同条を

第４条とする。 

 第７条の見出し中「資格証明書等」を「資格確認書（特別療養）」に改め、同条中「被保険者

証」を「資格確認書」に、「法第９条第６項」を「施行規則第２７条の５の２第４項」に、「資

格証明書（その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができ

＊ ＊ ＊ 

お持ち 
いただくもの 

・この通知書 
・国民健康保険被保険者証等 

 

 

お持ち 
いただくもの 
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る者又は１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者であるときは当該資

格証明書及びそれらの者に係る被保険者証

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者（原爆一般疾病医療費の支

給等を受けることができる者を除く。）に 

あっては、有効期間を６月とする被保険者証。

以下この項において同じ。）、その世帯に属

するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費

の支給等を受けることができる者又は１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者であるときはそれらの者に係る被保

険者証）」を「資格確認書（特別療養）」に

改め、同条を第５条とする。 

 第８条の見出し中「資格証明書」を「資格

確認書（特別療養）」に改め、同条第１項中

「資格証明書」を「資格確認書（特別療

養）」に、「被保険者証」を「資格確認書」

に改め、同条第２項中「被保険者証」を「資

格確認書」に改め、同条を第６条とする。 

 第９条第２項中「第５条」を「第３条」に、

「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同

条を第７条とする。 

 第１０条を第８条とする。 

 第１１条中「第７条」を「第５条」に、

「資格証明書」を「資格確認書（特別療

養）」に、「第９条」を「第７条」に改め、

同条を第９条とする。 

 第１２条を第１０条とし、第１３条を第 

１１条とする。 

 第１４条中「短期証又は資格証明書」を

「資格確認書（特別療養）」に改め、同条を

第１２条とする。 

 第１５条中「施行規則第６条の２」を「施

行規則第６条」に、「被保険者証、短期証及

び資格証明書」を「資格確認書」に改め、同

条を第１３条とする。 

 第１６条を第１４条とする。 

（亀岡市休日急病診療所条例施行規則の一部

改正） 

第７条 亀岡市休日急病診療所条例施行規則

（昭和５６年亀岡市規則第１５号）の一部を

次のように改正する。 

 別記第１号様式中「健康保険者証を診療申

込書に添えて」を「被保険者、組合員若しく

は加入者又はその被扶養者であることの確認

を受けるとともに診療申込書を」に、「健康

保険者証の提示がないとき」を「被保険者、

組合員若しくは加入者又はその被扶養者であ

ることの確認を受けないとき」に、「健康保

険者証を後日提示があった場合」を「後日、

被保険者、組合員若しくは加入者又はその被

扶養者であることの確認を受けた場合」に改

める。 

 （亀岡市印鑑条例施行規則の一部改正） 

第８条 亀岡市印鑑条例施行規則（平成６年亀

岡市規則第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条第１項中「健康保険証、国民健康保

険証、船員保険証、共済組合員証、」を削る。 

 別記第２号様式中「健康保険証などの」を

削る。 

 別記第５号様式中 
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「 

 

 

                                      」を 

「 

 

 

                                      」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市福祉医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３５号 

 

亀岡市福祉医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市福祉医療費支給条例施行規則（昭和５０年亀岡市規則第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条の４を次のように改める。 

 （所得の範囲） 

第２条の４ 条例第４条に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項

第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定により課する同号に掲げる税を含

む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外

の所得とする。 

 第２条の４の次に次の１条を加える。 

 （所得の計算方法等） 

 

□免許証 □パスポート 

□保険証 □個人番号カード（No.             ） 

□その他（                     ） 

□免許証 □パスポート 

□個人番号カード（No.                ） 

□その他（                     ） 
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第２条の５ 条例第４条に規定する所得の額は、

その所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の市町村民税に係る地方税法第  

３１３条第１項に規定する総所得金額（所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得又は同法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得を有す

る場合には、同法第２８条第２項の規定によ

り計算した金額及び同法第３５条第２項第１

号の規定により計算した金額の合計額から 

１０万円を控除して得た金額（当該金額が零

を下回る場合には、零とする。）と同項第２

号の規定により計算した金額とを合算した額

を当該給与所得の金額及び同条第１項に規定

する雑所得の金額の合計額として計算するも

のとする。）、退職所得金額及び山林所得金

額、地方税法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額（条例第４条第２号の規定にあっては、

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額（条例第４条第２号

の規定にあっては、租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、これらの規定の適用により同

法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額）、地

方税法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第  

１４４号）第８条第７項（同法第１２条第７

項及び第１６条第４項において準用する場合

を含む。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第９項（同法第１２条第８項及び

第１６条第５項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号）第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額並びに同条第１２

項に規定する条約適用配当等の額を合計した

額（条例第４条第１号に規定する者の配偶者

又はその者の扶養義務者及び同条第２号に規

定する親並びにその者の扶養義務者の所得に

あっては、その合計額から８万円を控除した

額）とする。 

２ 次の各号に該当する者については、それぞ

れ当該各号に掲げる額を前項の規定により計

算した額から控除するものとする。 

⑴ 前項に規定する市町村民税につき、地方

税法第３１４条の２第１項第１号、第２号、

第４号若しくは第１０号の２に規定する控

除を受けた者又は同項第３号に規定する控

除を受けた重度心身障がい者 当該雑損控

除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛

金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社

会保険料控除額に相当する額 

⑵ 前項に規定する市町村民税につき、次に

掲げる者については、それぞれに定める額

とする。 

ア 地方税法第３１４条の２第１項第６号

に規定する控除を受けた者 当該控除の

対象となった障がい者１人につき、２７

万円（当該障がい者が同号に規定する特

別障害者である場合には、４０万円） 
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イ 地方税法第３１４条の２第１項第８号

に規定する控除を受けた者 ２７万円

（当該控除を受けた者が同項第８号の２

に規定するひとり親である場合には、 

３５万円） 

ウ 地方税法第３１４条の２第１項第９号

に規定する控除を受けた者 ２７万円 

⑶ 前項に規定する市町村民税につき、地方

税法附則第６条第４項に規定する免除を受

けた者 当該免除に係る所得の額 

３ その所得が生じた年の翌年の１月１日以後

に災害により生じた地方税法第３１４条の２

第１項第１号に規定する損失の金額の合計額

が第１項の規定により計算したその所得の額

の１０分の１に相当する額（第１号に掲げる

場合において、その額が同号に掲げる額に満

たないときは、同号に掲げる額）を超えるに

至ったときは、その超えるに至った日後にそ

の者が受けた医療に係る医療費については、

同年の１月１日から当該医療を受けた日の前

日までの間に災害により生じた同条第１項第

１号に規定する損失の金額の合計額（次の各

号に掲げる場合には、その合計額から当該各

号に掲げる額を控除した額）を第１項の規定

により計算したその所得の額から控除するも

のとする。 

⑴ 第１項の規定により計算したその所得の

額から控除すべき前項第１号に掲げる雑損

控除額に相当する額がある場合において、

当該雑損控除額の計算の基礎となった損失

の金額のうちに災害により生じた損失の金

額がある場合 その金額の合計額 

⑵ 前号に規定する雑損控除額に相当する額

がない場合 第１項の規定により計算した

その所得の額の１０分の１に相当する額 

４ その所得が生じた年の翌年の１月１日以後

に支払った条例第２条に規定する者に係る地

方税法第３１４条の２第１項第２号に規定す

る医療費の金額の合計額が第１項の規定によ

り計算したその所得の額の１００分の５に相

当する額と１０万円のいずれか少ない方の額

（第１号に掲げる場合において、その額が同

号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げ

る額）を超えるに至ったときは、その超える

に至った日後にその者が受けた医療に係る医

療費については、同年の１月１日から当該医

療を受けた日の前日までの間に支払った同条

第１項第２号に規定する医療費の金額の合計

額（次の各号に掲げる場合には、その合計額

から当該各号に掲げる額を控除した額）と 

２００万円（第１号に規定する医療費控除額

に相当する額がある場合には、２００万円か

らその額を控除した額）のいずれか少ない方

の額を第１項の規定により計算したその所得

の額から控除するものとする。 

⑴ 第１項の規定により計算したその所得の

額から控除すべき第２項第１号に掲げる医

療費控除額に相当する額がある場合におい

て、当該医療費控除額の計算の基礎となっ

た医療費の金額のうちに当該条例第２条に

規定する者に係る医療費の金額がある場合 

 その金額の合計額 

⑵ 前号に規定する医療費控除額に相当する

額がない場合 第１項の規定により計算し

たその所得の額の１００分の５に相当する

額と１０万円のいずれか少ない方の額 

 第３条中「（別記第１号様式）に」の次に

「医療保険の保険者から交付された資格確認書

等及び」を加え、同条中第７号を次のように改

める。 

⑺ 条例第２条第１項第２号又は第３号に該

当する場合 

ア 当該事実を明らかにする書類の写し 

イ 所得税の課税状況又は前年の所得が第

２条の３に規定する額を超えないことを

証する書類の写し 
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 第７条第３号を次のように改める。 

⑶ 被保険者、組合員又は加入者（世帯主）の資格に係る情報 

 第９条中「受給者証による診療を担当しない保険医療機関等で医療を受けた場合において」を削

る。 

 別記第１号様式（表）中 

「          

                             を 

                            」 

「   

                             に、 

                            」 

「           「 

           を           に、 

          」           」 

「 

障害者、特別障害者、老年者、寡婦(寡

夫)、勤労学生の別 
寡    ・    勤 障・特障・老・勤 障・特障・老・寡・勤 

                                          」 

を 

「 

障害者、特別障害者、老年者、寡婦、 

ひとり親、勤労学生の別 
寡・ひとり親・勤 障・特障・老・勤 障･特障･老･寡･ひとり親･勤 

                                          」 

に改め、同様式（裏）中「医療保険証により」を「医療保険について」に改める。 

 別記第３号様式（裏）中 

「２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証（組合員証又は加入者証）に添 

えてこの証を必ず窓口に提出してください。                     」 

を 

「２ 保険医療機関等で診療を受ける際は、この証を窓口に提出してください。ただし、その際 

に電子資格確認を受けない場合は資格確認書を添付してください。           」 

に、「詐欺罪として懲役の処分を受けます」を「罰せられることがあります」に改める。 

 別記第７号様式中 

「 

 

                              を 

 

                             」 

被 保 険 者 証 

発 行 機 関 名 

保 険 者 

の 名 称 

異動種別 

□ 氏名  □ 住所、世帯主、被保険者氏名 

□ 保険関係  □ 加入被保険者証の記載事項 

□ その他 

組 

保 

・ 

国 

保 

・ 

共 

済 

・ 

船 

員 

・ 

組 

健 

・ 

政 

健 

協 会 健保 日 雇 船員 共済 市町村 国保 

けんぽ 組合 特例保険 保険 組合 国 保 組合 
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「 

 

                              に改める。 

 

                             」 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立認定こども園条例及び亀岡市立保育所条例の一部を改正する等の条例の施行期日を定め

る規則をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３６号 

 

亀岡市立認定こども園条例及び亀岡市立保育所条例の一部を改正する等の条例の施行

期日を定める規則 

 

 亀岡市立認定こども園条例及び亀岡市立保育所条例の一部を改正する等の条例（令和５年亀岡市

条例第２４号）の附則第１項第２号に規定する規則で定める日は、令和７年３月１日とする。 

 

「掲示済」 

 

 

異動種別 

□ 氏名  □ 住所、世帯主、被保険者氏名 

□ 保険関係  □ 被保険者等の資格に係る情報 

□ その他 
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 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３７号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第１項中「１００分の２０５」を

「１００分の２１０」に、「１００分の  

２４５」を「１００分の２５０」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の４１」を 

「１００分の４３」に、「１００分の４９」

を「１００分の５１」に改め、同項第２号中

「１００分の６１．５」を「１００分の  

６４．５」に、「１００分の７３．５」を

「１００分の７６．５」に改め、同項第３号

中「１００分の７１．７５」を「１００分の

７５．２５」に、「１００分の８５．７５」

を「１００分の８９．２５」に改め、同項第

４号中「１００分の８２」を「１００分の 

８６」に、「１００分の９８」を「１００分

の１０２」に改め、同項第５号中「１００分

の９２．２５」を「１００分の９６．７５」

に、「１００分の１１０．２５」を「１００

分の１１４．７５」に改める。 

 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の    

９７．５」を「１００分の１００」に、 

「１００分の１１７．５」を「１００分の 

１２０」に改め、同条第２項第１号中  

「１００分の１９．５」を「１００分の  

２０．５」に、「１００分の２３．５」を

「１００分の２４．５」に改め、同項第２号

中「１００分の２９．２５」を「１００分の

３０．７５」に、「１００分の３５．２５」

を「１００分の３６．７５」に改め、同項第

３号中「１００分の３４．１２５」を  

「１００分の３５．８７５」に、「１００分

の ４ １ ． １ ２ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の     

４２．８７５」に改め、同項第４号中  

「１００分の３９」を「１００分の４１」に、

「１００分の４７」を「１００分の４９」に

改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 １ ０ ０ 分 の     

４ ３ ． ８ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の      

４ ６ ． １ ２ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の     

５ ２ ． ８ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の      

５５．１２５」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「１００分の４３」

を「１００分の４２」に、「１００分の  

５１」を「１００分の５０」に改め、同項第

２号中「１００分の６４．５」を「１００分

の６３」に、「１００分の７６．５」を 

「１００分の７５」に改め、同項第３号中

「１００分の７５．２５」を「１００分の 

７３．５」に、「１００分の８９．２５」を

「１００分の８７．５」に改め、同項第４号

中「１００分の８６」を「１００分の８４」

に、「１００分の１０２」を「１００分の 

１００」に改め、同項第５号中「１００分の

９６．７５」を「１００分の９４．５」に、 

「１００分の１１４．７５」を「１００分の

１１２．５」に改める。 

 第８条の２第２項第１号中「１００分の 

２０．５」を「１００分の２０」に、  

「１００分の２４．５」を「１００分の  

２４」に改め、同項第２号中「１００分の 

３０．７５」を「１００分の３０」に、 
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「１００分の３６．７５」を「１００分の 

３６」に改め、同項第３号中「１００分の 

３５．８７５」を「１００分の３５」に、

「１００分の４２．８７５」を「１００分の

４２」に改め、同項第４号中「１００分の 

４１」を「１００分の４０」に、「１００分

の４９」を「１００分の４８」に改め、同項

第５号中「１００分の４６．１２５」を 

「１００分の４５」に、「１００分の   

５５．１２５」を「１００分の５４」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、令和６年

１２月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は、令和７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第２１６号 

 

 亀岡市障害児（者）日常生活用具等補助用具

給付事業実施要綱を次のように定める。 

 

   令和６年１２月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市障害児（者）日常生活用具

等補助用具給付事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第７７条に規定する地域生活支援事業

として、障害者又は障害児（法第４条第１項

に規定する障害者及び同条第２項に規定する

障害児をいう。以下「障害者等」という。）

に対して、障害ゆえに必要な物品であって、

障害者等の日常生活や介護を容易にするよう

な用具（以下「日常生活用具等」という。）

と一体で用いることで、日常生活用具等の機

能を維持させる補助用具（以下「用具」とい

う。）を給付することにより、被災時等の緊

急時においても障害者等の日常生活を維持す

ることを目的とする。 

 （用具の種目及び給付の対象者等） 

第２条 用具は、給付することとし、別表の種

目欄に掲げる用具とする。 

２ 給付の対象者は、市内に居住する在宅生活

者であり、別表の対象者欄に掲げるものとす

る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 
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３ 給付する額は、別表の上限額欄に掲げる額

とする。 

 （給付の申請） 

第３条 用具の給付を受けようとする者又は家

族等（以下「申請者」という。）は、用具の

購入前に亀岡市障害児（者）日常生活用具等

補助用具給付申請書（別記第１号様式）を市

長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、身体障害者にあっては

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条に規定する身体障害者手帳の写

しを、難病患者等（法第４条第１項に規定す

る治療方法が確立していない疾病その他の特

殊の疾病であって政令で定めるものによる障

害の程度が厚生労働大臣が定める程度である

者をいう。）にあっては難病の患者に対する

医療等に関する法律（平成２６年法律第５０

号）第７条第４項に規定する医療受給者証の

写し及び対象者であることを証する書類を添

付しなければならない。 

 （給付の決定及び通知） 

第４条 市長は、前条の規定による申請を受け

たときは、その内容を審査し、用具の給付の

適否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により用具の給付を決

定したときは、亀岡市障害児（者）日常生活

用具等補助用具給付決定通知書（別記第２号

様式。以下「決定通知書」という。）及び亀

岡市障害児（者）日常生活用具等補助用具給

付券（別記第３号様式。以下「給付券」とい

う。）を、給付申請の却下を決定したときは、

亀岡市障害児（者）日常生活用具等補助用具

給付却下決定通知書（別記第４号様式）を申

請者に交付するものとする。 

 （用具の納品） 

第５条 納入業者は、給付決定を受けた者（以

下「受給者」という。）から前条第２項に規

定する決定通知書の提示を受けて用具を納品

し、受給者は、給付券に必要事項を記載し納

入業者に提出するものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 受給者の負担すべき額は、納入に要す

る額から決定通知書に記載された公費負担額

を控除した額とし、納入業者に対し支払うも

のとする。 

 （費用の請求） 

第７条 納入業者は、必要事項を記載した給付

券を添付し、前条の規定により公費負担額を

市に請求するものとする。 

 （再給付の制限） 

第８条 受給者は、用具の給付を受けた日から

別表に規定する耐用年数の１月前の日までの

期間を経過していないときは、同種目の用具

の給付を受けることができない。ただし、市

長が必要と認める場合は、この限りでない。 

 （給付費用の返還） 

第９条 市長は、受給者が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、用具の給付に要

した費用の一部又は全部を返還させることが

できる。 

⑴ 給付された用具を給付目的に反して使用

したとき。 

⑵ 偽りその他不正な手段によって、又は第

２条に規定する給付の対象者でなくなった

後に用具の給付を受けたとき。 

⑶ 給付された用具を譲渡し、又は担保に供

したとき。 

 （給付台帳の整備） 

第１０条 市長は、用具の給付の状況を明確に

するため、亀岡市障害児（者）日常生活用具

等補助用具給付台帳（別記第５号様式）を整

備するものとする。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、事業

の実施に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

【別表、別記様式 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１７号 

 

 亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱等の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

   令和６年１２月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱等の一部を改正する告示 

 

（亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱の一部改正） 

第１条 亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱（平成２２年亀岡市告示第６０号）の一部

を次のように改正する。 

 別記第２号様式中「、保険証」を削る。 

（亀岡市未熟児養育医療給付要綱の一部改正） 

第２条 亀岡市未熟児養育医療給付要綱（平成２５年亀岡市告示第５２号）の一部を次のように改

正する。 

 別記第１号様式中 

「                「  

               を                に改める。 

              」                」 

 別記第３号様式中 

「            「 

            を            に改める。 

           」            」 

（亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱の一部改正） 

第３条 亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱（平成２０年亀岡市告示第１７号）の一

部を次のように改正する。 

被保険者証等の記号  

及 び 番 号  

被 保 険 者 等 の 

記 号 及 び 番 号 

被保険者証の  

記号及び番号  

被保険者等の  

記号及び番号  
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 第５条中「という。）は」の次に「、受診者及び受診者と同一の医療保険に属する者が被保険

者等であることの確認を受けるとともに」を加え、同条第４号を削る。 

 別記第３号様式（表面）中「、健康保険証」を削る。 

 （亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付要綱の一部改正） 

第４条 亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付要綱（令和３年亀岡市告示第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第１項中「、健康保険証」を削る。 

 （亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部改正） 

第５条 亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱（令和５年亀岡市告示第１８７号）の一部

を次のように改正する。 

 別記第１号様式中「、保険証」を削る。 

 （亀岡市空き家・空き地バンク設置要綱の一部改正） 

第６条 亀岡市空き家・空き地バンク設置要綱（平成２８年亀岡市告示第２１３号）の一部を次の

ように改正する。 

 別記第８号様式中 

「 

 

                                        」 

を 

「 

 

                                        」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

□ 本人確認書類（□ 運転免許証 □ 健康保険証 □ その他） 

□ 購入資金予定（□ 手持ち □ ローン □ その他） 

□ 本人確認書類（□ 運転免許証 □ その他） 

□ 購入資金予定（□ 手持ち □ ローン □ その他） 
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 亀岡市告示第２１８号 

 

 建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の

申請について及び測量・建設コンサルタント等

の入札参加資格、資格審査の申請及び業者選定

に関する要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

 

   令和６年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

建設工事の競争入札参加資格及び

資格審査の申請について及び測

量・建設コンサルタント等の入札

参加資格、資格審査の申請及び業

者選定に関する要綱の一部を改正

する告示 

 

（建設工事の競争入札参加資格及び資格審査

の申請についての一部改正） 

第１条 建設工事の競争入札参加資格及び資格

審査の申請について（昭和３９年亀岡市告示

第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「別記第１号様式。」を削

る。 

 第５条中「国土交通省統一様式による」を

削る。 

 第６条第１項ただし書を削り、同項第１号

中「（別記第２号様式）」を削り、同項第３

号中「（別記第３号様式）」を削り、同項第

４号中「（別記第４号様式）」を削り、同項

第６号を削り、同項第７号を同項第６号とし、

同項第８号中「（別記第７号様式）」を削り、

同号を同項第７号とし、同項第９号を同項第

８号とし、同項第１０号中「総合評価値通知

書（建設業法施行規則」を「総合評定値通知

書（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令

第１４号）」に改め、同号を同項第９号とし、

同項第１１号を同項第１０号とし、同項第 

１２号を削り、同項第１３号を同項第１１号

とし、同項第１４号を同項第１２号とする。 

 第６条第２項第１号中「（別記第４号様

式）」を削り、同項第３号中「（別記第７号

様式）」を削り、同項第５号中「総合評価値

通知書」を「総合評定値通知書」に改め、同

項第７号を削り、同項第８号を同項第７号と

し、同項第９号を同項第８号とする。 

 第７条中「（別記第９号様式）」及び

「（別記第１０号様式）」を削る。 

 第８条第１項中「前条の規定により資格審

査の結果を通知した日の翌日から、」を「資

格審査申請書を提出した年の４月１日から」

に改め、同項ただし書を削る。 

 第９条中「（別記第１１号様式）」を削り、

同条ただし書を削り、同条に次の１号を加え

る。 

⑻ 総合評定値通知書（建設業法施行規則

第２１条の４に規定する通知の写） 

 第１０条第３項中「（別記第１２号様

式）」を削る。 

 第１１条第２項中「（別記第１３号様

式）」を削る。 

 別記第１号様式から別記第１３号様式まで

を削る。 

（測量・建設コンサルタント等の入札参加資

格、資格審査の申請及び業者選定に関する要

綱の一部改正） 

第２条 測量・建設コンサルタント等の入札参

加資格、資格審査の申請及び業者選定に関す

る要綱（平成７年亀岡市告示第６３号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第１項後段を削り、同項中第６号を

削り、第７号から第９号までを１号ずつ繰り

上げ、第１０号を削り、第１１号を第９号と

し、第１２号を第１０号とし、同条第２項中
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第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号

を第４号とする。 

 第６条第１項中「前条の規定により当該審

査の結果を通知した日の翌日から、」を「資

格審査申請書を提出した年の４月１日から」

に改め、同項ただし書を削る。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１９号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和６年度 

後期高齢者医療保険料督促状第４期分 

２ 送達を受けるべき者 

№ 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

   令和６年１２月３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和６年度介護保険料督促状 第５期分 

２ 送達を受けるべき者 

 
住所 氏名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 
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３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住  所 氏  名 

1 督促状 
令和6年度 
令和5年度 
過1期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 
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12 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

13 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

14 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

15 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

16 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

17 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

18 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

19 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

20 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

21 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

22 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

23 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

24 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

25 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

26 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

27 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

28 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

29 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

30 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

31 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

32 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

33 督促状 
令和6年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２の３第１項の規定により、指定納

付受託者を次のとおり指定したので、亀岡市財

務規則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７

条の２第２項の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定納付受託者の名称及び所在地 

アマゾンジャパン合同会社 

東京都目黒区下目黒１－８－１ 

２ 指定納付受託者が納付事務を行う歳入 

寄附金 

３ 指定をした日 

令和６年１１月１９日 

４ 指定の期日 

令和７年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２３号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部税務課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば

交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

１ 送達する書類 

令和６年度 市民税・府民税・森林環境税 

税額変更通知書 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 
送達する書類 

送達を受けるべき者 

住  所 氏  名 

1 
令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 
税額変更通知書 

省略 省略 

2 
令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 
税額変更通知書 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在不明又は外国においてすべき送達が困難であるため、亀

岡市市民生活部税務課において保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 
送達する書類 

送達を受けるべき者 

住  所 氏名又は名称 

1 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 
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2 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

3 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

4 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

5 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

6 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

7 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

8 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

9 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

10 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

11 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

12 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

13 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

14 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

15 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

16 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

17 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

18 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

19 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

20 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

21 
令和6年度 督促状 
固定資産税 第4期 

省略 省略 

22 
令和6年度 督促状 
市府民税 第2期 

省略 省略 

23 
令和6年度 督促状 
市府民税 第2期 

省略 省略 

24 
令和6年度 督促状 
市府民税 第2期 

省略 省略 

25 
令和6年度 督促状 
市府民税 第3期 

省略 省略 
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２ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１項の地縁による団体の認可を

したので、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

認可を行った地縁による団体 

１ 名称  大井町南金岐区 

２ 規約に定める目的 

 次に掲げる自主的な共同活動を行うことに

より、会員相互の親睦と交流を深め、安全に

安心して暮らせる地域づくりを行うことを目

的とする。 

⑴ 会員相互の連絡及び親睦・交流 

⑵ 美化・清掃など区域内の環境整備 

⑶ 集会施設の維持管理 

⑷ 区域内の防犯・防災及び安全向上 

⑸ その他目的達成に必要な事項 

３ 区域 

亀岡市大井町南金岐の全区域及び北金岐観

音下１番地の区域とする。 

４ 主たる事務所 

  亀岡市大井町南金岐清水２８番地１ 

５ 代表者の氏名及び住所 

  氏 名  山本 哲也 

  住 所  省略 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有

無及び職務代行者の選任の有無 

  無 

７ 代理人の有無 

  無 

８ 規約に定める解散の事由 

 地方自治法第２６０条の２０の規定により

解散する。 

９ 認可年月日  令和６年１２月２３日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２７号 

 

 亀岡市小規模保育事業の認可等に関する要綱

を次のように定める。 

 

   令和６年１２月２３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市小規模保育事業の認可等に

関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第 

３４条の１５第２項の規定による家庭的保育

事業等のうち小規模保育事業の認可（以下

「事業認可」という。）等について、子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生

省令第１１号）、亀岡市家庭的保育事業等の
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設置及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年亀岡市条例第２２号）及び亀岡市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例（平成２６年

亀岡市条例第２１号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義

は、前条に掲げる法令又は条例において使用

する用語の例による。 

（認可の申請） 

第３条 事業認可を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、亀岡市小規模保育

事業認可兼小規模保育事業者確認申請書（別

記第１号様式）に必要書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その

内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行

うとともに、法第３４条の１５第４項の規定

により、亀岡市子ども・子育て会議条例（平

成２５年亀岡市条例第２９号）第１条に規定

する亀岡市子ども・子育て会議の意見を聴き、

事業認可の適否について判断するものとする。 

３ 市長は、法第３４条の１５第５項の規定に

より事業認可を決定したときは、亀岡市小規

模保育事業認可決定通知書（別記第２号様

式）により申請者に対して通知するものとす

る。 

４ 市長は、法第３４条の１５第５項の規定に

より事業認可をしないことを決定したときは、

同条第６項の規定により亀岡市小規模保育事

業不認可決定通知書（別記第３号様式）にそ

の理由を付し、申請者に対して通知しなけれ

ばならない。 

（認可内容の変更） 

第４条 前条第３項の規定により事業認可の決

定を受けた者（以下「事業者」という。）が、

同条第１項の申請の内容を変更しようとする

ときは、亀岡市小規模保育事業認可・確認事

項変更届出書（別記第４号様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の届出があったときは、その

内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市

小規模保育事業認可・確認事項変更受理通知

書（別記第５号様式）により事業者に対して

通知するものとする。 

（認可の取消し） 

第５条 市長は、法第５８条第２項の規定によ

り事業認可を取り消したときは、亀岡市小規

模保育事業認可取消通知書（別記第６号様

式）により事業者に対して通知するものとす

る。 

（事業の廃止又は休止） 

第６条 事業者は、小規模保育事業の廃止又は

休止をしようとするときは、原則として事業

を廃止又は休止しようとする日の１年前まで

に、次に掲げる事項について市長と事前協議

を行わなければならない。 

⑴ 廃止又は休止の理由 

⑵ 現に保育を受けている児童に対する措置

及び保護者への説明 

⑶ 廃止しようとする者にあっては、廃止の

期日及び財産の処分 

⑷ 休止しようとする者にあっては、休止の

予定期間 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

２ 事業者は、前項の事前協議後に小規模保育

事業の廃止又は休止をしようとするときは、

廃止又は休止しようとする日の３月前までに

亀岡市小規模保育事業廃止（休止）承認申請

書（別記第７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の申請を承認するときは、亀

岡市小規模保育事業廃止（休止）承認通知書

（別記第８号様式）により事業者に対して通

知するものとする。 
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４ 市長は、第２項の申請を承認しないときは、

亀岡市小規模保育事業廃止（休止）不承認通

知書（別記第９号様式）により事業者に対し

て通知するものとする。 

（実地調査等） 

第７条 市長は、必要と認めるときは、事業者

に対して小規模保育事業所の運営について実

地調査を行い、又は報告を求めることができ

る。この場合において、事業者は、実地調査

等を円滑に行えるよう協力しなければならな

い。 

（指導及び改善の勧告） 

第８条 市長は、前条に規定する実地調査の結

果、児童の処遇等に適切を欠くと認めたとき

は、事業者に対し必要な指導及び改善の勧告

（以下「指導等」という。）を行うものとす

る。 

２ 市長は、事業者に対し指導等を行ったとき

は、再度前条の実地調査を行い、又は報告を

求め、小規模保育事業所の運営について改善

状況を確認するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

【別記様式 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画用途

地域を変更したので、同法第２１条第２項の規

定において準用する同法第２０条第１項の規定

により、次のとおり告示し、同条第２項の規定

により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供

する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画用途地域 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市篠町篠芦原、上長尾、下長尾、鍋倉、

牧田、向谷、松ケ池及び洗川、森下タン条

及び向坂並びに王子西長尾の各一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画地区

計画を変更したので、同法第２１条第２項の規

定において準用する同法第２０条第１項の規定

により、次のとおり告示し、同条第２項の規定

により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供

する。 

 

   令和６年１２月２４日 
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          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画地区計画 

２ 都市計画の名称 

篠町夕日ケ丘東地区地区計画 

（変更前の名称：篠町篠牙ケ尾地区地区計

画） 

３ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市篠町篠下西山及び松ケ池並びに夕日

ケ丘四丁目の各一部 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

１９条第１項の規定により、南丹都市計画地区

計画を決定したので、同法第２０条第１項の規

定により、次のとおり告示し、同条第２項の規

定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に

供する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画地区計画 

２ 都市計画の名称 

篠町夕日ケ丘西地区地区計画 

３ 都市計画を定める土地の区域 

亀岡市篠町篠芦原、上長尾、下長尾、鍋倉、

牧田、向谷及び松ケ池並びに王子西長尾の

各一部 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

１９条第１項の規定により、南丹都市計画地区

計画を決定したので、同法第２０条第１項の規

定により、次のとおり告示し、同条第２項の規

定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に

供する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画地区計画 

２ 都市計画の名称 

篠町篠洗川地区地区計画 

３ 都市計画を定める土地の区域 

亀岡市篠町篠洗川、篠向谷、森下タン条及

び森向坂の各一部 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第１９条第

１項の規定により都市計画を変更したので、同

法第２１条第２項の規定において準用する同法

第２０条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の

変更に係る図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

南丹都市計画下水道（亀岡市公共下水道） 

２ 都市計画を定める土地の区域 

昭和４９年亀岡市告示第２１号の土地の区

域に追加する部分 

亀岡市篠町、保津町、旭町、千歳町、河

原林町、馬路町地内の各一部 

３ 都市計画の縦覧場所 

亀岡市安町釜ケ前２０番地 

亀岡市上下水道部下水道課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第１項の規定により都市計画を変更した

ので、同条第２項の規定において準用する同法

第２０条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市千代川町今津２丁目 

亀岡市篠町柏原中又 

亀岡市篠町篠上長尾 

亀岡市大井町並河新戸 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３４号 

 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第 

１０条の６第１項の規定により特定生産緑地の

指定を解除したので、同条第２項の規定におい

て準用する同法第１０条の２第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

指定を解除した区域及び面積 

区域 面積（㎡） 

篠町柏原中又６３番２ 211 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和６年１２月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「曽我部町犬飼区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 山脇 高志 

２ 変更年月日 

   令和６年１２月７日 

３ 変更理由 

   前代表者死亡に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３６号 

 

 亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年亀岡市条例第４号）第３

条第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

   令和６年１２月２７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

管理を行わせる 
公の施設の名称 

指定管理者となる団体 指定の期間 

ガレリアかめおか 
一般社団法人 
かめおかコンベンションビューロー 

令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市薭田野生涯学習センター 薭田野町自治会 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市大井生涯学習センター 大井町自治会 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市西別院生涯学習センター 西別院町自治会 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市河原林生涯学習センター 河原林町自治会 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティ
センター 

南つつじケ丘自治会 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

ふれあいプラザ 
社会福祉法人 
亀岡市社会福祉協議会 

令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市土づくりセンター 
公益財団法人 
亀岡市農業公社 

令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市農業公園 
公益財団法人 
亀岡市農業公社 

令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市食肉センター 亀岡市食肉センター管理組合 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市都市公園（42箇所） 
公益財団法人 
亀岡市都市緑花協会 

令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

亀岡市保津川水辺公園 保津川遊船企業組合 
令和7年4月1日から 
令和11年3月31日まで 

 

「掲示済」 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 57

第９６０号令和７年１月１５日発行 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第１２１号 

 

 西日本旅客鉄道株式会社の株式取得代行業務

について、公募型プロポーザル方式により事業

者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

西日本旅客鉄道株式会社の株式取得代行

業務 

⑵ 業務内容 

西日本旅客鉄道株式会社の株式取得代行 

⑶ 業務期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

⑷ 業務場所 

京都府亀岡市域 

⑸ 購入予定価格 

１００，０００，０００円以内 

（手数料含む。） 

 

２ その他 

 詳細は、西日本旅客鉄道株式会社の株式取

得代行業務公募型プロポーザル実施要領によ

る。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１２２号 

 

 一般競争入札（条件付き）にかかる特定建設工事共同企業体の公募について、次のとおり公告す

る。 

 なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、現場の週休２日を確保できるよう工事

を実施する「週休２日制促進工事（発注者指定方式）」の対象である。 

 また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和６年１２月４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  6教第4号 

⑵ 工  事  名  育親学園新校舎建設工事（Ⅰ期） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市本梅町中野地内 

⑷ 工 事 種 別  建築一式工事 

⑸ 工 事 概 要  ・育親学園新校舎建設工事（校舎及び附属建築物） 

           RC造・木構造 2階建て、延床面積：合計約6,800㎡ 

          ・建築工事               一式 

          ・電気設備工事             一式 

          ・機械設備工事             一式 

          ・その他附帯工事            一式 

⑹ 工 期  議決のあった翌日から令和8年3月31日まで 

⑺ 部 分 払  有（部分払1回） 

⑻ 前 金 払  有（保証事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内 保証事業会社

の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に
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関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  有 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）又は単体とし、次に掲げる要件等を

満たすものであること。なお、その他の要件については、一般競争入札（事後公表）公告共通事

項（以下「共通事項」という。）のとおりとする。 

⑴ 共同企業体の場合 

ア 共同企業体の要件 

(ｱ) 構成員の数は、2者又は3者とする。その内訳は、２⑴イに定める要件を満たす共同企業

体の代表者となる構成員1者、及び２⑴ウに定める要件を満たす代表者以外の構成員1者又

は2者とする。ただし、1者が複数の共同企業体の代表者又は構成員となることはできない。 

(ｲ) 共同企業体は、自主結成とする。 

(ｳ) 構成員の出資比率は、2者の場合30パーセント以上、3者の場合20パーセント以上の出資

比率であるものとする。 

(ｴ) 共同企業体入札参加申請書等の提出初日から開札日までの期間において、京都府及び亀

岡市の指名停止を受けていないこと。 

イ 共同企業体の代表者の要件 

 共同企業体の代表者は、(ｱ)又は(ｲ)のどちらかを満たし、かつ(ｳ)及び(ｴ)を満たすこと。 

(ｱ) 亀岡市内業者で令和6年度亀岡市建設工事入札参加資格審査（以下「令和6年度資格審

査」という。）において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に認定された者 

(ｲ) 亀岡市外業者で建設業法（昭和24年法律第100号）第3条の規定による建築工事業（以下

「建築工事業」という。）に係る特定建設業の許可を受けており、公告時点で、令和5,6

年度亀岡市建設工事入札参加資格審査（以下「令和5,6年度資格審査」という。）におい

て「建築一式工事」に登録があり、京都府内に「登録を希望する支店等」を置く者である

こと。また、本件確認申請書受付期間の最終日現在で、有効な建設業法第27条の23第1項

の規定による経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）を受けており、かつ、経営

事項審査の総合評定値通知における建築一式の総合評定値（P）が1,100点以上であること。 

 なお、当該総合評定値通知は、本件共同企業体入札参加申請書受付期間の最終日現在で

有効なものでなければならない。 

(ｳ) 主任技術者として、「建築一式工事」に係る主任技術者資格（国家資格者に限る。）を

有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、工事現場に専任で配置できる

ものであること。また、下請総額が7,000万円以上となる場合に、監理技術者として、

「建築一式工事」に係る監理技術者資格を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のあ
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る技術者を、工事現場に専任で配置できるものであること。 

(ｴ) 出資比率が構成員中最大の者であること。 

ウ 共同企業体の代表者以外の構成員の要件 

(ｱ) 亀岡市内業者で令和6年度資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に認定さ

れた者 

(ｲ) 主任技術者として、「建築一式工事」に係る主任技術者資格（国家資格者に限る。）を

有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、工事現場に専任で配置できる

ものであること。 

エ 共同企業体の協定方式 

 協定書は、「特定建設工事共同企業体協定書（甲型）」による。共同企業体の名称は、2

者による場合は「〇〇・△△特定建設工事共同企業体」とし、3者による場合は「〇〇・

△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。 

⑵ 単体の場合 

ア 単体の要件 

(ｱ) 亀岡市内業者で令和6年度資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に認定さ

れた者、又は亀岡市外業者で建築工事業に係る特定建設業の許可を受けており、公告時点

で、令和5,6年度資格審査において「建築一式工事」に登録があり、京都府内に「登録を

希望する支店等」を置く者であること。 

(ｲ) 本件一般競争入札参加資格確認申請書受付期間の最終日現在で、有効な経営事項審査を

受けており、かつ、経営事項審査の総合評定値通知における建築一式の総合評定値（P）

が1,100点以上であること。 

 なお、当該総合評定値通知は、本件一般競争入札参加確認申請書受付期間の最終日現在

で有効なものでなければならない。 

(ｳ) 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

(ｴ) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

(ｵ) 入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

 提出書類は、電子入札システムにより提出するものとするが、３の⑴ア、イについては、押印

がある書類のＰＤＦ化したものを提出すること。 

⑴ 共同企業体の場合 

ア 共同企業体入札参加申請書（別紙） 

イ 特定建設工事共同企業体協定書（甲型）（別紙） 

ウ 配置予定技術者調書（共同企業体の場合）（別紙様式 2） 

 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載
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がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

エ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

オ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（共同企業体代表者が亀岡市

外業者の場合のみ） 

⑵ 単体の場合 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

イ 配置予定技術者調書（単体の場合）（別紙様式3） 

 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記

載することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければな

らない。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記

載がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、

契約工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技

術者、営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が4,000万円

（建築一式工事の場合は8,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置するこ

とができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若し

くは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現

場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、

これらの工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載する

こと。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の

雇用関係があることをいう。） 

ウ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

共同企業体入札参加申請

書等の配布期間 

令和6年12月4日（水） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和6年12月4日（水） 

午後3時から 

 

共通事項2のとおり 

※設計図書（図面）

については、亀岡市

ホームページ上から

ダウンロードするこ

と 

共同企業体入札参加申請

書等の受付 

 

 

令和7年1月7日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和7年1月8日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和7年1月9日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和7年1月6日（月）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和7年1月9日（木）午後3時まで 

共通事項5-1のとお

り 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和7年1月15日（水）午後5時まで 

共通事項5-1のとお

り 

入札期間 

 

 

令和7年1月23日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和7年1月24日（金） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

予定価格の公表 令和7年1月24日（金） 

午後4時以降 

入札情報公開システ

ムによる 

予定価格に関する質問の

受付 

予定価格の公表をしたときから 

令和7年1月28日（火）正午まで 

共通事項5-2のとお

り 

予定価格に関する質問へ

の回答 

令和7年1月29日（水） 

午後5時まで 

共通事項5-2のとお

り 

 

 

【予定価格に関する質

問がないとき】 

【予定価格に関する質

問があるとき】 

 

開札日時 令和7年1月29日（水） 

午前10時 

令和7年1月30日（木） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 
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再度入札を行う場合の入

札期間 

令和7年1月30日（木） 

午前9時から午後3時ま

で 

令和7年1月31日（金） 

午前9時から午後3時ま

で 

共通事項6のとおり 

再度入札の開札日時 令和7年1月30日（木） 

午後3時以降 

令和7年1月31日（金） 

午後3時以降 

電子入札システムに

よる 

※ 設計図書（図面）については、亀岡市ホームページ上「一般競争入札（条件付き）の公告に

ついて【6教第4号 育親学園新校舎建設工事（Ⅰ期）】」（ページID：70066）にアクセスし、

ダウンロードすること。 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、共同企業体入札参加申請書又は一般競争入札参加資格確認

申請書及び配置予定技術者調書により、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したも

のであり、配置予定技術者調書と確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 入札金額が、予定価格以下で最低制限価格以上となっている、最低価格の入札者を落札者とす

る。 

 

７ その他 

⑴ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年亀岡市条例第1

号）に該当する契約は、議会の議決を得るまでは仮契約として、議会の議決を得たときにこれ

を本契約とみなす。 

⑵ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑶ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑷ 入札2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより

送信が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札

書受付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）

予備日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑸ 「週休2日制促進工事（発注者指定方式）」の詳細については、亀岡市週休2日制促進工事実

施要領等（亀岡市ホームページ掲載）によるものとする。 

⑹ その他については、共通事項のとおりとする。  

 

（問い合わせ先）亀岡市 総務部 契約検査課（電話0771-25-5041） 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１２３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項に関する工事が完了したので、次のと

おり公告する。 

 

   令和６年１２月６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市曽我部町穴太鐘槻１５の１の一部 

（関連区域） 

 亀岡市曽我部町穴太鐘槻１５の４の一部、１５の８の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

亀岡市曽我部町法貴北谷口３１の２ 

今西 楓花 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１２４号 

 

 森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第４条第１項の規定により経営管理権集積計画を定

めたため、同法第７条第１項の規定により公告する。 

 なお、当該経営管理権集積計画については、次の場所において縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

№ 地区名 森林面積 森林所有者数 筆数 

3 本梅町井手・東加舎地区 30.76ha 26件 84筆 

 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 
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３ 本公告により、亀岡市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定される。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１２５号 

 

 森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第４条第１項の規定により経営管理権集積計画を定

めたため、同法第７条第１項の規定により公告する。 

 なお、当該経営管理権集積計画については、次の場所において縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

№ 地区名 森林面積 森林所有者数 筆数 

4 千代川町北ノ庄地区 18.2ha 26件 106筆 

 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

３ 本公告により、亀岡市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定される。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１２６号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   令和６年１２月９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分、採用予定人数及び受験資格 

試 験 区 分 
採用予定 
人  数 

受 験 資 格 

チャレンジ方式 

学芸員 

[－４０] 

若干名 

昭和５９年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く。）で、考古学・歴史学・文化財学等の専門課

程を卒業（令和７年３月３１日までに卒業見込みを含む。）し、

学芸員資格を有しており（令和７年３月３１日までに取得見込み

を含む。）、埋蔵文化財発掘調査等の知識・経験を有する人 

※ 障がい者の受験が可能である。 

※ 募集人数については、現時点における予定に基づくもので、今後の事業計画によって変わる

ことがある。 

※ 受験資格がないことが明らかになったときは合格を取り消す場合がある。 

※ 国籍は問わないが、日本国籍を有しない方については、法令により永住が認められている方

又は採用予定日前日までに認められる見込みの方のみ受験することができる。 

 「法令により永住が認められている方」とは、「出入国管理及び難民認定法による永住者」

及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

よる特別永住者」をいう。 

※ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の規定による次の欠格条項に該当する

人は受験することができない。 

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

⑵ 亀岡市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 67

第９６０号令和７年１月１５日発行 

２ 試験方法・期日・場所 

それぞれの試験区分ごとの試験方法・期日・場所については、次のとおりである。また、１次

試験の集合時間等については、受験者に別途知らせる。 

⑴ チャレンジ方式【学芸員】 

区分 試験方法 期日 場所 

１次試験 

作文試験 令和７年１月１１日（土） 亀岡市役所 

個別面接 

令和７年１月１６日（木） 

令和７年１月１７日（金） 

上記のうち指定する１日※１ 

亀岡市役所 

２次試験 個別面接 令和７年１月下旬～２月上旬 亀岡市役所 

※１ 具体的な日程は、受験者に別途通知する。 

 

３ 試験内容 

作文試験 
作文課題に対する理解力、文章の表現力や構成力などについて評価を行う。 

課題字数は８００字、試験時間は５０分とする。 

 

４ 合格発表等 

⑴ 日程 

 チャレンジ方式 

合格発表 

１次試験 令和７年１月下旬 

２次試験 令和７年２月中旬 

 

⑵ 通知方法及び職員採用候補者名簿の登載 

ア １次、２次試験の合格発表については、市ホームページで受験番号を掲示するほか、合格

者にのみ通知を行う。また、２次試験の合格発表については、合格者の受験番号を掲載した

公告文を掲示する。 

イ 最終合格者は、試験区分ごとの職員採用候補者名簿に登載し、令和７年４月１日以降必要

に応じて採用する。ただし、最終合格者と調整し、令和７年３月３１日以前に採用する場合

がある。職員採用候補者名簿の有効期間は、令和８年４月１日までとする。 

 

５ 日本国籍を有しない方の採用後の配置等 

「公権力の行使」及び「公の意思形成への参画」に携わる公務員については日本国籍を必要と

するという「公務員に関する基本原則」に基づく任用制限により、亀岡市では、日本国籍を有し

ない方については、次の⑴以外の業務及び⑵以外の職に就かせることとしている。また、昇任に
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ついての考え方は⑶のとおり。 

⑴ 「公権力の行使」に該当する業務 

ア 市民の権利や自由を一方的に制限することとなる業務 

イ 市民に対し一方的に義務や負担を課すこととなる業務 

ウ 市民に対して強制力をもって執行する業務 

エ その他公権力の行使に該当する業務（行政立法、準司法的権能のある行為に係るものなど） 

≪「公権力の行使」に該当する業務の具体例≫ 

○都市計画法に基づく開発行為の許可処分 

○市民税や国民健康保険料の賦課徴収 

○生活保護法による保護の決定及び実施に関する処分 

○建築基準法に違反している建築物に対する同法に基づく各種措置命令 

⑵ 「公の意思形成への参画」に該当する職 

亀岡市の行政について、企画、立案、決定等に関与する職であり、具体的には、①ラインの

副課長級以上の職、②本市の基本政策の決定（基本計画の策定、予算の編成、組織、人事、労

務管理等）に携わる係長級以上の職が該当する。 

⑶ 昇任についての考え方 

日本国籍を有しない職員についても、「公務員に関する基本原則」に反しない範囲において

昇任が可能。 

 

６ 初任給 

（参考：令和６年７月１日現在。ただし、地域手当を含む。） 

大学卒 

２１４，５４４円 

⑴ 職歴や学歴等により給料月額が増減する場合がある。また、扶養手当、通勤手当、期末・勤

勉手当（いわゆるボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 

⑵ 初任給については、採用前の給与改定等により変更になる場合がある。 

⑶ 福利厚生制度については、京都府市町村職員共済組合や亀岡市職員互助会への加入により、

病気、けが、入院、結婚、出産などに対して各種給付金を受けられるほか、住宅や物品の購入、

結婚、入学などに要する資金の貸付制度がある。 

⑷ 受動喫煙防止対策として、原則敷地内は禁煙である。（一部特定屋外喫煙所がある。） 

 

７ 受験申込みの手続 

申込方法 

亀岡市職員採用試験のインターネットの専用ページから申し込むこととする。 

※インターネットによる申込みができない場合は、１２月２０日（金）午後５

時までに人事課まで問い合わせることとする。 

申込受付期間 
令和６年１２月９日（月）～令和６年１２月２５日（水） 

※受付後は、申込みをした試験区分の変更はできない。 
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８ その他 

自然災害などの発生により、試験が中止又は延期になる場合や、試験会場、試験内容、開始時

間などが変更になる場合がある。 

なお、中止、延期又は変更が生じた場合の通知は、市ホームページなどで行う。 

 

９ 採用試験についての問い合わせ 

受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

   〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

   電 話 （０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９５５） 

   電 話 （０７７１）５５－９４５１（人事課直通） 

   ＦＡＸ （０７７１）２４－５５０１ 

   ＵＲＬ:https://www.city.kameoka.kyoto.jp/ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１２７号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、現場の週休２日を確保できるよう工事

を実施する「週休２日制促進工事（発注者指定方式）」の対象である。 

 また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和６年１２月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  6土道改第13号 

⑵ 工 事 名  市道保津11号線道路改良工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市保津町地内 

⑷ 工 事 種 別  舗装工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長 Ｌ＝205.0ｍ、幅員 Ｗ＝6.3～8.0ｍ 

          通園路整備工事 

           舗装工           1式 

            舗装打換え工 不陸整正  Ａ＝1,414.9㎡ 

                   表層    Ａ＝1,414.9㎡ 
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           防護柵工          1式 

           区画線工          1式 

           仮設工           1式 

⑹ 予定価格（税込）  12,240,800円 

          【入札書比較価格（税抜）11,128,000円】 

⑺ 工 期  契約日の翌日から令和7年3月14日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和6年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「舗装工事」に登録された者のうち、

希望順位2位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、

共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した舗装工事の競争入札に

より落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、災害復

旧工事、随意契約、ＪＶ案件、単価契約案件によるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の舗装工事の競争入札

で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

※ 本案件では、「配置予定技術者調書」「資格・免許等を証する書面等の写し」の提出は求

めない。 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和6年12月10日（火） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和6年12月10日（火） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

 

令和6年12月17日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和6年12月18日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和6年12月19日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和6年12月16日（月）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和6年12月19日（木）午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和6年12月20日（金）午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 

 

 

令和6年12月24日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和6年12月25日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和6年12月26日（木） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書により、基本事項につい

て確認を行い、入札参加資格の有無を審査したものであり、詳細な審査は、開札後行うものであ

る。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 
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７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ 「週休2日制促進工事（発注者指定方式）」の詳細については、亀岡市週休2日制促進工事実

施要領等（亀岡市ホームページ掲載）によるものとする。 

⑸ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先）亀岡市 総務部 契約検査課（電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１２８号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、現場の週休２日を確保できるよう工事

を実施する「週休２日制促進工事（発注者指定方式）」の対象である。 

 また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和６年１２月１１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  6土道改第12号 

⑵ 工 事 名  市道本町支線道路改良工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市本町地内 

⑷ 工 事 種 別  舗装工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長 L＝131.0ｍ 
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          舗装工                     1式 

           アスファルト舗装工（自然色脱色アスファルト舗装 t=40mm） 

                                  Ａ＝424.7㎡ 

           不陸整正（補足材あり RM-30 t=20mm）      Ａ＝424.7㎡ 

          構造物撤去工                  1式 

          仮設工                     1式 

⑹ 予定価格（税込）  8,022,300円 

          【入札書比較価格（税抜）7,293,000円】 

⑺ 工 期  契約日の翌日から令和7年3月14日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和6年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「舗装工事」に登録された者のうち、

希望順位2位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、

共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した舗装工事の競争入札に

より落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、災害復

旧工事、随意契約、ＪＶ案件、単価契約案件によるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の舗装工事の競争入札

で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 
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３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

※ 本案件では、「配置予定技術者調書」「資格・免許等を証する書面等の写し」の提出は求

めない。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和6年12月11日（水） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和6年12月11日（水） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

 

令和6年12月17日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和6年12月18日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和6年12月19日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和6年12月16日（月）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和6年12月19日（木）午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和6年12月20日（金）午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 

 

 

令和6年12月24日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和6年12月25日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和6年12月26日（木） 

午前11時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書により、基本事項につい

て確認を行い、入札参加資格の有無を審査したものであり、詳細な審査は、開札後行うものであ

る。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ 「週休2日制促進工事（発注者指定方

式）」の詳細については、亀岡市週休2日

制促進工事実施要領等（亀岡市ホームペー

ジ掲載）によるものとする。 

⑸ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 

    （電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第１２９号 

 

 旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号）第１８条第１項の規定により、農用

地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の

規定により公告し、その関係書類を次により縦

覧に供する。 

 

   令和６年１２月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和６年１２月１３日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３０号 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成

２５年法律第１０１号）第１８条第５項により

農用地利用集積等促進計画を認可したので、同

条第７項の規定により公告し、その関係書類を

次により縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 認可日 

   令和６年１２月１３日 
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２ 縦覧期間 

 令和６年１２月１３日以後、常時備え置

くこととする。 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３１号 

 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づ

き、亀岡農業振興地域整備計画を変更したので

同条第４項で準用する同法第１２条の規定によ

り公告し、当該計画書を次により縦覧に供する。 

 

   令和６年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 農業振興地域整備計画書の縦覧期間 

 令和６年１２月２４日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１３２号 

 

 亀岡市インターネット公有財産売却に係る一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

   令和６年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 件名 亀岡市インターネット公有財産売却（令和６年度第１回） 

 

２ 入札に付する物件 

 次の表に掲げるものとする。物件の現状等については、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供す

るインターネット公有財産売却システム（以下「売却システム」という。）の公有財産売却物件

一覧のとおり。 

《売却システムアドレス https://kankocho.jp》 

区分番号 物件名 予定価格 入札保証金 
下見会会場 

及び引渡場所 

R6001 
株式会社河合楽器製作所 
アップライトピアノ K-61M 

平成17年8月導入 黒 
10,000円 1,000円 

旧別院中学校 
（亀岡市東別院町地内） 

 

３ 入札の参加条件 

 日本国内に居住している個人又は法人で、次のいずれにも該当しない者とする。 

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６５号）第２３８条の３に規定する者 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者 

⑶ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当し３年を経過しない者又はその者を代理人、

支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

⑷ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者 

⑸ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第１項に規定する暴力団若

しくは同条第４号に規定する暴力団員等又はこれらの者の依頼を受けて入札参加する者 

⑹ 亀岡市税を滞納している者 

⑺ 年齢が２０歳未満の者 

⑻ 日本語を完全に理解できない者 

⑼ 亀岡市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「市ガイドライン」という。）及び

ＫＳＩ官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者 

⑽ 亀岡市が物件毎に特に定める条件を満たさない者 
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４ 入札参加申込みの方法 

 入札参加希望者は、令和７年１月１５日

（水）午後１時から令和７年２月４日（火）

午後２時までに、売却システムにより参加の

仮申込みの手続を行い、クレジットカードに

より亀岡市が定めた入札保証金を納付するこ

と。亀岡市において参加申込みの審査を行っ

た上で本申込み（本登録）が完了したものと

する。ただし、申請に不備があった場合は申

込みを取り消す。 

 なお、代理人による手続をする場合は、次

の書類を令和７年２月３日（月）必着で提出

すること。 

・本人からの委任状（亀岡市ホームページ

からダウンロードした様式を使用するこ

と。） 

・委任者及び受任者双方の本人確認ができ

る書類（運転免許証、パスポートの写し

等（法人の場合は登記事項証明書【現在

事項全部証明書】等）） 

 

５ 入札物件の下見会 

 下見会を次のとおり開催する。下見会で物

件を直接確認し、物件の状態など全ての事項

を承知・了承の上、入札参加すること。下見

会への参加は、必ず開催日の前開庁日正午ま

でに電話（会計管理室財産管理課：０７７１

－２５－５１６０）で予約すること。下見会

で物件を確認しない場合は、掲載写真の閲覧

などにより全ての事項を承知・了承したもの

とみなすので留意すること。 

【区分番号Ｒ６００１の動産】 

・令和７年１月１７日（金）午後２時３０

分から午後４時まで 旧別院中学校にて 

・令和７年１月２９日（水）午後２時３０

分から午後４時まで 旧別院中学校にて 

 

６ 入札の期間及び方法 

⑴ 入札の期間 

 令和７年２月１８日（火）午後１時から

令和７年２月２５日（火）午後１時まで 

⑵ 入札の方法 

 売却システム上で入札価格を登録する。

一度行った入札については、取消しや変更

はできない。 

 

７ 入札保証金 

⑴ 入札に参加しようとする者は、亀岡市が

定めた入札保証金をクレジットカードによ

り納付しなければならない。 

⑵ 落札者の入札保証金は、契約締結をもっ

て契約保証金に全額充当する。 

⑶ 落札者以外の者の入札保証金は、入札期

間終了後に全額返金する。 

⑷ 入札保証金には利息を付さない。 

⑸ 落札者が契約締結期限までに契約を締結

しないときは、その落札を無効とし、入札

保証金は亀岡市に帰属する。 

 

８ 入札の無効 

⑴ この公告に示した参加資格のない者のし

た入札 

⑵ 虚偽の申請を行った者のした入札 

⑶ 市ガイドラインに記載する無効な入札に

該当する入札 

 

９ 落札者の決定方法 

⑴ 入札期間終了後に開札を行い、売却区分

ごとに入札価格が予定価格以上でかつ最高

価格である入札者を落札者として決定する。

ただし、最高価格での入札者が複数存在す

る場合は、自動抽選で落札者を決定する。

落札者の決定に当たっては、落札者のＫＳ

Ｉ官公庁オークションログインＩＤを落札

者の氏名（名称）とみなす。 

⑵ 落札者のＫＳＩ官公庁オークションログ
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インＩＤ及び落札価格を売却システム上に

公開する。 

 

１０ 契約に関する事項 

⑴ 契約の締結期限 

 落札者は、令和７年３月４日（火）まで

に契約を締結しなければならない。ただし、

落札金額が１０万円以上となった場合は契

約書を作成し、それ以外については落札決

定をもって契約締結したものとみなす。 

⑵ 契約書作成の要否 

【落札金額が１０万円以上の場合】 

 落札者には亀岡市より契約書（２部）等

を送付するので、必要事項を記入・押印の

上、次の書類を添付して契約締結期限まで

に亀岡市へ直接持参又は郵送すること。 

ア 個人で参加する場合 

 住所、氏名、生年月日が確認できる書

類（運転免許証、パスポートの写し等）

１通、その他亀岡市が指定する書類 

イ 法人で参加する場合 

 登記事項証明書【現在事項全部証明

書】１通及び印鑑証明書１通、その他亀

岡市が指定する書類 

ウ 代理人が参加する場合 

 委任者・代理人双方の印鑑（登録）証

明書各１通 

【上記以外の場合】 

 契約書は省略する。 

⑶ 契約保証金 

 契約保証金は、入札保証金と同額とし、

契約締結時に納付されている入札保証金の

全部を充当する。なお、契約保証金は売払

代金の一部として全額充当する。また、契

約保証金には利息を付さない。 

⑷ 売払代金 

 売払代金の残金は、落札金額から事前に

納付した契約保証金（契約保証金に充当し

た入札保証金）を差し引いた額とする。 

⑸ 売払代金の残額の納入 

 契約の相手方は、令和７年３月１１日

（火）午後２時３０分までに亀岡市が納付

を確認できるよう、売払代金の残額を一括

で銀行振込により納付しなければならない。

なお、売払代金納付期限までに納付がない

場合は、入札保証金を充当した契約保証金

を没収し返還しない。 

 

１１ 物品の引渡し 

 物品の引渡しは、売払代金の残額の納入後、

亀岡市が指定する引渡場所にて公開したとき

の状態で引き渡すものとする。引渡し後に発

生した不具合や故障及び発見された傷等につ

いては、亀岡市は一切の責任を負わない。 

 

１２ その他 

⑴ 当該公告文記載内容その他の事項につい

ては、市ガイドラインに基づくものとする。 

⑵ 亀岡市は、売払物件の契約不適合責任は

負わない。 

⑶ 入札及び契約に関する問い合わせ先 

亀岡市役所 会計管理室財産管理課 

（電話０７７１－２５－５１６０） 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             金 田 爾 子 

             奥 村 加 代 

             松 本 朋 子 

             杜   恵美子 

（各 通）        平 井 眞理子 

             國 府 美 幸 

             埋 橋 孝 文 

             石 田 賀奈子 

             原 田 寿 樹 

亀岡市こどもの貧困の解消に向けた対策会議委

員に委嘱します 

任期は令和８年１２月２２日までとします 

   令和６年１２月２３日 

 

             工 藤 立 子 

亀岡市固定資産評価審査委員会委員に選任しま

す 

   令和６年１２月２５日 

教育委員会欄 
 

任免及び辞令 
 

             渡 邊 遥 香 

             上 原 久 和 

（各 通）
        長 尾 敬 行 

             上 松 幸 一 

             中 川   寛 

             前 川 眞佐世 

亀岡市いじめ防止対策推進委員会委員に委嘱し

ます 

任期は令和８年１２月２日までとします 

   令和６年１２月３日 

 

             川 邉 久留実 

             石 山 耐 子 

（各 通）
        塚 本 綏佳子 

             佐 野   直 

             名 倉 季 子 

             樋 口   肇 

亀岡市図書館協議会委員の委嘱を解きます 

   令和６年１２月２１日 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３５号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   令和６年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 美馬義晴 

 

１，４５０人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３６号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   令和６年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 美馬義晴 

 

２４，１６０人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３７号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   令和６年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 美馬義晴 

 

１２，０８０人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第３８号 

 

 公職選挙法第１７条第２項による市の投票区を定める告示（昭和４３年亀岡市選挙管理委員会告

示第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 美馬義晴 

 

 本則の表中 

「 

千代川町のうち 

湯井、高野林（第４５投票区に属する区域を除く。）、小川１丁目か

ら３丁目まで、今津、今津１丁目から３丁目まで、千原、千原１丁目

及び２丁目、川関、日吉台の区域並びに北ノ庄の一部の区域 

千代川町のうち 

北ノ庄（第２１投票区に属する区域を除く。）拝田の区域 

                                   」を 

「 

千代川町のうち 

湯井、高野林、小川１丁目から３丁目まで、今津、今津１丁目から３

丁目まで、千原、千原１丁目及び２丁目、川関、日吉台の区域並びに

北ノ庄の一部の区域 

千代川町のうち 

北ノ庄（第２１投票区に属する区域を除く。）、拝田の区域 

                                   」に、 

「 

篠町のうち 

王子（第４４投票区に属する区域を除く。）、篠（第３８投票区に属

する区域を除く。）、山本、馬堀駅前２丁目、見晴１丁目から７丁目

まで、夕日ケ丘１丁目から３丁目までの区域 

                                   」を 

「 

篠町のうち 

王子（第４４投票区に属する区域を除く。）、篠（第３８投票区に属

する区域を除く。）、山本、馬堀駅前２丁目、見晴１丁目から７丁目

まで、夕日ケ丘１丁目から４丁目までの区域 

                                   」に、 
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「 

千代川町のうち 

小林の区域及び高野林の一部の区域 

                                   」を 

「 

千代川町のうち 

小林及び明晴１丁目から６丁目までの区域 

                                   」に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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農業委員会欄 
 

公 告 
 

 亀岡市農業委員会公告第１３号 

 

 令和６年１２月定例総会を下記のとおり公告

する。 

 

   令和６年１２月２日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 神﨑 弥 

 

記 

 

１ 日 時 

   令和６年１２月５日（木） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

・第１号議案 農地法第１８条第６項の規定

による通知の承認について 

・第２号議案 農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第３号議案 相続税の納税猶予に関する適

格者証明交付について 

・第４号議案 農地法第４条の規定による許

可申請に係る意見について 

・第５号議案 非農地証明交付について 

・第６号議案 令和６年１２月農用地利用集

積計画 

・第７号議案 令和７年１月農用地利用集積

計画（農地中間管理機構・利

用権設定） 

・報告第１号 農地法第５条の規定による届

出の受理について 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

 

   令和６年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第５号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事業

者規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程（平

成１１年亀岡市公営企業管理規程第５号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項第５号中「アからエまで」を

「アからウまで」に改め、同号中アを削り、イ

をアとし、ウをイとし、同号エ中「アからウま

で」を「ア又はイ」に改め、同号エを同号ウと

する。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 田中宏樹 

 

 亀岡市病院事業管理規程第５号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する

規程の一部を改正する規程 

 

第１条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程

（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第２号中「３０９，２００

円」を「３１０，０００円」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別
表
第
１
（
第
２
条

関
係
）
 

行
 
政

 
職
 
給
 
料
 
表
 

職
員

の
 

区
 

分
 

職
務

 
の

級
 

 号
給

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

 

 
1
 

円
 

1
8
3
,5

0
0
 

円
 

2
3
0
,0

0
0
 

円
 

2
6
1
,
3
0
0
 

円
 

2
8
7
,
3
0
0
 

円
 

3
0
9
,
8
0
0 

円
 

3
3
5
,0

0
0
 

円
 

3
7
3
,
4
0
0
 

2
 

1
8
4
,6

0
0
 

2
3
1
,5

0
0
 

2
6
2
,
3
0
0
 

2
8
8
,
9
0
0
 

3
1
1
,
5
0
0 

3
3
6
,9

0
0
 

3
7
6
,
0
0
0
 

3
 

1
8
5
,8

0
0
 

2
3
3
,0

0
0
 

2
6
3
,
3
0
0
 

2
9
0
,
4
0
0
 

3
1
3
,
2
0
0 

3
3
8
,7

0
0
 

3
7
8
,
3
0
0
 

4
 

1
8
6
,9

0
0
 

2
3
4
,5

0
0
 

2
6
4
,
3
0
0
 

2
9
1
,
9
0
0
 

3
1
4
,
7
0
0 

3
4
0
,5

0
0
 

3
8
0
,
5
0
0
 

5
 

1
8
8
,0

0
0
 

2
3
6
,0

0
0
 

2
6
5
,
3
0
0
 

2
9
3
,
4
0
0
 

3
1
6
,
1
0
0 

3
4
2
,2

0
0
 

3
8
2
,
4
0
0
 

6
 

1
8
9
,7

0
0
 

2
3
7
,5

0
0
 

2
6
6
,
3
0
0
 

2
9
4
,
9
0
0
 

3
1
7
,
4
0
0 

3
4
3
,9

0
0
 

3
8
4
,
7
0
0
 

7
 

1
9
1
,3

0
0
 

2
3
9
,0

0
0
 

2
6
7
,
3
0
0
 

2
9
6
,
3
0
0
 

3
1
8
,
7
0
0 

3
4
5
,5

0
0
 

3
8
6
,
8
0
0
 

8
 

1
9
2
,9

0
0
  

2
4
0
,5

0
0
 

2
6
8
,
3
0
0
 

2
9
7
,
6
0
0
 

3
2
0
,
0
0
0 

3
4
7
,2

0
0
 

3
8
8
,
8
0
0
 

 
9
 

1
9
4
,5

0
0
 

2
4
2
,0

0
0
 

2
6
9
,
3
0
0
 

2
9
8
,
8
0
0
 

3
2
1
,
3
0
0 

3
4
8
,8

0
0
 

3
9
0
,
8
0
0
 

 
1
0 
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9
6
,2

0
0
 

2
4
3
,4

0
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2
7
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,
3
0
0
 

3
0
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,
3
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2
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,
1
0
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0
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9
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0
0
 

 
1
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7
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0
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0
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0
0
 

3
2
4
,
9
0
0 

3
5
2
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0
0
 

3
9
5
,
3
0
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9
,4

0
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4
6
,2

0
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7
2
,
3
0
0
 

3
0
3
,
2
0
0
 

3
2
6
,
6
0
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3
5
3
,7

0
0
 

3
9
7
,
5
0
0
 

 
1
3 
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0
1
,0

0
0
 

2
4
7
,4

0
0
 

2
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3
,
3
0
0
 

3
0
4
,
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0
0
 

3
2
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,
3
0
0 
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5
5
,2

0
0
 

3
9
9
,
7
0
0
 

 
1
4 

2
0
2
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0
0
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4
8
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0
0
 

2
7
4
,
3
0
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,
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3
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,
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0
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2
,
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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7
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0
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0
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4
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0
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7
4
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0
0
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2
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7
0
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0
0
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0
0
 

2
8
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,
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0
0
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2
3
,
4
0
0
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4
9
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0
0 

3
7
6
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0
0
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2
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0
0
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0
0
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0
0
 

2
8
9
,
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0
0
 

3
2
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,
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0
0
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0
,
9
0
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7
8
,4

0
0
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,
7
0
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2
4
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0
0
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6
3
,1

0
0
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9
1
,
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0
0
 

3
2
6
,
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0
0
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,
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0
0 
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
 

 

 
3
0 

2
2
6
,7
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
 

2
9
7
,
8
0
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,
7
0
0 

4
1
0
,6

0
0
 

4
5
2
,
2
0
0
 

 
6
6 

2
5
0
,0

0
0
 

2
8
9
,6

0
0
 

3
3
4
,
0
0
0
 

3
7
3
,
0
0
0
 

3
8
9
,
3
0
0 

4
1
0
,9

0
0
 

 

 
6
7 

2
5
0
,3

0
0
 

2
9
0
,1

0
0
 

3
3
4
,
6
0
0
 

3
7
3
,
7
0
0
 

3
8
9
,
9
0
0 

4
1
1
,2

0
0
 

 

 
6
8 

2
5
0
,6

0
0
 

2
9
0
,7

0
0
 

3
3
5
,
3
0
0
 

3
7
4
,
3
0
0
 

3
9
0
,
4
0
0 

4
1
1
,5

0
0
 

 

 
6
9 

2
5
0
,9

0
0
 

2
9
1
,2

0
0
 

3
3
6
,
1
0
0
 

3
7
4
,
6
0
0
 

3
9
0
,
8
0
0 

4
1
1
,7

0
0
 

 

 
7
0 

2
5
1
,2

0
0
 

2
9
1
,7

0
0
 

3
3
6
,
8
0
0
 

3
7
5
,
1
0
0
 

3
9
1
,
3
0
0 

4
1
2
,0

0
0
 

 

 
7
1 

2
5
1
,5

0
0
 

2
9
2
,3

0
0
 

3
3
7
,
5
0
0
 

3
7
5
,
7
0
0
 

3
9
1
,
8
0
0 

4
1
2
,3

0
0
 

 

 
7
2 

2
5
1
,8

0
0
 

2
9
2
,9

0
0
 

3
3
8
,
1
0
0
 

3
7
6
,
3
0
0
 

3
9
2
,
4
0
0 

4
1
2
,5

0
0
 

 

 
7
3 

2
5
2
,1

0
0
 

2
9
3
,4

0
0
 

3
3
8
,
6
0
0
 

3
7
6
,
6
0
0
 

3
9
2
,
7
0
0 

4
1
2
,7

0
0
 

 

 
7
4 

2
5
2
,4

0
0
 

2
9
3
,9

0
0
 

3
3
9
,
2
0
0
 

3
7
7
,
2
0
0
 

3
9
3
,
1
0
0 

4
1
3
,0

0
0
 

 

 
7
5 

2
5
2
,7

0
0
 

2
9
4
,3

0
0
 

3
3
9
,
7
0
0
 

3
7
7
,
9
0
0
 

3
9
3
,
5
0
0 

4
1
3
,3

0
0
 

 

 
7
6 

2
5
3
,0

0
0
 

2
9
4
,6

0
0
 

3
4
0
,
3
0
0
 

3
7
8
,
5
0
0
 

3
9
3
,
9
0
0 

4
1
3
,5

0
0
 

 

 
7
7 

2
5
3
,3

0
0
 

2
9
4
,8

0
0
 

3
4
0
,
6
0
0
 

3
7
8
,
9
0
0
 

3
9
4
,
2
0
0 

4
1
3
,7

0
0
 

 

 
7
8 

2
5
3
,6

0
0
 

2
9
5
,1

0
0
 

3
4
1
,
1
0
0
 

3
7
9
,
4
0
0
 

3
9
4
,
5
0
0 

4
1
4
,0

0
0
 

 

 
7
9 

2
5
3
,9

0
0
 

2
9
5
,3

0
0
 

3
4
1
,
5
0
0
 

3
8
0
,
0
0
0
 

3
9
4
,
8
0
0 

4
1
4
,3

0
0
 

 

 
8
0 

2
5
4
,2

0
0
 

2
9
5
,6

0
0
 

3
4
1
,
9
0
0
 

3
8
0
,
5
0
0
 

3
9
5
,
0
0
0 

4
1
4
,5

0
0
 

 

 
8
1 

2
5
4
,5

0
0
 

2
9
5
,8

0
0
 

3
4
2
,
3
0
0
 

3
8
1
,
0
0
0
 

3
9
5
,
2
0
0 

4
1
4
,7

0
0
 

 

 
8
2 

2
5
4
,8

0
0
 

2
9
6
,0

0
0
 

3
4
2
,
8
0
0
 

3
8
1
,
6
0
0
 

3
9
5
,
5
0
0 

4
1
5
,0

0
0
 

 

 
8
3 

2
5
5
,1

0
0
 

2
9
6
,3

0
0
 

3
4
3
,
3
0
0
 

3
8
2
,
1
0
0
 

3
9
5
,
8
0
0 

4
1
5
,3

0
0
 

 

 
8
4 

2
5
5
,4

0
0
 

2
9
6
,5

0
0
 

3
4
3
,
8
0
0
 

3
8
2
,
4
0
0
 

3
9
6
,
0
0
0 

4
1
5
,5

0
0
 

 

 
8
5 

2
5
5
,7

0
0
 

2
9
6
,8

0
0
 

3
4
4
,
1
0
0
 

3
8
2
,
8
0
0
 

3
9
6
,
2
0
0 

4
1
5
,7

0
0
 

 

 
8
6 

2
5
6
,0

0
0
 

2
9
7
,1

0
0
 

3
4
4
,
5
0
0
 

3
8
3
,
3
0
0
 

3
9
6
,
5
0
0 

4
1
6
,0

0
0
 

 

 
8
7 

2
5
6
,3

0
0
 

2
9
7
,4

0
0
 

3
4
4
,
9
0
0
 

3
8
3
,
7
0
0
 

3
9
6
,
8
0
0 

4
1
6
,3

0
0
 

 

 
8
8 

2
5
6
,6

0
0
 

2
9
7
,7

0
0
 

3
4
5
,
3
0
0
 

3
8
4
,
1
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0 

4
1
6
,5

0
0
 

 

 
8
9 

2
5
6
,9

0
0
 

2
9
8
,0

0
0
 

3
4
5
,
6
0
0
 

3
8
4
,
5
0
0
 

3
9
7
,
2
0
0 

4
1
6
,7

0
0
 

 

 
9
0 

2
5
7
,2

0
0
 

2
9
8
,3

0
0
 

3
4
6
,
0
0
0
 

3
8
5
,
0
0
0
 

3
9
7
,
5
0
0 

4
1
7
,0

0
0
 

 

 
9
1 

2
5
7
,5

0
0
 

2
9
8
,6

0
0
 

3
4
6
,
4
0
0
 

3
8
5
,
4
0
0
 

3
9
7
,
8
0
0 

4
1
7
,3

0
0
 

 

 
9
2 

2
5
7
,8

0
0
 

2
9
9
,0

0
0
 

3
4
6
,
8
0
0
 

3
8
5
,
8
0
0
 

3
9
8
,
0
0
0 

4
1
7
,5

0
0
 

 

 
9
3 

2
5
8
,1

0
0
 

2
9
9
,2

0
0
 

3
4
7
,
0
0
0
 

3
8
6
,
1
0
0
 

3
9
8
,
2
0
0 

4
1
7
,7

0
0
 

 

 
9
4 

 
2
9
9
,4

0
0
 

3
4
7
,
4
0
0
 

3
8
6
,
6
0
0
 

3
9
8
,
5
0
0 

 
 

 
9
5 

 
2
9
9
,7

0
0
 

3
4
7
,
8
0
0
 

3
8
7
,
0
0
0
 

3
9
8
,
8
0
0 

 
 

 
9
6 

 
3
0
0
,1

0
0
 

3
4
8
,
2
0
0
 

3
8
7
,
4
0
0
 

3
9
9
,
0
0
0 

 
 

 
9
7 

 
3
0
0
,3

0
0
 

3
4
8
,
4
0
0
 

3
8
7
,
7
0
0
 

3
9
9
,
2
0
0 

 
 

 

 
9
8 

 
3
0
0
,6

0
0
 

3
4
8
,
8
0
0
 

3
8
8
,
2
0
0 

3
9
9
,5

0
0
 

 
 

 
9
9 

 
3
0
1
,0

0
0
 

3
4
9
,
2
0
0
 

3
8
8
,
6
0
0 

3
9
9
,8

0
0
 

 
 

 
1
00
 

 
3
0
1
,4

0
0
 

3
4
9
,
5
0
0
 

3
8
9
,
0
0
0 

4
0
0
,0

0
0
 

 
 

 
1
01
 

 
3
0
1
,6

0
0
 

3
4
9
,
8
0
0
 

3
8
9
,
3
0
0 

4
0
0
,2

0
0
 

 
 

 
1
02
 

 
3
0
1
,9

0
0
 

3
5
0
,
2
0
0
 

3
8
9
,
8
0
0 

 
 

 

 
1
03
 

 
3
0
2
,2

0
0
 

3
5
0
,
6
0
0
 

3
9
0
,
2
0
0 

 
 

 

 
1
04
 

 
3
0
2
,5

0
0
 

3
5
1
,
0
0
0
 

3
9
0
,
6
0
0 

 
 

 

 
1
05
 

 
3
0
2
,7

0
0
 

3
5
1
,
5
0
0
 

3
9
0
,
9
0
0 

 
 

 

 
1
06
 

 
3
0
3
,0

0
0
 

3
5
1
,
9
0
0
 

3
9
1
,
4
0
0 

 
 

 

 
1
07
 

 
3
0
3
,3

0
0
 

3
5
2
,
3
0
0
 

3
9
1
,
8
0
0 

 
 

 

 
1
08
 

 
3
0
3
,6

0
0
 

3
5
2
,
7
0
0
 

3
9
2
,
2
0
0 

 
 

 

 
1
09
 

 
3
0
3
,8

0
0
 

3
5
3
,
2
0
0
 

3
9
2
,
5
0
0 

 
 

 

 
1
10
 

 
3
0
4
,2

0
0
 

3
5
3
,
6
0
0
 

3
9
3
,
0
0
0 

 
 

 

 
1
11
 

 
3
0
4
,6

0
0
 

3
5
3
,
9
0
0
 

3
9
3
,
4
0
0 

 
 

 

 
1
12
 

 
3
0
4
,9

0
0
 

3
5
4
,
2
0
0
 

3
9
3
,
8
0
0 

 
 

 

 
1
13
 

 
3
0
5
,1

0
0
 

3
5
4
,
7
0
0
 

3
9
4
,
1
0
0 

 
 

 

 
1
14
 

 
3
0
5
,3

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
15
 

 
3
0
5
,6

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
16
 

 
3
0
6
,0

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
17
 

 
3
0
6
,2

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
18
 

 
3
0
6
,4

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
19
 

 
3
0
6
,7

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
20
 

 
3
0
7
,0

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
21
 

 
3
0
7
,4

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
22
 

 
3
0
7
,6

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
23
 

 
3
0
7
,9

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
24
 

 
3
0
8
,2

0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
25
 

 
3
0
8
,5

0
0
 

 
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準
 

給
料

月
額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準
 

給
料

月
額

 

円
 

1
9
2
,0
0
0
 

円
 

2
1
9
,5
0
0
 

円
 

2
6
0
,
0
0
0
 

円
 

2
7
9
,
7
0
0 

円
 

2
9
4
,9

0
0
 

円
 

3
2
0
,
6
0
0
 

円
 

3
6
2
,
7
0
0 

備
考
 
こ

の
表

は
、

他
の

給
料

表
の

適
用

を
受

け
な

い
全

て
の

職
員

に
適

用
す

る
。

 



 
亀 岡 市 公 報 

 88 

第９６０号令和７年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
表
第
２
（
第
２

条
関
係
）
 

医
 

療
 
職
 
給
 
料
 
表
 
⑴
 

職
員
の

 
区
 

分
 

職
務

 
の
級

 
 号
給

 

１
級

 
２
級

 
３
級

 
４
級

 
５
級

 

給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
以
外

の
職
員

 

 
1
 

円
 

2
9
1
,
4
0
0 

円
 

3
7
0
,
0
0
0 

円
 

4
2
6
,
7
0
0 

円
 

4
8
4
,4
0
0
 

円
 

5
7
4
,5
0
0
 

2
 

2
9
3
,
7
0
0 

3
7
2
,
6
0
0 

4
2
8
,
7
0
0 

4
8
6
,2
0
0
 

5
7
7
,6
0
0
 

3
 

2
9
6
,
0
0
0 

3
7
5
,
1
0
0 

4
3
0
,
7
0
0 

4
8
8
,0
0
0
 

5
8
0
,7
0
0
 

4
 

2
9
8
,
2
0
0 

3
7
7
,
6
0
0 

4
3
2
,
6
0
0 

4
8
9
,8
0
0
 

5
8
3
,8
0
0
 

5
 

3
0
0
,
3
0
0 

3
8
0
,
1
0
0 

4
3
4
,
5
0
0 

4
9
1
,6
0
0
 

5
8
6
,7
0
0
 

6
 

3
0
3
,
8
0
0 

3
8
2
,
8
0
0 

4
3
6
,
1
0
0 

4
9
3
,3
0
0
 

5
8
9
,1
0
0
 

 
7
 

3
0
7
,
3
0
0 

3
8
5
,
5
0
0 

4
3
7
,
7
0
0 

4
9
5
,0
0
0
 

5
9
1
,5
0
0
 

 
8
 

3
1
0
,
7
0
0 

3
8
8
,
1
0
0 

4
3
9
,
3
0
0 

4
9
6
,7
0
0
 

5
9
3
,9
0
0
 

 
9
 

3
1
4
,
1
0
0 

3
9
0
,
2
0
0 

4
4
0
,
9
0
0 

4
9
8
,4
0
0
 

5
9
6
,1
0
0
 

 
1
0 

3
1
7
,
6
0
0 

3
9
2
,
7
0
0 

4
4
2
,
7
0
0 

5
0
0
,5
0
0
 

5
9
7
,6
0
0
 

 
1
1 

3
2
1
,
0
0
0 

3
9
5
,
2
0
0 

4
4
4
,
5
0
0 

5
0
2
,6
0
0
 

5
9
9
,1
0
0
 

 
1
2 

3
2
4
,
4
0
0 

3
9
7
,
7
0
0 

4
4
6
,
3
0
0 

5
0
4
,7
0
0
 

6
0
0
,6
0
0
 

 
1
3 

3
2
7
,
8
0
0 

4
0
0
,
3
0
0 

4
4
8
,
1
0
0 

5
0
6
,7
0
0
 

6
0
2
,1
0
0
 

 
1
4 

3
3
1
,
3
0
0 

4
0
3
,
0
0
0 

4
4
9
,
9
0
0 

5
0
8
,6
0
0
 

6
0
3
,2
0
0
 

 
1
5 

3
3
4
,
7
0
0 

4
0
5
,
6
0
0 

4
5
1
,
7
0
0 

5
1
0
,7
0
0
 

6
0
4
,3
0
0
 

 
1
6 

3
3
8
,
1
0
0 

4
0
8
,
1
0
0 

4
5
3
,
5
0
0 

5
1
2
,7
0
0
 

6
0
5
,2
0
0
 

 
1
7 

3
4
1
,
5
0
0 

4
1
0
,
5
0
0 

4
5
5
,
1
0
0 

5
1
4
,6
0
0
 

6
0
6
,4
0
0
 

 
1
8 

3
4
4
,
6
0
0 

4
1
2
,
7
0
0 

4
5
7
,
1
0
0 

5
1
6
,6
0
0
 

6
0
7
,4
0
0
 

 
1
9 

3
4
7
,
7
0
0 

4
1
4
,
8
0
0 

4
5
9
,
0
0
0 

5
1
8
,6
0
0
 

6
0
8
,4
0
0
 

 
2
0 

3
5
0
,
8
0
0 

4
1
6
,
9
0
0 

4
6
0
,
9
0
0 

5
2
0
,4
0
0
 

6
0
9
,4
0
0
 

 
2
1 

3
5
4
,
0
0
0 

4
1
9
,
0
0
0 

4
6
2
,
3
0
0 

5
2
2
,2
0
0
 

6
1
0
,4
0
0
 

 
2
2 

3
5
7
,
1
0
0 

4
2
0
,
5
0
0 

4
6
4
,
1
0
0 

5
2
4
,0
0
0
 

6
1
1
,4
0
0
 

 
2
3 

3
6
0
,
2
0
0 

4
2
2
,
0
0
0 

4
6
5
,
9
0
0 

5
2
5
,8
0
0
 

6
1
2
,4
0
0
 

 
2
4 

3
6
3
,
2
0
0 

4
2
3
,
5
0
0 

4
6
7
,
7
0
0 

5
2
7
,6
0
0
 

6
1
3
,4
0
0
 

 
2
5 

3
6
6
,
2
0
0 

4
2
4
,
9
0
0 

4
6
9
,
5
0
0 

5
2
9
,2
0
0
 

6
1
4
,4
0
0
 

 
2
6 

3
6
8
,
5
0
0 

4
2
6
,
4
0
0 

4
7
1
,
3
0
0 

5
3
1
,0
0
0
 

6
1
5
,4
0
0
 

 
2
7 

3
7
0
,
8
0
0 

4
2
7
,
9
0
0 

4
7
3
,
1
0
0 

5
3
2
,8
0
0
 

6
1
6
,4
0
0
 

 
2
8 

3
7
3
,
0
0
0 

4
2
9
,
3
0
0 

4
7
4
,
9
0
0 

5
3
4
,6
0
0
 

6
1
7
,4
0
0
 

 
2
9 

3
7
4
,
9
0
0 

4
3
0
,
7
0
0 

4
7
6
,
7
0
0 

5
3
6
,2
0
0
 

6
1
8
,4
0
0
 

 
3
0 

3
7
6
,
6
0
0 

4
3
2
,
2
0
0 

4
7
8
,
5
0
0 

5
3
8
,0
0
0
 

 

 

 
3
1 

3
7
8
,
3
0
0 

4
3
3
,
7
0
0 

4
8
0
,
3
0
0 

5
3
9
,8
0
0
 

 

 
3
2 

3
8
0
,
1
0
0 

4
3
5
,
1
0
0 

4
8
2
,
1
0
0 

5
4
1
,5
0
0
 

 

 
3
3 

3
8
1
,
9
0
0 

4
3
6
,
5
0
0 

4
8
3
,
9
0
0 

5
4
3
,1
0
0
 

 

 
3
4 

3
8
3
,
7
0
0 

4
3
8
,
0
0
0 

4
8
5
,
8
0
0 

5
4
4
,9
0
0
 

 

 
3
5 

3
8
5
,
3
0
0 

4
3
9
,
5
0
0 

4
8
7
,
7
0
0 

5
4
6
,6
0
0
 

 

 
3
6 

3
8
6
,
7
0
0 

4
4
0
,
9
0
0 

4
8
9
,
6
0
0 

5
4
8
,3
0
0
 

 

 
3
7 

3
8
8
,
1
0
0 

4
4
2
,
3
0
0 

4
9
1
,
5
0
0 

5
4
9
,8
0
0
 

 

 
3
8 

3
8
9
,
6
0
0 

4
4
3
,
7
0
0 

4
9
3
,
2
0
0 

5
5
1
,4
0
0
 

 

 
3
9 

3
9
1
,
1
0
0 

4
4
5
,
1
0
0 

4
9
5
,
0
0
0 

5
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の

表
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、
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院
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勤
務

す
る
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師

に
適

用
す

る
。
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６
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７
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額
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定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 
基

準
 

給
料

月
額

 
基

準
 

給
料

月
額

 
基

準
 

給
料

月
額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

円
 

1
9
3
,
0
0
0
 

円
 

2
1
9
,
6
0
0 

円
 

2
4
8
,
1
0
0
 

円
 

2
6
1
,7

0
0
 

円
 

2
8
7
,
3
0
0
 

円
 

3
2
8
,4

0
0
 

円
 

3
7
1
,0

0
0
 

備
考
 

こ
の

表
は

、
病

院
に

勤
務

す
る

薬
剤

師
、
診

療
放

射
線

技
師

、
臨

床
検

査
技

師
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

、
管

理
栄

養
士

、
栄

養
士

、
医

療
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

、
臨

床
工

学
技

士
及

び
そ

の
他

の
職

員
で

管
理

者
が

定
め

る
も

の
に

適
用

す
る

。
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５
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６
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月
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給
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月
額
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月
額
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月
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以
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1
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7
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0
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3
1
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4
2
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0
 

2
 

2
0
9
,6
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2
4
2
,
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7
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7
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,
6
0
0
 

3
1
1
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4
3
,9
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0
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2
1
1
,4
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4
5
,
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0
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2
7
9
,
8
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0
 

2
9
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,
2
0
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3
1
2
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0
 

3
4
5
,6
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0
 

4
 

2
1
3
,1
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0
 

2
4
7
,
2
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0
 

2
8
0
,
8
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0
 

2
9
4
,
7
0
0
 

3
1
3
,8
0
0
 

3
4
7
,3
0
0
 

5
 

2
1
4
,8
0
0
 

2
4
9
,
4
0
0
 

2
8
1
,
8
0
0
 

2
9
5
,
2
0
0
 

3
1
4
,9
0
0
 

3
4
9
,0
0
0
 

6
 

2
1
6
,7
0
0
 

2
5
0
,
4
0
0
 

2
8
2
,
3
0
0
 

2
9
5
,
8
0
0
 

3
1
6
,0
0
0
 

3
5
0
,7
0
0
 

7
 

2
1
8
,5
0
0
 

2
5
1
,
3
0
0
 

2
8
2
,
8
0
0
 

2
9
6
,
4
0
0
 

3
1
7
,1
0
0
 

3
5
2
,4
0
0
 

8
 

2
2
0
,2
0
0
 

2
5
2
,
2
0
0
 

2
8
3
,
3
0
0
 

2
9
6
,
9
0
0
 

3
1
8
,2
0
0
 

3
5
4
,0
0
0
 

9
 

2
2
1
,9
0
0
 

2
5
3
,
1
0
0
 

2
8
3
,
8
0
0
 

2
9
7
,
4
0
0
 

3
1
9
,3
0
0
 

3
5
5
,5
0
0
 

 
1
0 

2
2
3
,9
0
0
 

2
5
4
,
3
0
0
 

2
8
4
,
3
0
0
 

2
9
8
,
0
0
0
 

3
2
0
,3
0
0
 

3
5
7
,2
0
0
 

 
1
1 

2
2
5
,8
0
0
 

2
5
5
,
4
0
0
 

2
8
4
,
8
0
0
 

2
9
8
,
6
0
0
 

3
2
1
,3
0
0
 

3
5
8
,9
0
0
 

 
1
2 

2
2
7
,7
0
0
 

2
5
6
,
3
0
0
 

2
8
5
,
3
0
0
 

2
9
9
,
1
0
0
 

3
2
2
,3
0
0
 

3
6
0
,6
0
0
 

 
1
3 

2
2
9
,6
0
0
 

2
5
7
,
1
0
0
 

2
8
5
,
8
0
0
 

2
9
9
,
6
0
0
 

3
2
3
,3
0
0
 

3
6
2
,0
0
0
 

 
1
4 
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0
 

3
2
5
,
3
0
0
 

3
5
7
,
8
0
0
 

3
7
5
,
9
0
0
 

 
 

 
1
0
4 

2
9
5
,4
0
0
 

3
2
5
,
8
0
0
 

3
5
8
,
2
0
0
 

3
7
6
,
3
0
0
 

 
 

 
1
0
5 

2
9
5
,8
0
0
 

3
2
6
,
2
0
0
 

3
5
8
,
5
0
0
 

3
7
6
,
9
0
0
 

 
 

 
1
0
6 

2
9
6
,3
0
0
 

3
2
6
,
7
0
0
 

3
5
9
,
0
0
0
 

3
7
7
,
4
0
0
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1
0
7 

2
9
6
,8
0
0
 

3
2
7
,
2
0
0
 

3
5
9
,
4
0
0
 

3
7
7
,
9
0
0
 

 
 

 
1
0
8 

2
9
7
,1
0
0
 

3
2
7
,
7
0
0
 

3
5
9
,
7
0
0
 

3
7
8
,
4
0
0
 

 
 

 
1
0
9 

2
9
7
,3
0
0
 

3
2
8
,
1
0
0
 

3
6
0
,
1
0
0
 

3
7
9
,
0
0
0
 

 
 

 
1
1
0 

2
9
7
,6
0
0
 

3
2
8
,
5
0
0
 

3
6
0
,
6
0
0
 

3
7
9
,
4
0
0
 

 
 

 
1
1
1 

2
9
7
,8
0
0
 

3
2
8
,
8
0
0
 

3
6
1
,
1
0
0
 

3
7
9
,
9
0
0
 

 
 

 
1
1
2 

2
9
8
,1
0
0
 

3
2
9
,
1
0
0
 

3
6
1
,
6
0
0
 

3
8
0
,
4
0
0
 

 
 

 
1
1
3 

2
9
8
,4
0
0
 

3
2
9
,
4
0
0
 

3
6
2
,
1
0
0
 

3
8
1
,
0
0
0
 

 
 

 
1
1
4 

2
9
8
,6
0
0
 

3
2
9
,
8
0
0
 

3
6
2
,
6
0
0
 

 
 

 

 
1
1
5 

2
9
8
,9
0
0
 

3
3
0
,
1
0
0
 

3
6
3
,
1
0
0
 

 
 

 

 
1
1
6 

2
9
9
,1
0
0
 

3
3
0
,
4
0
0
 

3
6
3
,
5
0
0
 

 
 

 

 
1
1
7 

2
9
9
,4
0
0
 

3
3
0
,
6
0
0
 

3
6
3
,
9
0
0
 

 
 

 

 
1
1
8 

2
9
9
,7
0
0
 

3
3
0
,
9
0
0
 

3
6
4
,
3
0
0
 

 
 

 

 
1
1
9 

3
0
0
,0
0
0
 

3
3
1
,
2
0
0
 

3
6
4
,
8
0
0
 

 
 

 

 
1
2
0 

3
0
0
,3
0
0
 

3
3
1
,
4
0
0
 

3
6
5
,
3
0
0
 

 
 

 

 
1
2
1 

3
0
0
,6
0
0
 

3
3
1
,
6
0
0
 

3
6
5
,
7
0
0
 

 
 

 

 
1
2
2 

3
0
1
,0
0
0
 

3
3
1
,
9
0
0
 

3
6
6
,
2
0
0
 

 
 

 

 
1
2
3 

3
0
1
,3
0
0
 

3
3
2
,
2
0
0
 

3
6
6
,
7
0
0
 

 
 

 

 
1
2
4 

3
0
1
,6
0
0
 

3
3
2
,
5
0
0
 

3
6
7
,
2
0
0
 

 
 

 

 
1
2
5 

3
0
1
,8
0
0
 

3
3
2
,
7
0
0
 

3
6
7
,
5
0
0
 

 
 

 

 
1
2
6 

3
0
2
,0
0
0
 

3
3
3
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
7 

3
0
2
,3
0
0
 

3
3
3
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
8 

3
0
2
,7
0
0
 

3
3
3
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
9 

3
0
2
,9
0
0
 

3
3
3
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
0 

3
0
3
,2
0
0
 

3
3
4
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
1 

3
0
3
,6
0
0
 

3
3
4
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
2 

3
0
4
,0
0
0
 

3
3
4
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
3 

3
0
4
,2
0
0
 

3
3
4
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
4 

3
0
4
,5
0
0
 

3
3
5
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
5 

3
0
4
,8
0
0
 

3
3
5
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
6 

3
0
5
,1
0
0
 

3
3
6
,
1
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
7 

3
0
5
,3
0
0
 

3
3
6
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
8 

3
0
5
,6
0
0
 

3
3
6
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
9 

3
0
5
,9
0
0
 

3
3
7
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
0 

3
0
6
,2
0
0
 

3
3
7
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
1 

3
0
6
,4
0
0
 

3
3
7
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
2 

3
0
6
,8
0
0
 

3
3
8
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
3 

3
0
7
,2
0
0
 

3
3
8
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
4
4 

3
0
7
,5
0
0
 

3
3
9
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
5 

3
0
7
,7
0
0
 

3
3
9
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
6 

3
0
7
,9
0
0
 

3
3
9
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
7 

3
0
8
,2
0
0
 

3
4
0
,
1
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
8 

3
0
8
,6
0
0
 

3
4
0
,
5
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
9 

3
0
8
,8
0
0
 

3
4
0
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
0 

3
0
9
,0
0
0
 

3
4
1
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
1 

3
0
9
,3
0
0
 

3
4
1
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
2 

3
0
9
,6
0
0
 

3
4
2
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
3 

3
1
0
,0
0
0
 

3
4
2
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
4 

3
1
0
,2
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
5
5 

3
1
0
,4
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
5
6 

3
1
0
,7
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
5
7 

3
1
1
,0
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
5
8 

3
1
1
,3
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
5
9 

3
1
1
,6
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
0 

3
1
1
,9
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
1 

3
1
2
,3
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
2 

3
1
2
,6
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
3 

3
1
2
,9
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
4 

3
1
3
,2
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
5 

3
1
3
,6
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
6 

3
1
3
,9
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
7 

3
1
4
,2
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
8 

3
1
4
,5
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
6
9 

3
1
4
,9
0
0
 

 
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 
基

準
 

給
料

月
額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準

 
給

料
月

額
 

基
準
 

給
料

月
額
 

円
 

2
3
9
,7
0
0
 

円
 

2
6
0
,
2
0
0
 

円
 

2
6
7
,
5
0
0
 

円
 

2
7
7
,
9
0
0
 

円
 

2
9
4
,3
0
0
 

円
 

3
3
1
,9
0
0
 

備
考
 
こ

の
表

は
、

病
院

に
勤

務
す

る
看

護
師

及
び

准
看

護
師

に
適

用
す

る
。
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 別表第７を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 

 第６条中「及び第１１条」を削る。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

別表第７（第５条関係） 

初 任 給 調 整 手 当 

期間の区分 支給額 

 
1年未満 

円 
310,000 

1年以上2年未満 310,000 

2年以上3年未満 310,000 

3年以上4年未満 310,000 

4年以上5年未満 310,000 

5年以上6年未満 310,000 

6年以上7年未満 310,000 

7年以上8年未満 310,000 

8年以上9年未満 310,000 

9年以上10年未満 310,000 

10年以上11年未満 310,000 

11年以上12年未満 310,000 

12年以上13年未満 310,000 

13年以上14年未満 310,000 

14年以上15年未満 310,000 

15年以上16年未満 310,000 

16年以上17年未満 306,700 

17年以上18年未満 303,400 

18年以上19年未満 300,100 

19年以上20年未満 296,800 

20年以上21年未満 293,500 

21年以上22年未満 281,500 

22年以上23年未満 268,000 

23年以上24年未満 254,500 

24年以上25年未満 241,000 

25年以上26年未満 227,500 

26年以上27年未満 210,500 

27年以上28年未満 193,500 

28年以上29年未満 176,500 

29年以上30年未満 159,500 

30年以上31年未満 142,000 

31年以上32年未満 124,500 

32年以上33年未満 107,000 

33年以上34年未満 87,000 

34年以上35年未満 67,000 
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別
表
第
１
（
第
２

条
関
係
）
 

行
 
政
 
職
 
給
 
料
 
表
 

職
員
の

 
区
 

分
 

職
務

 
の
級

 
 号
給

 

１
級

 
２

級
 

３
級

 
４

級
 

５
級

 
６

級
 

７
級

 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

給
料

月
額

 

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
以
外

の
職
員

 

 
1
 

円
 

1
8
3
,5
0
0
 

円
 

2
3
0
,0
0
0
 

円
 

2
6
5
,
3
0
0
 

円
 

2
9
8
,
8
0
0 

円
 

3
2
1
,3
0
0
 

円
 

3
5
5
,
2
0
0
 

円
 

4
0
8
,
3
0
0 

2
 

1
8
4
,6
0
0
 

2
3
1
,5
0
0
 

2
6
6
,
3
0
0
 

3
0
0
,
3
0
0 

3
2
3
,1
0
0
 

3
5
6
,
9
0
0
 

4
1
0
,
2
0
0 

3
 

1
8
5
,8
0
0
 

2
3
3
,0
0
0
 

2
6
7
,
3
0
0
 

3
0
1
,
8
0
0 

3
2
4
,9
0
0
 

3
5
8
,
5
0
0
 

4
1
2
,
1
0
0 

4
 

1
8
6
,9
0
0
 

2
3
4
,5
0
0
 

2
6
8
,
3
0
0
 

3
0
3
,
2
0
0 

3
2
6
,6
0
0
 

3
6
0
,
1
0
0
 

4
1
3
,
9
0
0 

5
 

1
8
8
,0
0
0
 

2
3
6
,0
0
0
 

2
6
9
,
3
0
0
 

3
0
4
,
6
0
0 

3
2
8
,3
0
0
 

3
6
1
,
7
0
0
 

4
1
5
,
7
0
0 

6
 

1
8
9
,7
0
0
 

2
3
7
,5
0
0
 

2
7
0
,
3
0
0
 

3
0
5
,
7
0
0 

3
3
0
,0
0
0
 

3
6
3
,
5
0
0
 

4
1
7
,
5
0
0 

7
 

1
9
1
,3
0
0
 

2
3
9
,0
0
0
 

2
7
1
,
3
0
0
 

3
0
6
,
7
0
0 

3
3
1
,7
0
0
 

3
6
5
,
0
0
0
 

4
1
9
,
3
0
0 

8
 

1
9
2
,9
0
0
 

2
4
0
,5
0
0
 

2
7
2
,
3
0
0
 

3
0
7
,
9
0
0 

3
3
3
,4
0
0
 

3
6
6
,
6
0
0
 

4
2
1
,
1
0
0 

 
9
 

1
9
4
,5
0
0
 

2
4
2
,0
0
0
 

2
7
3
,
3
0
0
 

3
0
9
,
1
0
0 

3
3
5
,0
0
0
 

3
6
8
,
0
0
0
 

4
2
2
,
7
0
0 

 
1
0 

1
9
6
,2
0
0
 

2
4
3
,4
0
0
 

2
7
4
,
3
0
0
 

3
1
0
,
7
0
0 

3
3
6
,7
0
0
 

3
6
9
,
6
0
0
 

4
2
4
,
2
0
0 

 
1
1 

1
9
7
,8
0
0
 

2
4
4
,8
0
0
 

2
7
5
,
3
0
0
 

3
1
2
,
3
0
0 

3
3
8
,4
0
0
 

3
7
1
,
2
0
0
 

4
2
5
,
7
0
0 

 
1
2 

1
9
9
,4
0
0
 

2
4
6
,2
0
0
 

2
7
6
,
4
0
0
 

3
1
3
,
9
0
0 

3
4
0
,0
0
0
 

3
7
2
,
7
0
0
 

4
2
7
,
2
0
0 

 
1
3 

2
0
1
,0
0
0
 

2
4
7
,4
0
0
 

2
7
7
,
4
0
0
 

3
1
5
,
4
0
0 

3
4
1
,5
0
0
 

3
7
4
,
6
0
0
 

4
2
8
,
7
0
0 

 
1
4 

2
0
2
,7
0
0
 

2
4
8
,6
0
0
 

2
7
8
,
7
0
0
 

3
1
7
,
0
0
0 

3
4
3
,1
0
0
 

3
7
6
,
5
0
0
 

4
3
0
,
0
0
0 

 
1
5 

2
0
4
,4
0
0
 

2
4
9
,8
0
0
 

2
8
0
,
0
0
0
 

3
1
8
,
6
0
0 

3
4
4
,7
0
0
 

3
7
8
,
4
0
0
 

4
3
1
,
3
0
0 

 
1
6 

2
0
6
,1
0
0
 

2
5
1
,0
0
0
 

2
8
1
,
2
0
0
 

3
2
0
,
2
0
0 

3
4
6
,2
0
0
 

3
8
0
,
2
0
0
 

4
3
2
,
5
0
0 

 
1
7 

2
0
7
,4
0
0
 

2
5
2
,1
0
0
 

2
8
2
,
5
0
0
 

3
2
1
,
7
0
0 

3
4
7
,6
0
0
 

3
8
1
,
7
0
0
 

4
3
3
,
7
0
0 

 
1
8 

2
0
9
,0
0
0
 

2
5
3
,2
0
0
 

2
8
3
,
8
0
0
 

3
2
3
,
4
0
0 

3
4
9
,3
0
0
 

3
8
3
,
5
0
0
 

4
3
5
,
0
0
0 

 
1
9 

2
1
0
,6
0
0
 

2
5
4
,3
0
0
 

2
8
5
,
0
0
0
 

3
2
5
,
0
0
0 

3
5
0
,9
0
0
 

3
8
5
,
2
0
0
 

4
3
6
,
3
0
0 

 
2
0 

2
1
2
,1
0
0
 

2
5
5
,4
0
0
 

2
8
6
,
2
0
0
 

3
2
6
,
6
0
0 

3
5
2
,5
0
0
 

3
8
6
,
8
0
0
 

4
3
7
,
5
0
0 

 
2
1 

2
1
3
,6
0
0
 

2
5
6
,4
0
0
 

2
8
7
,
3
0
0
 

3
2
8
,
0
0
0 

3
5
3
,7
0
0
 

3
8
8
,
5
0
0
 

4
3
8
,
7
0
0 

 
2
2 

2
1
5
,2
0
0
 

2
5
7
,4
0
0
 

2
8
8
,
5
0
0
 

3
2
9
,
7
0
0 

3
5
5
,2
0
0
 

3
8
9
,
9
0
0
 

4
3
9
,
5
0
0 

 
2
3 

2
1
6
,8
0
0
 

2
5
8
,4
0
0
 

2
8
9
,
8
0
0
 

3
3
1
,
4
0
0 

3
5
6
,7
0
0
 

3
9
1
,
3
0
0
 

4
4
0
,
3
0
0 

 
2
4 

2
1
8
,4
0
0
 

2
5
9
,4
0
0
 

2
9
1
,
1
0
0
 

3
3
3
,
0
0
0 

3
5
8
,2
0
0
 

3
9
2
,
7
0
0
 

4
4
1
,
1
0
0 

 

 
2
5 

2
2
0
,0
0
0
 

2
6
0
,4
0
0
 

2
9
2
,
4
0
0
 

3
3
4
,
2
0
0 

3
5
9
,9
0
0
 

3
9
4
,
1
0
0
 

4
4
1
,
7
0
0 

 
2
6 

2
2
1
,7
0
0
 

2
6
1
,3
0
0
 

2
9
3
,
4
0
0
 

3
3
6
,
1
0
0 

3
6
1
,7
0
0
 

3
9
5
,
3
0
0
 

4
4
2
,
3
0
0 

 
2
7 

2
2
3
,0
0
0
 

2
6
2
,2
0
0
 

2
9
4
,
4
0
0
 

3
3
7
,
8
0
0 

3
6
3
,4
0
0
 

3
9
6
,
5
0
0
 

4
4
2
,
9
0
0 

 
2
8 

2
2
4
,3
0
0
 

2
6
3
,1
0
0
 

2
9
5
,
5
0
0
 

3
3
9
,
4
0
0 

3
6
5
,1
0
0
 

3
9
7
,
5
0
0
 

4
4
3
,
5
0
0 

 
2
9 

2
2
5
,6
0
0
 

2
6
3
,9
0
0
 

2
9
6
,
6
0
0
 

3
4
0
,
9
0
0 

3
6
6
,5
0
0
 

3
9
8
,
6
0
0
 

4
4
4
,
2
0
0 

 
3
0 

2
2
6
,7
0
0
 

2
6
4
,7
0
0
 

2
9
7
,
8
0
0
 

3
4
2
,
5
0
0 

3
6
7
,8
0
0
 

3
9
9
,
8
0
0
 

4
4
5
,
0
0
0 

 
3
1 

2
2
7
,8
0
0
 

2
6
5
,5
0
0
 

2
9
8
,
9
0
0
 

3
4
4
,
1
0
0 

3
6
9
,0
0
0
 

4
0
0
,
9
0
0
 

4
4
5
,
4
0
0 

 
3
2 

2
2
8
,9
0
0
 

2
6
6
,3
0
0
 

3
0
0
,
1
0
0
 

3
4
5
,
7
0
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3
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3
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1
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4
3
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4
0
0
 

3
6
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3
8
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4
0
9
,
5
0
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4
5
2
,
2
0
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2
4
4
,4
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2
7
9
,5
0
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3
2
2
,
7
0
0
 

3
6
8
,
3
0
0 

3
8
4
,9
0
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4
0
9
,
8
0
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4
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4
1
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4
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1
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3
0
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0
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1
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3
0
5
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0
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1
1
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3
0
6
,0
0
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1
1
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3
0
6
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0
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1
1
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3
0
6
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0
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1
1
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3
0
6
,7
0
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1
2
0 

 
3
0
7
,0
0
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1
2
1 

 
3
0
7
,4
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
2
2 

 
3
0
7
,6
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
2
3 

 
3
0
7
,9
0
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1
2
4 

 
3
0
8
,2
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
2
5 

 
3
0
8
,5
0
0
 

 
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 

円
 

1
9
2
,0
0
0
 

円
 

2
1
9
,5
0
0
 

円
 

2
6
0
,
0
0
0
 

円
 

2
7
9
,
7
0
0 

円
 

2
9
4
,9
0
0
 

円
 

3
2
0
,
6
0
0
 

円
 

3
6
2
,
7
0
0 

備
考
 
こ

の
表

は
、

他
の

給
料

表
の
適
用

を
受
け
な
い
全

て
の

職
員
に
適
用
す
る

。
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別
表
第
２
（
第
２

条
関
係
）
 

医
 

療
 
職
 
給
 
料
 
表
 
⑴
 

職
員
の

 
区
 

分
 

職
務

 
の
級

 
 号
給

 

１
級

 
２
級

 
３
級

 
４
級

 
５
級

 

給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
以
外

の
職
員

 

 
1
 

円
 

2
9
1
,
4
0
0 

円
 

4
0
0
,
3
0
0 

円
 

4
5
5
,
1
0
0 

円
 

5
4
9
,8
0
0
 

円
 

5
9
6
,1
0
0
 

2
 

2
9
3
,
7
0
0 

4
0
3
,
0
0
0 

4
5
7
,
1
0
0 

5
5
5
,9
0
0
 

6
0
2
,1
0
0
 

3
 

2
9
6
,
0
0
0 

4
0
5
,
6
0
0 

4
5
9
,
0
0
0 

5
6
1
,2
0
0
 

6
0
7
,4
0
0
 

4
 

2
9
8
,
2
0
0 

4
0
8
,
1
0
0 

4
6
0
,
9
0
0 

5
6
6
,1
0
0
 

6
1
1
,9
0
0
 

5
 

3
0
0
,
3
0
0 

4
1
0
,
5
0
0 

4
6
2
,
3
0
0 

5
7
0
,5
0
0
 

6
1
5
,9
0
0
 

6
 

3
0
3
,
8
0
0 

4
1
2
,
7
0
0 

4
6
4
,
1
0
0 

5
7
4
,8
0
0
 

6
1
9
,4
0
0
 

 
7
 

3
0
7
,
3
0
0 

4
1
4
,
8
0
0 

4
6
5
,
9
0
0 

5
7
8
,4
0
0
 

6
2
2
,4
0
0
 

 
8
 

3
1
0
,
7
0
0 

4
1
6
,
9
0
0 

4
6
7
,
7
0
0 

5
8
1
,4
0
0
 

6
2
5
,2
0
0
 

 
9
 

3
1
4
,
1
0
0 

4
1
9
,
0
0
0 

4
6
9
,
5
0
0 

5
8
3
,9
0
0
 

 

 
1
0 

3
1
7
,
6
0
0 

4
2
0
,
5
0
0 

4
7
1
,
3
0
0 

5
8
6
,2
0
0
 

 

 
1
1 

3
2
1
,
0
0
0 

4
2
2
,
0
0
0 

4
7
3
,
1
0
0 

 
 

 
1
2 

3
2
4
,
4
0
0 

4
2
3
,
5
0
0 

4
7
4
,
9
0
0 

 
 

 
1
3 

3
2
7
,
8
0
0 

4
2
4
,
9
0
0 

4
7
6
,
7
0
0 

 
 

 
1
4 

3
3
1
,
3
0
0 

4
2
6
,
4
0
0 

4
7
8
,
5
0
0 

 
 

 
1
5 

3
3
4
,
7
0
0 

4
2
7
,
9
0
0 

4
8
0
,
3
0
0 

 
 

 
1
6 

3
3
8
,
1
0
0 

4
2
9
,
3
0
0 

4
8
2
,
1
0
0 

 
 

 
1
7 

3
4
1
,
5
0
0 

4
3
0
,
7
0
0 

4
8
3
,
9
0
0 

 
 

 
1
8 

3
4
4
,
6
0
0 

4
3
2
,
2
0
0 

4
8
5
,
8
0
0 

 
 

 
1
9 

3
4
7
,
7
0
0 

4
3
3
,
7
0
0 

4
8
7
,
7
0
0 

 
 

 
2
0 

3
5
0
,
8
0
0 

4
3
5
,
1
0
0 

4
8
9
,
6
0
0 

 
 

 
2
1 

3
5
4
,
0
0
0 

4
3
6
,
5
0
0 

4
9
1
,
5
0
0 

 
 

 
2
2 

3
5
7
,
1
0
0 

4
3
8
,
0
0
0 

4
9
3
,
2
0
0 

 
 

 
2
3 

3
6
0
,
2
0
0 

4
3
9
,
5
0
0 

4
9
5
,
0
0
0 

 
 

 
2
4 

3
6
3
,
2
0
0 

4
4
0
,
9
0
0 

4
9
6
,
8
0
0 

 
 

 
2
5 

3
6
6
,
2
0
0 

4
4
2
,
3
0
0 

4
9
8
,
4
0
0 

 
 

 
2
6 

3
6
8
,
5
0
0 

4
4
3
,
7
0
0 

5
0
0
,
2
0
0 

 
 

 
2
7 

3
7
0
,
8
0
0 

4
4
5
,
1
0
0 

5
0
2
,
0
0
0 

 
 

 
2
8 

3
7
3
,
0
0
0 

4
4
6
,
5
0
0 

5
0
3
,
6
0
0 

 
 

 
2
9 

3
7
4
,
9
0
0 

4
4
7
,
9
0
0 

5
0
5
,
0
0
0 

 
 

 

 
3
0 

3
7
6
,
6
0
0 

4
4
9
,
3
0
0 

5
0
6
,
7
0
0 

 
 

 
3
1 

3
7
8
,
3
0
0 

4
5
0
,
7
0
0 

5
0
8
,
5
0
0 

 
 

 
3
2 

3
8
0
,
1
0
0 

4
5
2
,
1
0
0 

5
1
0
,
2
0
0 

 
 

 
3
3 

3
8
1
,
9
0
0 

4
5
3
,
5
0
0 

5
1
1
,
7
0
0 

 
 

 
3
4 

3
8
3
,
7
0
0 

4
5
4
,
9
0
0 

5
1
3
,
0
0
0 

 
 

 
3
5 

3
8
5
,
3
0
0 

4
5
6
,
3
0
0 

5
1
4
,
3
0
0 

 
 

 
3
6 

3
8
6
,
7
0
0 

4
5
7
,
7
0
0 

5
1
5
,
6
0
0 

 
 

 
3
7 

3
8
8
,
1
0
0 

4
5
9
,
1
0
0 

5
1
6
,
6
0
0 

 
 

 
3
8 

3
8
9
,
6
0
0 

4
6
0
,
8
0
0 

5
1
7
,
9
0
0 

 
 

 
3
9 

3
9
1
,
1
0
0 

4
6
2
,
4
0
0 

5
1
9
,
2
0
0 

 
 

 
4
0 

3
9
2
,
6
0
0 

4
6
4
,
0
0
0 

5
2
0
,
5
0
0 

 
 

 
4
1 

3
9
4
,
1
0
0 

4
6
5
,
6
0
0 

5
2
1
,
5
0
0 

 
 

 
4
2 

3
9
4
,
8
0
0 

4
6
6
,
8
0
0 

5
2
2
,
3
0
0 

 
 

 
4
3 

3
9
5
,
4
0
0 

4
6
8
,
0
0
0 

5
2
3
,
1
0
0 

 
 

 
4
4 

3
9
6
,
1
0
0 

4
6
9
,
1
0
0 

5
2
3
,
9
0
0 

 
 

 
4
5 

3
9
7
,
0
0
0 

4
7
0
,
1
0
0 

5
2
4
,
8
0
0 

 
 

 
4
6 

3
9
7
,
6
0
0 

4
7
1
,
1
0
0 

5
2
5
,
6
0
0 

 
 

 
4
7 

3
9
8
,
2
0
0 

4
7
2
,
0
0
0 

5
2
6
,
4
0
0 

 
 

 
4
8 

3
9
8
,
8
0
0 

4
7
2
,
8
0
0 

5
2
7
,
1
0
0 

 
 

 
4
9 

3
9
9
,
4
0
0 

4
7
3
,
5
0
0 

5
2
7
,
9
0
0 

 
 

 
5
0 

3
9
9
,
9
0
0 

4
7
4
,
2
0
0 

5
2
8
,
7
0
0 

 
 

 
5
1 

4
0
0
,
4
0
0 

4
7
4
,
9
0
0 

5
2
9
,
4
0
0 

 
 

 
5
2 

4
0
0
,
9
0
0 

4
7
5
,
5
0
0 

5
3
0
,
3
0
0 

 
 

 
5
3 

4
0
1
,
4
0
0 

4
7
6
,
2
0
0 

5
3
1
,
2
0
0 

 
 

 
5
4 

4
0
1
,
8
0
0 

4
7
6
,
9
0
0 

5
3
2
,
0
0
0 

 
 

 
5
5 

4
0
2
,
2
0
0 

4
7
7
,
5
0
0 

5
3
2
,
9
0
0 

 
 

 
5
6 

4
0
2
,
6
0
0 

4
7
8
,
1
0
0 

5
3
3
,
8
0
0 

 
 

 
5
7 

4
0
3
,
0
0
0 

4
7
8
,
4
0
0 

5
3
4
,
6
0
0 

 
 

 
5
8 

4
0
3
,
4
0
0 

4
7
9
,
0
0
0 

5
3
5
,
5
0
0 

 
 

 
5
9 

4
0
3
,
8
0
0 

4
7
9
,
7
0
0 

5
3
6
,
4
0
0 

 
 

 
6
0 

4
0
4
,
2
0
0 

4
8
0
,
4
0
0 

5
3
7
,
1
0
0 

 
 

 
6
1 

4
0
4
,
6
0
0 

4
8
0
,
8
0
0 

5
3
7
,
9
0
0 

 
 

 
6
2 

4
0
5
,
0
0
0 

4
8
1
,
4
0
0 

5
3
8
,
8
0
0 

 
 

 
6
3 

4
0
5
,
4
0
0 

4
8
2
,
1
0
0 

5
3
9
,
7
0
0 
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6
4 

4
0
5
,
8
0
0 

4
8
2
,
8
0
0 

5
4
0
,
6
0
0 

 
 

 
6
5 

4
0
6
,
1
0
0 

4
8
3
,
2
0
0 

5
4
1
,
4
0
0 

 
 

 
6
6 

 
4
8
3
,
8
0
0 

5
4
2
,
3
0
0 

 
 

 
6
7 

 
4
8
4
,
4
0
0 

5
4
3
,
2
0
0 

 
 

 
6
8 

 
4
8
4
,
9
0
0 

5
4
4
,
1
0
0 

 
 

 
6
9 

 
4
8
5
,
4
0
0 

5
4
4
,
9
0
0 

 
 

 
7
0 

 
4
8
5
,
9
0
0 

5
4
5
,
8
0
0 

 
 

 
7
1 

 
4
8
6
,
4
0
0 

5
4
6
,
7
0
0 

 
 

 
7
2 

 
4
8
6
,
9
0
0 

5
4
7
,
6
0
0 

 
 

 
7
3 

 
4
8
7
,
3
0
0 

5
4
8
,
4
0
0 

 
 

 
7
4 

 
4
8
7
,
8
0
0 

 
 

 

 
7
5 

 
4
8
8
,
2
0
0 

 
 

 

 
7
6 

 
4
8
8
,
7
0
0 

 
 

 

 
7
7 

 
4
8
9
,
2
0
0 

 
 

 

 
7
8 

 
4
8
9
,
8
0
0 

 
 

 

 
7
9 

 
4
9
0
,
4
0
0 

 
 

 

 
8
0 

 
4
9
0
,
8
0
0 

 
 

 

 
8
1 

 
4
9
1
,
3
0
0 

 
 

 

 
8
2 

 
4
9
1
,
9
0
0 

 
 

 

 
8
3 

 
4
9
2
,
5
0
0 

 
 

 

 
8
4 

 
4
9
3
,
0
0
0 

 
 

 

 
8
5 

 
4
9
3
,
5
0
0 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 
基

準
給

料
月

額
 

円
 

3
0
1
,
7
0
0 

円
 

3
4
4
,
4
0
0 

円
 

3
9
9
,
5
0
0 

円
 

4
7
3
,3

0
0
 

円
 

5
7
3
,8

0
0
 

備
考
 

こ
の

表
は

、
病

院
に

勤
務

す
る

医
師

に
適

用
す

る
。

 

医
 

療
 
職
 
給
 
料
 
表
 
⑵
 

職
員

の
 

区
 

分
 

職
務
 

の
級
 

 号
給

 

１
級

 
２
級

 
３
級

 
４
級
 

５
級

 
６
級

 
７
級

 

給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

 

 
1
 

円
 

1
8
8
,
6
0
0
 

円
 

2
2
7
,
4
0
0 

円
 

2
6
3
,
0
0
0
 

円
 

2
8
1
,8
0
0
 

円
 

3
1
5
,
0
0
0
 

円
 

3
6
0
,7
0
0
 

円
 

4
1
5
,0
0
0
 

2
 

1
9
0
,
7
0
0
 

2
2
8
,
7
0
0 

2
6
3
,
8
0
0
 

2
8
2
,6
0
0
 

3
1
6
,
4
0
0
 

3
6
2
,4
0
0
 

4
1
6
,9
0
0
 

3
 

1
9
2
,
8
0
0
 

2
3
0
,
0
0
0 

2
6
4
,
6
0
0
 

2
8
3
,4
0
0
 

3
1
7
,
8
0
0
 

3
6
4
,0
0
0
 

4
1
8
,8
0
0
 

4
 

1
9
4
,
9
0
0
 

2
3
1
,
3
0
0 

2
6
5
,
4
0
0
 

2
8
4
,1
0
0
 

3
1
9
,
2
0
0
 

3
6
5
,6
0
0
 

4
2
0
,6
0
0
 

5
 

1
9
6
,
9
0
0
 

2
3
2
,
5
0
0 

2
6
6
,
2
0
0
 

2
8
4
,8
0
0
 

3
2
0
,
6
0
0
 

3
6
7
,2
0
0
 

4
2
2
,4
0
0
 

6
 

1
9
8
,
9
0
0
 

2
3
3
,
6
0
0 

2
6
7
,
0
0
0
 

2
8
5
,5
0
0
 

3
2
2
,
2
0
0
 

3
6
8
,8
0
0
 

4
2
4
,0
0
0
 

7
 

2
0
0
,
9
0
0
 

2
3
4
,
6
0
0 

2
6
7
,
8
0
0
 

2
8
6
,2
0
0
 

3
2
3
,
7
0
0
 

3
7
0
,4
0
0
 

4
2
5
,6
0
0
 

8
 

2
0
2
,
7
0
0
 

2
3
5
,
6
0
0 

2
6
8
,
6
0
0
 

2
8
7
,0
0
0
 

3
2
5
,
2
0
0
 

3
7
2
,0
0
0
 

4
2
7
,1
0
0
 

9
 

2
0
4
,
5
0
0
 

2
3
6
,
7
0
0 

2
6
9
,
4
0
0
 

2
8
7
,8
0
0
 

3
2
6
,
7
0
0
 

3
7
3
,6
0
0
 

4
2
8
,6
0
0
 

1
0 

2
0
6
,
4
0
0
 

2
3
7
,
9
0
0 

2
7
0
,
2
0
0
 

2
8
8
,6
0
0
 

3
2
8
,
3
0
0
 

3
7
5
,6
0
0
 

4
2
9
,9
0
0
 

 
1
1 

2
0
8
,
3
0
0
 

2
3
9
,
2
0
0 

2
7
1
,
0
0
0
 

2
8
9
,4
0
0
 

3
2
9
,
8
0
0
 

3
7
7
,6
0
0
 

4
3
1
,2
0
0
 

 
1
2 

2
1
0
,
4
0
0
 

2
4
0
,
5
0
0 

2
7
1
,
8
0
0
 

2
9
0
,1
0
0
 

3
3
1
,
3
0
0
 

3
7
9
,6
0
0
 

4
3
2
,5
0
0
 

 
1
3 

2
1
2
,
1
0
0
 

2
4
1
,
8
0
0 

2
7
2
,
6
0
0
 

2
9
0
,8
0
0
 

3
3
2
,
8
0
0
 

3
8
1
,0
0
0
 

4
3
3
,8
0
0
 

 
1
4 

2
1
4
,
1
0
0
 

2
4
3
,
1
0
0 

2
7
3
,
4
0
0
 

2
9
1
,9
0
0
 

3
3
4
,
4
0
0
 

3
8
2
,7
0
0
 

4
3
5
,0
0
0
 

 
1
5 

2
1
6
,
3
0
0
 

2
4
4
,
4
0
0 

2
7
4
,
2
0
0
 

2
9
3
,0
0
0
 

3
3
5
,
9
0
0
 

3
8
4
,4
0
0
 

4
3
6
,2
0
0
 

 
1
6 

2
1
8
,
4
0
0
 

2
4
5
,
6
0
0 

2
7
5
,
0
0
0
 

2
9
4
,2
0
0
 

3
3
7
,
4
0
0
 

3
8
6
,1
0
0
 

4
3
7
,3
0
0
 

 
1
7 

2
2
0
,
5
0
0
 

2
4
6
,
8
0
0 

2
7
5
,
8
0
0
 

2
9
5
,4
0
0
 

3
3
8
,
9
0
0
 

3
8
7
,8
0
0
 

4
3
8
,5
0
0
 

 
1
8 

2
2
1
,
6
0
0
 

2
4
8
,
0
0
0 

2
7
6
,
6
0
0
 

2
9
6
,6
0
0
 

3
4
0
,
5
0
0
 

3
8
9
,3
0
0
 

4
3
9
,6
0
0
 

 
1
9 

2
2
2
,
7
0
0
 

2
4
9
,
2
0
0 

2
7
7
,
4
0
0
 

2
9
7
,8
0
0
 

3
4
2
,
1
0
0
 

3
9
0
,8
0
0
 

4
4
0
,8
0
0
 

 
2
0 

2
2
3
,
8
0
0
 

2
5
0
,
4
0
0 

2
7
8
,
2
0
0
 

2
9
9
,0
0
0
 

3
4
3
,
6
0
0
 

3
9
2
,3
0
0
 

4
4
2
,0
0
0
 

 
2
1 

2
2
4
,
9
0
0
 

2
5
1
,
5
0
0 

2
7
9
,
0
0
0
 

3
0
0
,2
0
0
 

3
4
4
,
9
0
0
 

3
9
3
,6
0
0
 

4
4
3
,1
0
0
 

 
2
2 

2
2
5
,
8
0
0
 

2
5
2
,
4
0
0 

2
7
9
,
9
0
0
 

3
0
1
,4
0
0
 

3
4
6
,
4
0
0
 

3
9
4
,9
0
0
 

4
4
3
,9
0
0
 

 
2
3 

2
2
6
,
7
0
0
 

2
5
3
,
2
0
0 

2
8
0
,
8
0
0
 

3
0
2
,6
0
0
 

3
4
7
,
9
0
0
 

3
9
6
,2
0
0
 

4
4
4
,3
0
0
 

 
2
4 

2
2
7
,
6
0
0
 

2
5
4
,
0
0
0 

2
8
1
,
6
0
0
 

3
0
3
,8
0
0
 

3
4
9
,
4
0
0
 

3
9
7
,3
0
0
 

4
4
5
,0
0
0
 

 
2
5 

2
2
8
,
5
0
0
 

2
5
4
,
8
0
0 

2
8
2
,
4
0
0
 

3
0
5
,0
0
0
 

3
5
0
,
9
0
0
 

3
9
8
,4
0
0
 

4
4
5
,5
0
0
 

 
2
6 

2
2
9
,
4
0
0
 

2
5
5
,
6
0
0 

2
8
3
,
3
0
0
 

3
0
6
,2
0
0
 

3
5
2
,
4
0
0
 

3
9
9
,5
0
0
 

4
4
5
,9
0
0
 

 
2
7 

2
3
0
,
3
0
0
 

2
5
6
,
4
0
0 

2
8
4
,
2
0
0
 

3
0
7
,3
0
0
 

3
5
3
,
9
0
0
 

4
0
0
,6
0
0
 

4
4
6
,3
0
0
 

 
2
8 

2
3
1
,
2
0
0
 

2
5
7
,
2
0
0 

2
8
5
,
0
0
0
 

3
0
8
,5
0
0
 

3
5
5
,
3
0
0
 

4
0
1
,7
0
0
 

4
4
6
,7
0
0
 

 
2
9 

2
3
2
,
1
0
0
 

2
5
8
,
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2
7
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3
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3
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0
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9
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0
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4
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4
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0
0
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7
0
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0
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3
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3
2
8
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3
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4
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0
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9
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0
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4
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4
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6
0
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2
7
1
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5
0
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3
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6
0
0
 

3
2
9
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0
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3
7
5
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3
0
0
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9
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0
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4
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1
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2
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3
0
0 

3
0
4
,
7
0
0
 

3
3
0
,7

0
0
 

3
7
6
,
2
0
0
 

4
1
0
,0

0
0
 

 

 
4
8 

2
4
5
,
5
0
0
 

2
7
3
,
1
0
0 

3
0
5
,
8
0
0
 

3
3
1
,6

0
0
 

3
7
7
,
0
0
0
 

4
1
0
,3

0
0
 

 

 
4
9 

2
4
5
,
9
0
0
 

2
7
3
,
8
0
0 

3
0
6
,
9
0
0
 

3
3
2
,5

0
0
 

3
7
7
,
5
0
0
 

4
1
0
,5

0
0
 

 

 
5
0 

2
4
6
,
4
0
0
 

2
7
4
,
6
0
0 

3
0
8
,
0
0
0
 

3
3
3
,5

0
0
 

3
7
8
,
3
0
0
 

4
1
0
,8

0
0
 

 

 
5
1 

2
4
6
,
9
0
0
 

2
7
5
,
3
0
0 

3
0
9
,
1
0
0
 

3
3
4
,5

0
0
 

3
7
9
,
1
0
0
 

4
1
1
,1

0
0
 

 

 
5
2 

2
4
7
,
4
0
0
 

2
7
6
,
0
0
0 

3
1
0
,
2
0
0
 

3
3
5
,4

0
0
 

3
7
9
,
9
0
0
 

4
1
1
,4

0
0
 

 

 
5
3 

2
4
7
,
7
0
0
 

2
7
6
,
7
0
0 

3
1
1
,
2
0
0
 

3
3
5
,9

0
0
 

3
8
0
,
3
0
0
 

4
1
1
,6

0
0
 

 

 
5
4 

2
4
8
,
0
0
0
 

2
7
7
,
4
0
0 

3
1
2
,
2
0
0
 

3
3
6
,8

0
0
 

3
8
1
,
0
0
0
 

4
1
1
,9

0
0
 

 

 
5
5 

2
4
8
,
3
0
0
 

2
7
8
,
1
0
0 

3
1
3
,
2
0
0
 

3
3
7
,5

0
0
 

3
8
1
,
7
0
0
 

4
1
2
,2

0
0
 

 

 
5
6 

2
4
8
,
6
0
0
 

2
7
8
,
8
0
0 

3
1
4
,
2
0
0
 

3
3
8
,4

0
0
 

3
8
2
,
3
0
0
 

4
1
2
,5

0
0
 

 

 
5
7 

2
4
8
,
9
0
0
 

2
7
9
,
5
0
0 

3
1
5
,
2
0
0
 

3
3
9
,1

0
0
 

3
8
2
,
7
0
0
 

4
1
2
,7

0
0
 

 

 
5
8 

2
4
9
,
2
0
0
 

2
8
0
,
2
0
0 

3
1
6
,
2
0
0
 

3
3
9
,4

0
0
 

3
8
3
,
2
0
0
 

 
 

 
5
9 

2
4
9
,
5
0
0
 

2
8
0
,
9
0
0 

3
1
7
,
2
0
0
 

3
3
9
,9

0
0
 

3
8
3
,
8
0
0
 

 
 

 
6
0 

2
4
9
,
8
0
0
 

2
8
1
,
5
0
0 

3
1
8
,
1
0
0
 

3
4
0
,5

0
0
 

3
8
4
,
4
0
0
 

 
 

 
6
1 

2
5
0
,
1
0
0
 

2
8
2
,
1
0
0 

3
1
9
,
0
0
0
 

3
4
1
,1

0
0
 

3
8
4
,
8
0
0
 

 
 

 
6
2 

2
5
0
,
4
0
0
 

2
8
2
,
8
0
0 

3
1
9
,
8
0
0
 

3
4
1
,8

0
0
 

3
8
5
,
3
0
0
 

 
 

 
6
3 

2
5
0
,
7
0
0
 

2
8
3
,
5
0
0 

3
2
0
,
5
0
0
 

3
4
2
,5

0
0
 

3
8
5
,
8
0
0
 

 
 

 
6
4 

2
5
1
,
0
0
0
 

2
8
4
,
1
0
0 

3
2
1
,
2
0
0
 

3
4
3
,1

0
0
 

3
8
6
,
3
0
0
 

 
 

 

 
6
5 

2
5
1
,
3
0
0
 

2
8
4
,
7
0
0 

3
2
1
,
8
0
0
 

3
4
3
,8
0
0
 

3
8
6
,
9
0
0
 

 
 

 
6
6 

2
5
1
,
6
0
0
 

2
8
5
,
4
0
0 

3
2
2
,
5
0
0
 

3
4
4
,3
0
0
 

3
8
7
,
4
0
0
 

 
 

 
6
7 

2
5
1
,
9
0
0
 

2
8
6
,
1
0
0 

3
2
3
,
1
0
0
 

3
4
4
,9
0
0
 

3
8
8
,
0
0
0
 

 
 

 
6
8 

2
5
2
,
2
0
0
 

2
8
6
,
7
0
0 

3
2
3
,
7
0
0
 

3
4
5
,5
0
0
 

3
8
8
,
6
0
0
 

 
 

 
6
9 

2
5
2
,
5
0
0
 

2
8
7
,
3
0
0 

3
2
4
,
3
0
0
 

3
4
5
,8
0
0
 

3
8
9
,
1
0
0
 

 
 

 
7
0 

2
5
2
,
8
0
0
 

2
8
8
,
0
0
0 

3
2
4
,
5
0
0
 

3
4
6
,4
0
0
 

3
8
9
,
6
0
0
 

 
 

 
7
1 

2
5
3
,
1
0
0
 

2
8
8
,
7
0
0 

3
2
5
,
0
0
0
 

3
4
6
,9
0
0
 

3
9
0
,
1
0
0
 

 
 

 
7
2 

2
5
3
,
3
0
0
 

2
8
9
,
3
0
0 

3
2
5
,
5
0
0
 

3
4
7
,4
0
0
 

3
9
0
,
6
0
0
 

 
 

 
7
3 

2
5
3
,
5
0
0
 

2
8
9
,
9
0
0 

3
2
6
,
1
0
0
 

3
4
7
,9
0
0
 

3
9
0
,
9
0
0
 

 
 

 
7
4 

2
5
3
,
8
0
0
 

2
9
0
,
4
0
0 

3
2
6
,
6
0
0
 

3
4
8
,4
0
0
 

3
9
1
,
4
0
0
 

 
 

 
7
5 

2
5
4
,
1
0
0
 

2
9
0
,
8
0
0 

3
2
7
,
1
0
0
 

3
4
8
,9
0
0
 

3
9
1
,
8
0
0
 

 
 

 
7
6 

2
5
4
,
3
0
0
 

2
9
1
,
2
0
0 

3
2
7
,
5
0
0
 

3
4
9
,3
0
0
 

3
9
2
,
2
0
0
 

 
 

 
7
7 

2
5
4
,
5
0
0
 

2
9
1
,
6
0
0 

3
2
8
,
1
0
0
 

3
4
9
,6
0
0
 

3
9
2
,
6
0
0
 

 
 

 
7
8 

2
5
4
,
8
0
0
 

2
9
1
,
9
0
0 

3
2
8
,
6
0
0
 

3
4
9
,9
0
0
 

3
9
3
,
0
0
0
 

 
 

 
7
9 

2
5
5
,
1
0
0
 

2
9
2
,
2
0
0 

3
2
9
,
0
0
0
 

3
5
0
,1
0
0
 

3
9
3
,
4
0
0
 

 
 

 
8
0 

2
5
5
,
3
0
0
 

2
9
2
,
5
0
0 

3
2
9
,
5
0
0
 

3
5
0
,4
0
0
 

3
9
3
,
8
0
0
 

 
 

 
8
1 

2
5
5
,
5
0
0
 

2
9
2
,
8
0
0 

3
3
0
,
0
0
0
 

3
5
0
,9
0
0
 

3
9
4
,
2
0
0
 

 
 

 
8
2 

2
5
5
,
8
0
0
 

2
9
3
,
1
0
0 

3
3
0
,
4
0
0
 

3
5
1
,2
0
0
 

3
9
4
,
6
0
0
 

 
 

 
8
3 

2
5
6
,
1
0
0
 

2
9
3
,
4
0
0 

3
3
0
,
6
0
0
 

3
5
1
,5
0
0
 

3
9
5
,
0
0
0
 

 
 

 
8
4 

2
5
6
,
3
0
0
 

2
9
3
,
7
0
0 

3
3
0
,
9
0
0
 

3
5
1
,8
0
0
 

3
9
5
,
4
0
0
 

 
 

 
8
5 

2
5
6
,
5
0
0
 

2
9
3
,
9
0
0 

3
3
1
,
3
0
0
 

3
5
2
,2
0
0
 

3
9
5
,
8
0
0
 

 
 

 
8
6 

 
2
9
4
,
1
0
0 

3
3
1
,
7
0
0
 

3
5
2
,5
0
0
 

3
9
6
,
2
0
0
 

 
 

 
8
7 

 
2
9
4
,
3
0
0 

3
3
2
,
0
0
0
 

3
5
2
,8
0
0
 

3
9
6
,
6
0
0
 

 
 

 
8
8 

 
2
9
4
,
5
0
0 

3
3
2
,
3
0
0
 

3
5
3
,1
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0
 

 
 

 
8
9 

 
2
9
4
,
9
0
0 

3
3
2
,
6
0
0
 

3
5
3
,5
0
0
 

3
9
7
,
4
0
0
 

 
 

 
9
0 

 
2
9
5
,
1
0
0 

3
3
2
,
8
0
0
 

3
5
3
,8
0
0
 

 
 

 

 
9
1 

 
2
9
5
,
3
0
0 

3
3
3
,
2
0
0
 

3
5
4
,1
0
0
 

 
 

 

 
9
2 

 
2
9
5
,
5
0
0 

3
3
3
,
5
0
0
 

3
5
4
,4
0
0
 

 
 

 

 
9
3 

 
2
9
5
,
9
0
0 

3
3
3
,
7
0
0
 

3
5
4
,7
0
0
 

 
 

 

 
9
4 

 
2
9
6
,
1
0
0 

3
3
4
,
0
0
0
 

3
5
5
,1
0
0
 

 
 

 

 
9
5 

 
2
9
6
,
3
0
0 

3
3
4
,
3
0
0
 

3
5
5
,5
0
0
 

 
 

 

 
9
6 

 
2
9
6
,
6
0
0 

3
3
4
,
6
0
0
 

3
5
5
,9
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9
7
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3
0
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3
3
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,
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3
5
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1
0
0 

 
2
9
7
,
6
0
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3
3
5
,
6
0
0
 

3
5
7
,6
0
0
 

 
 

 

 
1
0
1 

 
2
9
7
,
9
0
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3
3
5
,
8
0
0
 

3
5
8
,1
0
0
 

 
 

 

 
1
0
2 

 
2
9
8
,
1
0
0 

3
3
6
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
3 

 
2
9
8
,
3
0
0 

3
3
6
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
4 

 
2
9
8
,
6
0
0 

3
3
6
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
5 

 
2
9
8
,
9
0
0 

3
3
6
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
6 

 
 

3
3
7
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
7 

 
 

3
3
7
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
8 

 
 

3
3
8
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
0
9 

 
 

3
3
8
,
2
0
0
 

 
 

 
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 

円
 

1
9
3
,
0
0
0
 

円
 

2
1
9
,
6
0
0 

円
 

2
4
8
,
1
0
0
 

円
 

2
6
1
,7
0
0
 

円
 

2
8
7
,
3
0
0
 

円
 

3
2
8
,4
0
0
 

円
 

3
7
1
,0
0
0
 

備
考

 
こ

の
表
は
、
病

院
に
勤

務
す
る
薬

剤
師
、
診
療

放
射
線

技
師
、
臨
床
検
査
技
師

、
理

学
療
法
士

、
作
業

療
法

士
、
あ
ん
摩
マ

ッ
サ
ー

ジ
指
圧

師
、
管
理
栄
養

士
、
栄
養
士
、
医
療
ソ
ー

シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
工
学

技
士

及
び
そ
の
他
の
職

員
で
管

理
者
が

定
め
る
も
の
に

適
用
す

る
。

 

医
 

療
 
職
 
給
 
料
 
表
 
⑶
 

職
員
の

 
区

 
分

 

職
務

 
の
級

 
 号
給

 

１
級

 
２
級

 
３
級

 
４
級

 
５
級

 
６
級

 

給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
以
外

の
職
員

 

 
1
 

円
 

2
0
7
,
7
0
0 

円
 

2
4
0
,
6
0
0
 

円
 

2
8
1
,
8
0
0 

円
 

2
9
5
,2
0
0
 

円
 

3
1
9
,
3
0
0
 

円
 

3
6
2
,
0
0
0 

2
 

2
0
9
,
6
0
0 

2
4
2
,
8
0
0
 

2
8
2
,
3
0
0 

2
9
5
,8
0
0
 

3
2
0
,
3
0
0
 

3
6
3
,
7
0
0 

3
 

2
1
1
,
4
0
0 

2
4
5
,
0
0
0
 

2
8
2
,
8
0
0 

2
9
6
,4
0
0
 

3
2
1
,
3
0
0
 

3
6
5
,
4
0
0 

4
 

2
1
3
,
1
0
0 

2
4
7
,
2
0
0
 

2
8
3
,
3
0
0 

2
9
6
,9
0
0
 

3
2
2
,
3
0
0
 

3
6
7
,
1
0
0 

5
 

2
1
4
,
8
0
0 

2
4
9
,
4
0
0
 

2
8
3
,
8
0
0 

2
9
7
,4
0
0
 

3
2
3
,
3
0
0
 

3
6
8
,
9
0
0 

6
 

2
1
6
,
7
0
0 

2
5
0
,
4
0
0
 

2
8
4
,
3
0
0 

2
9
8
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9
5 

2
9
0
,
8
0
0 

3
2
1
,
1
0
0
 

3
5
6
,
0
0
0 

3
7
3
,8
0
0
 

 
 

 
9
6 

2
9
1
,
4
0
0 

3
2
1
,
7
0
0
 

3
5
6
,
4
0
0 

3
7
4
,3
0
0
 

 
 

 
9
7 

2
9
2
,
0
0
0 

3
2
2
,
2
0
0
 

3
5
6
,
9
0
0 

3
7
4
,9
0
0
 

 
 

 
9
8 

2
9
2
,
5
0
0 

3
2
2
,
5
0
0
 

3
5
7
,
3
0
0 

3
7
5
,4
0
0
 

 
 

 
9
9 

2
9
3
,
0
0
0 

3
2
3
,
1
0
0
 

3
5
7
,
8
0
0 

3
7
5
,9
0
0
 

 
 

 
1
0
0 

2
9
3
,
5
0
0 

3
2
3
,
7
0
0
 

3
5
8
,
2
0
0 

3
7
6
,3
0
0
 

 
 

 
1
0
1 

2
9
4
,
0
0
0 

3
2
4
,
1
0
0
 

3
5
8
,
5
0
0 

3
7
6
,9
0
0
 

 
 

 
1
0
2 

2
9
4
,
5
0
0 

3
2
4
,
7
0
0
 

3
5
9
,
0
0
0 

3
7
7
,4
0
0
 

 
 

 
1
0
3 

2
9
5
,
0
0
0 

3
2
5
,
3
0
0
 

3
5
9
,
4
0
0 

3
7
7
,9
0
0
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1
0
4 

2
9
5
,
4
0
0 

3
2
5
,
8
0
0
 

3
5
9
,
7
0
0 

3
7
8
,4
0
0
 

 
 

 
1
0
5 

2
9
5
,
8
0
0 

3
2
6
,
2
0
0
 

3
6
0
,
1
0
0 

3
7
9
,0
0
0
 

 
 

 
1
0
6 

2
9
6
,
3
0
0 

3
2
6
,
7
0
0
 

3
6
0
,
6
0
0 

3
7
9
,4
0
0
 

 
 

 
1
0
7 

2
9
6
,
8
0
0 

3
2
7
,
2
0
0
 

3
6
1
,
1
0
0 

3
7
9
,9
0
0
 

 
 

 
1
0
8 

2
9
7
,
1
0
0 

3
2
7
,
7
0
0
 

3
6
1
,
6
0
0 

3
8
0
,4
0
0
 

 
 

 
1
0
9 

2
9
7
,
3
0
0 

3
2
8
,
1
0
0
 

3
6
2
,
1
0
0 

3
8
1
,0
0
0
 

 
 

 
1
1
0 

2
9
7
,
6
0
0 

3
2
8
,
5
0
0
 

3
6
2
,
6
0
0 

 
 

 

 
1
1
1 

2
9
7
,
8
0
0 

3
2
8
,
8
0
0
 

3
6
3
,
1
0
0 

 
 

 

 
1
1
2 

2
9
8
,
1
0
0 

3
2
9
,
1
0
0
 

3
6
3
,
5
0
0 

 
 

 

 
1
1
3 

2
9
8
,
4
0
0 

3
2
9
,
4
0
0
 

3
6
3
,
9
0
0 

 
 

 

 
1
1
4 

2
9
8
,
6
0
0 

3
2
9
,
8
0
0
 

3
6
4
,
3
0
0 

 
 

 

 
1
1
5 

2
9
8
,
9
0
0 

3
3
0
,
1
0
0
 

3
6
4
,
8
0
0 

 
 

 

 
1
1
6 

2
9
9
,
1
0
0 

3
3
0
,
4
0
0
 

3
6
5
,
3
0
0 

 
 

 

 
1
1
7 

2
9
9
,
4
0
0 

3
3
0
,
6
0
0
 

3
6
5
,
7
0
0 

 
 

 

 
1
1
8 

2
9
9
,
7
0
0 

3
3
0
,
9
0
0
 

3
6
6
,
2
0
0 

 
 

 

 
1
1
9 

3
0
0
,
0
0
0 

3
3
1
,
2
0
0
 

3
6
6
,
7
0
0 

 
 

 

 
1
2
0 

3
0
0
,
3
0
0 

3
3
1
,
4
0
0
 

3
6
7
,
2
0
0 

 
 

 

 
1
2
1 

3
0
0
,
6
0
0 

3
3
1
,
6
0
0
 

3
6
7
,
5
0
0 

 
 

 

 
1
2
2 

3
0
1
,
0
0
0 

3
3
1
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
3 

3
0
1
,
3
0
0 

3
3
2
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
4 

3
0
1
,
6
0
0 

3
3
2
,
5
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
5 

3
0
1
,
8
0
0 

3
3
2
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
6 

3
0
2
,
0
0
0 

3
3
3
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
7 

3
0
2
,
3
0
0 

3
3
3
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
8 

3
0
2
,
7
0
0 

3
3
3
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
2
9 

3
0
2
,
9
0
0 

3
3
3
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
0 

3
0
3
,
2
0
0 

3
3
4
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
1 

3
0
3
,
6
0
0 

3
3
4
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
2 

3
0
4
,
0
0
0 

3
3
4
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
3 

3
0
4
,
2
0
0 

3
3
4
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
4 

3
0
4
,
5
0
0 

3
3
5
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
5 

3
0
4
,
8
0
0 

3
3
5
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
6 

3
0
5
,
1
0
0 

3
3
6
,
1
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
7 

3
0
5
,
3
0
0 

3
3
6
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
8 

3
0
5
,
6
0
0 

3
3
6
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
3
9 

3
0
5
,
9
0
0 

3
3
7
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 

 
1
4
0 

3
0
6
,
2
0
0 

3
3
7
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
1 

3
0
6
,
4
0
0 

3
3
7
,
9
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
2 

3
0
6
,
8
0
0 

3
3
8
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
3 

3
0
7
,
2
0
0 

3
3
8
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
4 

3
0
7
,
5
0
0 

3
3
9
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
5 

3
0
7
,
7
0
0 

3
3
9
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
6 

3
0
7
,
9
0
0 

3
3
9
,
7
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
7 

3
0
8
,
2
0
0 

3
4
0
,
1
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
8 

3
0
8
,
6
0
0 

3
4
0
,
5
0
0
 

 
 

 
 

 
1
4
9 

3
0
8
,
8
0
0 

3
4
0
,
8
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
0 

3
0
9
,
0
0
0 

3
4
1
,
2
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
1 

3
0
9
,
3
0
0 

3
4
1
,
6
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
2 

3
0
9
,
6
0
0 

3
4
2
,
0
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
3 

3
1
0
,
0
0
0 

3
4
2
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
1
5
4 

3
1
0
,
2
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
5
5 

3
1
0
,
4
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
5
6 

3
1
0
,
7
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
5
7 

3
1
1
,
0
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
5
8 

3
1
1
,
3
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
5
9 

3
1
1
,
6
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
0 

3
1
1
,
9
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
1 

3
1
2
,
3
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
2 

3
1
2
,
6
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
3 

3
1
2
,
9
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
4 

3
1
3
,
2
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
5 

3
1
3
,
6
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
6 

3
1
3
,
9
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
7 

3
1
4
,
2
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
8 

3
1
4
,
5
0
0 

 
 

 
 

 

 
1
6
9 

3
1
4
,
9
0
0 

 
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 
基
準

 
給
料
月
額

 

円
 

2
3
9
,
7
0
0 

円
 

2
6
0
,
2
0
0
 

円
 

2
6
7
,
5
0
0 

円
 

2
7
7
,9
0
0
 

円
 

2
9
4
,
3
0
0
 

円
 

3
3
1
,
9
0
0 

備
考

 
こ

の
表
は
、
病
院

に
勤

務
す
る
看

護
師
及
び
准
看

護
師

に
適
用
す
る
。
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和６

年４月１日から適用する。ただし、第２条の

規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ 第１条の規定による改正（以下この項にお

いて「第１条改正」という。）後の亀岡市立

病院職員の給与に関する規程（以下「給与規

程」という。）の規定を適用する場合におい

ては、第１条改正前の給与規程の規定に基づ

いて支給された給与は、第１条改正後の給与

規程の規定による給与の内払とみなす。 

 （号給の切替え） 

３ 令和７年４月１日（以下「切替日」とい

う。）の前日において給与規程別表第１又は

別表第２の給料表の適用を受けていた職員で

あって同日においてその者が属していた職務

の級が附則別表に掲げられている職務の級で

あったものの切替日における号給（次項及び

同表において「新号給」という。）は、切替

日の前日においてその者が属していた職務の

級及び同日においてその者が受けていた号給

（同表において「旧号給」という。）に応じ

て同表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

４ 切替日前に職務の級を異にする異動をした

職員の切替日における新号給については、そ

の者が切替日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、国の例により必要

な調整を行うことができる。 

 （国の例引用） 

５ 附則第２項から前項に定めるもののほか、

この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、

国の例による。 

【附則別表 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費

用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   令和６年１２月２１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 田中宏樹 

 

 亀岡市病院事業管理規程第６号 

 

亀岡市立病院会計年度任用職員の

給与及び費用弁償並びに勤務時間、

休暇等に関する規程の一部を改正

する規程 

 

第１条 亀岡市立病院会計年度任用職員の給与

及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関す

る規程（令和２年亀岡市病院事業管理規程第

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１から別表第３までを次のように改

める。 
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別
表
第
１
（
第

３
条
関
係
）
 

医
 
療
 
職

 
給
 
料
 
表
 
⑴
 

職
務

 
の
級

 
 号
給

 

１
級

 
２
級

 
３
級
 

４
級
 

５
級

 

給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額

 

 
1
 

円
 

2
9
1
,4
0
0
 

円
 

3
7
0
,
0
0
0
 

円
 

4
2
6
,7
0
0
 

円
 

4
8
4
,4
0
0
 

円
 

5
7
4
,
5
0
0
 

2
 

2
9
3
,7
0
0
 

3
7
2
,
6
0
0
 

4
2
8
,7
0
0
 

4
8
6
,2
0
0
 

5
7
7
,
6
0
0
 

3
 

2
9
6
,0
0
0
 

3
7
5
,
1
0
0
 

4
3
0
,7
0
0
 

4
8
8
,0
0
0
 

5
8
0
,
7
0
0
 

4
 

2
9
8
,2
0
0
 

3
7
7
,
6
0
0
 

4
3
2
,6
0
0
 

4
8
9
,8
0
0
 

5
8
3
,
8
0
0
 

5
 

3
0
0
,3
0
0
 

3
8
0
,
1
0
0
 

4
3
4
,5
0
0
 

4
9
1
,6
0
0
 

5
8
6
,
7
0
0
 

6
 

3
0
3
,8
0
0
 

3
8
2
,
8
0
0
 

4
3
6
,1
0
0
 

4
9
3
,3
0
0
 

5
8
9
,
1
0
0
 

7
 

3
0
7
,3
0
0
 

3
8
5
,
5
0
0
 

4
3
7
,7
0
0
 

4
9
5
,0
0
0
 

5
9
1
,
5
0
0
 

8
 

3
1
0
,7
0
0
 

3
8
8
,
1
0
0
 

4
3
9
,3
0
0
 

4
9
6
,7
0
0
 

5
9
3
,
9
0
0
 

9
 

3
1
4
,1
0
0
 

3
9
0
,
2
0
0
 

4
4
0
,9
0
0
 

4
9
8
,4
0
0
 

5
9
6
,
1
0
0
 

1
0
 

3
1
7
,6
0
0
 

3
9
2
,
7
0
0
 

4
4
2
,7
0
0
 

5
0
0
,5
0
0
 

5
9
7
,
6
0
0
 

1
1
 

3
2
1
,0
0
0
 

3
9
5
,
2
0
0
 

4
4
4
,5
0
0
 

5
0
2
,6
0
0
 

5
9
9
,
1
0
0
 

1
2
 

3
2
4
,4
0
0
 

3
9
7
,
7
0
0
 

4
4
6
,3
0
0
 

5
0
4
,7
0
0
 

6
0
0
,
6
0
0
 

1
3
 

3
2
7
,8
0
0
 

4
0
0
,
3
0
0
 

4
4
8
,1
0
0
 

5
0
6
,7
0
0
 

6
0
2
,
1
0
0
 

1
4
 

3
3
1
,3
0
0
 

4
0
3
,
0
0
0
 

4
4
9
,9
0
0
 

5
0
8
,6
0
0
 

6
0
3
,
2
0
0
 

1
5
 

3
3
4
,7
0
0
 

4
0
5
,
6
0
0
 

4
5
1
,7
0
0
 

5
1
0
,7
0
0
 

6
0
4
,
3
0
0
 

1
6
 

3
3
8
,1
0
0
 

4
0
8
,
1
0
0
 

4
5
3
,5
0
0
 

5
1
2
,7
0
0
 

6
0
5
,
2
0
0
 

1
7
 

3
4
1
,5
0
0
 

4
1
0
,
5
0
0
 

4
5
5
,1
0
0
 

5
1
4
,6
0
0
 

6
0
6
,
4
0
0
 

1
8
 

3
4
4
,6
0
0
 

4
1
2
,
7
0
0
 

4
5
7
,1
0
0
 

5
1
6
,6
0
0
 

6
0
7
,
4
0
0
 

1
9
 

3
4
7
,7
0
0
 

4
1
4
,
8
0
0
 

4
5
9
,0
0
0
 

5
1
8
,6
0
0
 

6
0
8
,
4
0
0
 

2
0
 

3
5
0
,8
0
0
 

4
1
6
,
9
0
0
 

4
6
0
,9
0
0
 

5
2
0
,4
0
0
 

6
0
9
,
4
0
0
 

2
1
 

3
5
4
,0
0
0
 

4
1
9
,
0
0
0
 

4
6
2
,3
0
0
 

5
2
2
,2
0
0
 

6
1
0
,
4
0
0
 

2
2
 

3
5
7
,1
0
0
 

4
2
0
,
5
0
0
 

4
6
4
,1
0
0
 

5
2
4
,0
0
0
 

6
1
1
,
4
0
0
 

2
3
 

3
6
0
,2
0
0
 

4
2
2
,
0
0
0
 

4
6
5
,9
0
0
 

5
2
5
,8
0
0
 

6
1
2
,
4
0
0
 

2
4
 

3
6
3
,2
0
0
 

4
2
3
,
5
0
0
 

4
6
7
,7
0
0
 

5
2
7
,6
0
0
 

6
1
3
,
4
0
0
 

2
5
 

3
6
6
,2
0
0
 

4
2
4
,
9
0
0
 

4
6
9
,5
0
0
 

5
2
9
,2
0
0
 

6
1
4
,
4
0
0
 

2
6
 

3
6
8
,5
0
0
 

4
2
6
,
4
0
0
 

4
7
1
,3
0
0
 

5
3
1
,0
0
0
 

6
1
5
,
4
0
0
 

2
7
 

3
7
0
,8
0
0
 

4
2
7
,
9
0
0
 

4
7
3
,1
0
0
 

5
3
2
,8
0
0
 

6
1
6
,
4
0
0
 

2
8
 

3
7
3
,0
0
0
 

4
2
9
,
3
0
0
 

4
7
4
,9
0
0
 

5
3
4
,6
0
0
 

6
1
7
,
4
0
0
 

2
9
 

3
7
4
,9
0
0
 

4
3
0
,
7
0
0
 

4
7
6
,7
0
0
 

5
3
6
,2
0
0
 

6
1
8
,
4
0
0
 

 

3
0
 

3
7
6
,6
0
0
 

4
3
2
,
2
0
0
 

4
7
8
,5
0
0
 

5
3
8
,0
0
0
 

 

3
1
 

3
7
8
,3
0
0
 

4
3
3
,
7
0
0
 

4
8
0
,3
0
0
 

5
3
9
,8
0
0
 

 

3
2
 

3
8
0
,1
0
0
 

4
3
5
,
1
0
0
 

4
8
2
,1
0
0
 

5
4
1
,5
0
0
 

 

3
3
 

3
8
1
,9
0
0
 

4
3
6
,
5
0
0
 

4
8
3
,9
0
0
 

5
4
3
,1
0
0
 

 

3
4
 

3
8
3
,7
0
0
 

4
3
8
,
0
0
0
 

4
8
5
,8
0
0
 

5
4
4
,9
0
0
 

 

3
5
 

3
8
5
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１
級

 
２
級
 

給
料
月
額

 
給
料
月
額
 

 
1
 

円
 

1
8
8
,
6
0
0 

円
 

2
2
7
,
4
0
0
 

2
 

1
9
0
,
7
0
0 

2
2
8
,
7
0
0
 

3
 

1
9
2
,
8
0
0 

2
3
0
,
0
0
0
 

4
 

1
9
4
,
9
0
0 

2
3
1
,
3
0
0
 

5
 

1
9
6
,
9
0
0 

2
3
2
,
5
0
0
 

6
 

1
9
8
,
9
0
0 

2
3
3
,
6
0
0
 

7
 

2
0
0
,
9
0
0 

2
3
4
,
6
0
0
 

8
 

2
0
2
,
7
0
0 

2
3
5
,
6
0
0
 

9
 

2
0
4
,
5
0
0 

2
3
6
,
7
0
0
 

1
0
 

2
0
6
,
4
0
0 

2
3
7
,
9
0
0
 

1
1
 

2
0
8
,
3
0
0 

2
3
9
,
2
0
0
 

1
2
 

2
1
0
,
4
0
0 

2
4
0
,
5
0
0
 

1
3
 

2
1
2
,
1
0
0 

2
4
1
,
8
0
0
 

1
4
 

2
1
4
,
1
0
0 

2
4
3
,
1
0
0
 

1
5
 

2
1
6
,
3
0
0 

2
4
4
,
4
0
0
 

1
6
 

2
1
8
,
4
0
0 

2
4
5
,
6
0
0
 

1
7
 

2
2
0
,
5
0
0 

2
4
6
,
8
0
0
 

1
8
 

2
2
1
,
6
0
0 

2
4
8
,
0
0
0
 

1
9
 

2
2
2
,
7
0
0 

2
4
9
,
2
0
0
 

2
0
 

2
2
3
,
8
0
0 

2
5
0
,
4
0
0
 

2
1
 

2
2
4
,
9
0
0 

2
5
1
,
5
0
0
 

2
2
 

2
2
5
,
8
0
0 

2
5
2
,
4
0
0
 

2
3
 

2
2
6
,
7
0
0 

2
5
3
,
2
0
0
 

2
4
 

2
2
7
,
6
0
0 

2
5
4
,
0
0
0
 

2
5
 

2
2
8
,
5
0
0 

2
5
4
,
8
0
0
 

2
6
 

2
2
9
,
4
0
0 

2
5
5
,
6
0
0
 

2
7
 

2
3
0
,
3
0
0 

2
5
6
,
4
0
0
 

2
8
 

2
3
1
,
2
0
0 

2
5
7
,
2
0
0
 

2
9
 

2
3
2
,
1
0
0 

2
5
8
,
0
0
0
 

3
0
 

2
3
3
,
0
0
0 

2
5
8
,
8
0
0
 

3
1
 

2
3
3
,
9
0
0 

2
5
9
,
6
0
0
 

 

3
2
 

2
3
4
,
8
0
0 

2
6
0
,
4
0
0
 

3
3
 

2
3
5
,
6
0
0 

2
6
1
,
2
0
0
 

3
4
 

2
3
6
,
4
0
0 

2
6
2
,
0
0
0
 

3
5
 

2
3
7
,
2
0
0 

2
6
2
,
7
0
0
 

3
6
 

2
3
8
,
0
0
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2
6
3
,
5
0
0
 

3
7
 

2
3
8
,
8
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2
6
4
,
4
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8
 

2
3
9
,
6
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2
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5
,
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9
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4
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2
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2
4
3
,
5
0
0 

2
7
0
,
0
0
0
 

4
5
 

2
4
4
,
0
0
0 

2
7
0
,
7
0
0
 

4
6
 

2
4
4
,
6
0
0 

2
7
1
,
5
0
0
 

4
7
 

2
4
5
,
1
0
0 

2
7
2
,
3
0
0
 

4
8
 

2
4
5
,
5
0
0 

2
7
3
,
1
0
0
 

4
9
 

2
4
5
,
9
0
0 

2
7
3
,
8
0
0
 

5
0
 

2
4
6
,
4
0
0 

2
7
4
,
6
0
0
 

5
1
 

2
4
6
,
9
0
0 

2
7
5
,
3
0
0
 

5
2
 

2
4
7
,
4
0
0 

2
7
6
,
0
0
0
 

5
3
 

2
4
7
,
7
0
0 

2
7
6
,
7
0
0
 

5
4
 

2
4
8
,
0
0
0 

2
7
7
,
4
0
0
 

5
5
 

2
4
8
,
3
0
0 

2
7
8
,
1
0
0
 

5
6
 

2
4
8
,
6
0
0 

2
7
8
,
8
0
0
 

5
7
 

2
4
8
,
9
0
0 

2
7
9
,
5
0
0
 

5
8
 

2
4
9
,
2
0
0 

2
8
0
,
2
0
0
 

5
9
 

2
4
9
,
5
0
0 

2
8
0
,
9
0
0
 

6
0
 

2
4
9
,
8
0
0 

2
8
1
,
5
0
0
 

6
1
 

2
5
0
,
1
0
0 

2
8
2
,
1
0
0
 

6
2
 

2
5
0
,
4
0
0 

2
8
2
,
8
0
0
 

6
3
 

2
5
0
,
7
0
0 

2
8
3
,
5
0
0
 

6
4
 

2
5
1
,
0
0
0 

2
8
4
,
1
0
0
 

6
5
 

2
5
1
,
3
0
0 

2
8
4
,
7
0
0
 

6
6
 

2
5
1
,
6
0
0 

2
8
5
,
4
0
0
 

6
7
 

2
5
1
,
9
0
0 

2
8
6
,
1
0
0
 

6
8
 

2
5
2
,
2
0
0 

2
8
6
,
7
0
0
 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 106 

第９６０号令和７年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
9
 

2
5
2
,
5
0
0 

2
8
7
,
3
0
0
 

7
0
 

2
5
2
,
8
0
0 

2
8
8
,
0
0
0
 

7
1
 

2
5
3
,
1
0
0 

2
8
8
,
7
0
0
 

7
2
 

2
5
3
,
3
0
0 

2
8
9
,
3
0
0
 

7
3
 

2
5
3
,
5
0
0 

2
8
9
,
9
0
0
 

7
4
 

2
5
3
,
8
0
0 

2
9
0
,
4
0
0
 

7
5
 

2
5
4
,
1
0
0 

2
9
0
,
8
0
0
 

7
6
 

2
5
4
,
3
0
0 

2
9
1
,
2
0
0
 

7
7
 

2
5
4
,
5
0
0 

2
9
1
,
6
0
0
 

7
8
 

2
5
4
,
8
0
0 

2
9
1
,
9
0
0
 

7
9
 

2
5
5
,
1
0
0 

2
9
2
,
2
0
0
 

8
0
 

2
5
5
,
3
0
0 

2
9
2
,
5
0
0
 

8
1
 

2
5
5
,
5
0
0 

2
9
2
,
8
0
0
 

8
2
 

2
5
5
,
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3
,
1
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8
3
 

2
5
6
,
1
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2
9
3
,
4
0
0
 

8
4
 

2
5
6
,
3
0
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2
9
3
,
7
0
0
 

8
5
 

2
5
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,
5
0
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2
9
3
,
9
0
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8
6
 
 
 

2
9
4
,
1
0
0
 

8
7
 
 
 

2
9
4
,
3
0
0
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8
 
 
 

2
9
4
,
5
0
0
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9
 
 
 

2
9
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,
9
0
0
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2
9
5
,
1
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1
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9
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,
3
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2
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9
5
,
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0
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3
 
 
 

2
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,
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9
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2
9
6
,
1
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5
 
 
 

2
9
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,
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9
6
 
 
 

2
9
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,
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0
0
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7
 
 
 

2
9
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,
9
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9
8
 
 
 

2
9
7
,
1
0
0
 

9
9
 
 
 

2
9
7
,
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0
0
 

1
0
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9
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,
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0
 

1
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1
 
 
 

2
9
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,
9
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1
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2
 
 
 

2
9
8
,
1
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,
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,
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１
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２
級
 

給
料
月
額

 
給
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月
額
 

 
1
 

円
 

2
0
7
,
7
0
0 

円
 

2
4
0
,
6
0
0
 

2
 

2
0
9
,
6
0
0 

2
4
2
,
8
0
0
 

3
 

2
1
1
,
4
0
0 

2
4
5
,
0
0
0
 

4
 

2
1
3
,
1
0
0 

2
4
7
,
2
0
0
 

5
 

2
1
4
,
8
0
0 

2
4
9
,
4
0
0
 

6
 

2
1
6
,
7
0
0 

2
5
0
,
4
0
0
 

7
 

2
1
8
,
5
0
0 

2
5
1
,
3
0
0
 

8
 

2
2
0
,
2
0
0 

2
5
2
,
2
0
0
 

9
 

2
2
1
,
9
0
0 

2
5
3
,
1
0
0
 

1
0
 

2
2
3
,
9
0
0 

2
5
4
,
3
0
0
 

1
1
 

2
2
5
,
8
0
0 

2
5
5
,
4
0
0
 

1
2
 

2
2
7
,
7
0
0 

2
5
6
,
3
0
0
 

1
3
 

2
2
9
,
6
0
0 

2
5
7
,
1
0
0
 

1
4
 

2
3
1
,
6
0
0 

2
5
7
,
8
0
0
 

1
5
 

2
3
3
,
6
0
0 

2
5
8
,
5
0
0
 

1
6
 

2
3
5
,
6
0
0 

2
5
9
,
4
0
0
 

1
7
 

2
3
7
,
6
0
0 

2
6
0
,
5
0
0
 

1
8
 

2
3
9
,
6
0
0 

2
6
1
,
6
0
0
 

1
9
 

2
4
1
,
7
0
0 

2
6
2
,
7
0
0
 

2
0
 

2
4
3
,
7
0
0 

2
6
3
,
8
0
0
 

2
1
 

2
4
5
,
6
0
0 

2
6
4
,
9
0
0
 

2
2
 

2
4
6
,
8
0
0 

2
6
6
,
0
0
0
 

2
3
 

2
4
8
,
0
0
0 

2
6
7
,
1
0
0
 

2
4
 

2
4
9
,
1
0
0 

2
6
8
,
2
0
0
 

2
5
 

2
5
0
,
2
0
0 

2
6
9
,
2
0
0
 

2
6
 

2
5
1
,
1
0
0 

2
7
0
,
3
0
0
 

2
7
 

2
5
2
,
0
0
0 

2
7
1
,
4
0
0
 

2
8
 

2
5
2
,
9
0
0 

2
7
2
,
4
0
0
 

2
9
 

2
5
3
,
7
0
0 

2
7
3
,
4
0
0
 

3
0
 

2
5
4
,
5
0
0 

2
7
4
,
1
0
0
 

3
1
 

2
5
5
,
2
0
0 

2
7
4
,
8
0
0
 

 

3
2
 

2
5
5
,
9
0
0 

2
7
5
,
5
0
0
 

3
3
 

2
5
6
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第２条 亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程

の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

医 療 職 給 料 表 ⑴ 

 職務 
 の級 

 
号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 
1 

円 
291,400 

円 
400,300 

円 
455,100 

円 
549,800 

円 
596,100 

2 293,700 403,000 457,100 555,900 602,100 

3 296,000 405,600 459,000 561,200 607,400 

4 298,200 408,100 460,900 566,100 611,900 

5 300,300 410,500 462,300 570,500 615,900 

6 303,800 412,700 464,100 574,800 619,400 

7 307,300 414,800 465,900 578,400 622,400 

8 310,700 416,900 467,700 581,400 625,200 

9 314,100 419,000 469,500 583,900   

10 317,600 420,500 471,300 586,200   

11 321,000 422,000 473,100     

12 324,400 423,500 474,900     

13 327,800 424,900 476,700     

14 331,300 426,400 478,500     

15 334,700 427,900 480,300     

16 338,100 429,300 482,100     

17 341,500 430,700 483,900     

18 344,600 432,200 485,800     

19 347,700 433,700 487,700     

20 350,800 435,100 489,600     

21 354,000 436,500 491,500     

22 357,100 438,000 493,200     

23 360,200 439,500 495,000     

24 363,200 440,900 496,800     

 



 
亀 岡 市 公 報 

 109

第９６０号令和７年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
5
 

3
6
6
,2
0
0
 

4
4
2
,
3
0
0
 

4
9
8
,4
0
0
 
 
 

 
 

2
6
 

3
6
8
,5
0
0
 

4
4
3
,
7
0
0
 

5
0
0
,2
0
0
 
 
 

 
 

2
7
 

3
7
0
,8
0
0
 

4
4
5
,
1
0
0
 

5
0
2
,0
0
0
 
 
 

 
 

2
8
 

3
7
3
,0
0
0
 

4
4
6
,
5
0
0
 

5
0
3
,6
0
0
 
 
 

 
 

2
9
 

3
7
4
,9
0
0
 

4
4
7
,
9
0
0
 

5
0
5
,0
0
0
 
 
 

 
 

3
0
 

3
7
6
,6
0
0
 

4
4
9
,
3
0
0
 

5
0
6
,7
0
0
 
 
 

 
 

3
1
 

3
7
8
,3
0
0
 

4
5
0
,
7
0
0
 

5
0
8
,5
0
0
 
 
 

 
 

3
2
 

3
8
0
,1
0
0
 

4
5
2
,
1
0
0
 

5
1
0
,2
0
0
 
 
 

 
 

3
3
 

3
8
1
,9
0
0
 

4
5
3
,
5
0
0
 

5
1
1
,7
0
0
 
 
 

 
 

3
4
 

3
8
3
,7
0
0
 

4
5
4
,
9
0
0
 

5
1
3
,0
0
0
 
 
 

 
 

3
5
 

3
8
5
,3
0
0
 

4
5
6
,
3
0
0
 

5
1
4
,3
0
0
 
 
 

 
 

3
6
 

3
8
6
,7
0
0
 

4
5
7
,
7
0
0
 

5
1
5
,6
0
0
 
 
 

 
 

3
7
 

3
8
8
,1
0
0
 

4
5
9
,
1
0
0
 

5
1
6
,6
0
0
 
 
 

 
 

3
8
 

3
8
9
,6
0
0
 

4
6
0
,
8
0
0
 

5
1
7
,9
0
0
 
 
 

 
 

3
9
 

3
9
1
,1
0
0
 

4
6
2
,
4
0
0
 

5
1
9
,2
0
0
 
 
 

 
 

4
0
 

3
9
2
,6
0
0
 

4
6
4
,
0
0
0
 

5
2
0
,5
0
0
 
 
 

 
 

4
1
 

3
9
4
,1
0
0
 

4
6
5
,
6
0
0
 

5
2
1
,5
0
0
 
 
 

 
 

4
2
 

3
9
4
,8
0
0
 

4
6
6
,
8
0
0
 

5
2
2
,3
0
0
 
 
 

 
 

4
3
 

3
9
5
,4
0
0
 

4
6
8
,
0
0
0
 

5
2
3
,1
0
0
 
 
 

 
 

4
4
 

3
9
6
,1
0
0
 

4
6
9
,
1
0
0
 

5
2
3
,9
0
0
 
 
 

 
 

4
5
 

3
9
7
,0
0
0
 

4
7
0
,
1
0
0
 

5
2
4
,8
0
0
 
 
 

 
 

4
6
 

3
9
7
,6
0
0
 

4
7
1
,
1
0
0
 

5
2
5
,6
0
0
 
 
 

 
 

4
7
 

3
9
8
,2
0
0
 

4
7
2
,
0
0
0
 

5
2
6
,4
0
0
 
 
 

 
 

4
8
 

3
9
8
,8
0
0
 

4
7
2
,
8
0
0
 

5
2
7
,1
0
0
 
 
 

 
 

4
9
 

3
9
9
,4
0
0
 

4
7
3
,
5
0
0
 

5
2
7
,9
0
0
 
 
 

 
 

5
0
 

3
9
9
,9
0
0
 

4
7
4
,
2
0
0
 

5
2
8
,7
0
0
 
 
 

 
 

5
1
 

4
0
0
,4
0
0
 

4
7
4
,
9
0
0
 

5
2
9
,4
0
0
 
 
 

 
 

5
2
 

4
0
0
,9
0
0
 

4
7
5
,
5
0
0
 

5
3
0
,3
0
0
 
 
 

 
 

5
3
 

4
0
1
,4
0
0
 

4
7
6
,
2
0
0
 

5
3
1
,2
0
0
 
 
 

 
 

5
4
 

4
0
1
,8
0
0
 

4
7
6
,
9
0
0
 

5
3
2
,0
0
0
 
 
 

 
 

5
5
 

4
0
2
,2
0
0
 

4
7
7
,
5
0
0
 

5
3
2
,9
0
0
 
 
 

 
 

5
6
 

4
0
2
,6
0
0
 

4
7
8
,
1
0
0
 

5
3
3
,8
0
0
 
 
 

 
 

5
7
 

4
0
3
,0
0
0
 

4
7
8
,
4
0
0
 

5
3
4
,6
0
0
 
 
 

 
 

 

5
8
 

4
0
3
,4
0
0
 

4
7
9
,
0
0
0
 

5
3
5
,5
0
0
 
 
 

 
 

5
9
 

4
0
3
,8
0
0
 

4
7
9
,
7
0
0
 

5
3
6
,4
0
0
 
 
 

 
 

6
0
 

4
0
4
,2
0
0
 

4
8
0
,
4
0
0
 

5
3
7
,1
0
0
 
 
 

 
 

6
1
 

4
0
4
,6
0
0
 

4
8
0
,
8
0
0
 

5
3
7
,9
0
0
 
 
 

 
 

6
2
 

4
0
5
,0
0
0
 

4
8
1
,
4
0
0
 

5
3
8
,8
0
0
 
 
 

 
 

6
3
 

4
0
5
,4
0
0
 

4
8
2
,
1
0
0
 

5
3
9
,7
0
0
 
 
 

 
 

6
4
 

4
0
5
,8
0
0
 

4
8
2
,
8
0
0
 

5
4
0
,6
0
0
 
 
 

 
 

6
5
 

4
0
6
,1
0
0
 

4
8
3
,
2
0
0
 

5
4
1
,4
0
0
 
 
 

 
 

6
6
 
 
 

4
8
3
,
8
0
0
 

5
4
2
,3
0
0
 
 
 

 
 

6
7
 
 
 

4
8
4
,
4
0
0
 

5
4
3
,2
0
0
 
 
 

 
 

6
8
 
 
 

4
8
4
,
9
0
0
 

5
4
4
,1
0
0
 
 
 

 
 

6
9
 
 
 

4
8
5
,
4
0
0
 

5
4
4
,9
0
0
 
 
 

 
 

7
0
 
 
 

4
8
5
,
9
0
0
 

5
4
5
,8
0
0
 
 
 

 
 

7
1
 
 
 

4
8
6
,
4
0
0
 

5
4
6
,7
0
0
 
 
 

 
 

7
2
 
 
 

4
8
6
,
9
0
0
 

5
4
7
,6
0
0
 
 
 

 
 

7
3
 
 
 

4
8
7
,
3
0
0
 

5
4
8
,4
0
0
 
 
 

 
 

7
4
 
 
 

4
8
7
,
8
0
0
 
 
 

 
 

 
 

7
5
 
 
 

4
8
8
,
2
0
0
 
 
 

 
 

 
 

7
6
 
 
 

4
8
8
,
7
0
0
 
 
 

 
 

 
 

7
7
 
 
 

4
8
9
,
2
0
0
 
 
 

 
 

 
 

7
8
 
 
 

4
8
9
,
8
0
0
 
 
 

 
 

 
 

7
9
 
 
 

4
9
0
,
4
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
0
 
 
 

4
9
0
,
8
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
1
 
 
 

4
9
1
,
3
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
2
 
 
 

4
9
1
,
9
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
3
 
 
 

4
9
2
,
5
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
4
 
 
 

4
9
3
,
0
0
0
 
 
 

 
 

 
 

8
5
 
 
 

4
9
3
,
5
0
0
 
 
 

 
 

 
 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 110 

第９６０号令和７年１月１５日発行 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和６

年４月１日から適用する。ただし、第２条の

規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ 第１条の規定による改正後の亀岡市立病院

会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに

勤務時間、休暇等に関する規程（以下「会計

年度任用職員給与規程」という。）の規定を

適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の会計年度任用職員給与規程の規定

に基づいて支給された給与は、第１条の規定

による改正後の会計年度任用職員給与規程の

規定による給与の内払とみなす。 

 （号給の切替え） 

３ 令和７年４月１日（以下「切替日」とい

う。）の前日において会計年度任用職員給与

規程別表第１の給料表の適用を受けていた職

員であって同日においてその者が属していた

職務の級が附則別表に掲げられている職務の

級であったものの切替日における号給（次項

及び同表において「新号給」という。）は、

切替日の前日においてその者が属していた職

務の級及び同日においてその者が受けていた

号給（同表において「旧号給」という。）に

応じて同表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

４ 切替日前に職務の級を異にする異動をした

職員の切替日における新号給については、そ

の者が切替日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、国の例により必要

な調整を行うことができる。 

 （国の例引用） 

５ 附則第２項から前項に定めるもののほか、

この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、

国の例による。 

 

【附則別表 省略】 
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